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災

道
路
の
防
災
･
震
災
対
策
に
つ
い
て

一
は
じ
め
に

我
が
国
は
世
界
的
に
も
自
然
条
件
が
厳
し
く
、
落
石
、

地
震
な
ど
の
自
然
災
害
の
多
い
国
で
あ
る
。

平
成
七
年
一
月
一
七
日
に
発
生
し
た
阪
神
･
淡
路
大
震

災
で
は
高
架
橋
の
倒
壊
等
道
路
施
設
に
大
き
な
被
害
が
生

じ
、
各
所
で
道
路
交
通
網
が
寸
断
さ
れ
、
被
災
地
周
辺
だ

け
で
な
く
、
我
が
国
の
経
済
活
動
、
国
民
生
活
に
も
大
き

な
影
響
を
与
え
た
。
ま
た
、
平
成
八
年
二
月
一
〇
日
に
豊

浜
ト
ン
ネ
ル
で
大
規
模
な
岩
盤
崩
落
に
よ
り
ト
ン
ネ
ル
が

崩
壊
し
、
二
〇
名
の
死
者
を
出
す
事
故
が
発
生
し
た
。

こ
の
よ
う
な
近
年
の
大
規
模
災
害
を
受
け
、
安
心
し
て

暮
ら
す
こ
と
の
で
き
る
社
会
の
実
現
に
対
す
る
国
民
の
要

望
が
高
ま
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
踏
ま
え
、
建
設
省
と
し
て

も
安
全
で
安
心
で
き
る
国
土
づ
く
り
を
目
指
し
、
道
路
防

道
路
局
企
画
課
道
路
防
災
対
策
室

災
･
震
災
対
策
に
取
り
組
ん
で
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

2

安
心
で
き
る
生
活
圏
の
形
成

二

道
路
防
災
･
震
災
対
策
の
現
状

道
路
防
災

･
震
災
対
策
と
し
て
各
課
題
に
対
応
し
て

様
々
な
施
策
を
推
進
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
こ

で
は
被
災
に
よ
る
影
響
の
範
囲
に
よ
り
取
り
組
む
べ
き
施

策
を
分
類
し
て
い
る

(図
1
)。

1

社
会
経
済
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
安
心
の
確
保

局
地
的
な
被
災
が
全
国
的
な
社
会
経
済
活
動
に
影
響
を

及
ぼ
さ
な
い
よ
う
、
リ
ダ
ン
ダ
ン
シ
ー
確
保
に
も
配
慮
し

た
高
規
格
幹
線
道
路
･
地
域
高
規
格
道
路
の
整
備
を
推
進

す
る
と
と
も
に
、
空
港
･
港
湾
等
の
他
の
交
通
モ
ー
ド
と

の
ア
ク
セ
ス
道
路
の
整
備
を
推
進
す
る
。

地
域
の
安
全
な
道
路
交
通
を
確
保
し
、
地
域
間
の
交
流

を
支
え
る
た
め
、
点
検
結
果
に
基
づ
き
法
面
の
防
災
対
策
、

橋
梁
等
の
耐
震
補
強
等
を
実
施
す
る
。
特
に
緊
急
輸
送
道

路
に
つ
い
て
は
、
災
害
発
生
時
に
、
救
助
･
救
急
、
応
急

復
旧
対
策
等
を
担
う
重
要
な
路
線
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
重

点
的
に
対
策
に
取
り
組
む
こ
と
と
す
る
。

3

災
害
時
に
お
い
て
安
心
で
き
る
市
街
地
の
形
成

市
街
地
の
災
害
に
対
す
る
安
全
性
の
向
上
を
図
る
た
め
、

土
地
区
間
整
理
事
業
等
に
よ
る
木
造
密
集
市
街
地
等
防
災

上
危
険
な
市
街
地
の
解
消
や
避
難
路
の
整
備
等
を
推
進
す

る
。
ま
た
、
災
害
時
の
電
気
、
電
話
、
ガ
ス
等
ラ
イ
フ
ラ

イ
ン
の
安
全
性
･
信
頼
性
の
向
上
を
図
る
た
め
、
共
同

溝
･
電
線
共
同
溝
の
整
備
を
推
進
す
る
。

道イテセ 97,3 3



災螫に強い国土嶺踵の形成に賀する趙瀦
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筋

災害時において安心できる市街地の形成 木護鍵鸚 街訓読特毛の安全性の向上

ライフラインの費

遭隆防災モニター制度等の充実･活用

4

安
心
を
支
え
る
道
路
の
防
災
管
理
シ
ス
テ
ム
の
整
備

ハ
ー
ド
と
し
て
の
防
災
･
震
災
対
策
に
加
え
、
災
害
要

因
を
的
確
に
把
握
し
、
災
害
を
未
然
に
防
止
す
る
た
め
の

防
災
管
理
手
法
の
確
立
、
迅
速
に
被
災
情
報
を
把
握
し
、

的
確
な
応
急
復
旧
体
制
等
の
策
定
が
可
能
に
な
る
と
と
も

に
、
地
域
住
民
や
道
路
利
用
者
に
対
し
情
報
を
提
供
す
る

よ
う
な
シ
ス
テ
ム
の
構
築
な
ど
、
ソ
フ
ト
対
策
も
併
せ
て

推
進
す
る
。

三

近
年
の
災
害
を
踏
ま
え
を
道
路
防
災

災
対
策

阪
神
･
淡
路
大
震
災
、
豊
浜
ト
ン
ネ
ル
崩
落
事
故
を
受

け
、
安
心
し
て
暮
ら
す
こ
と
の
で
き
る
社
会
の
実
現
に
対

す
る
国
民
の
要
望
も
高
ま
っ
て
お
り
、
こ
れ
を
踏
ま
え
、

建
設
省
で
は
次
の
施
策
を
推
進
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

安心を支える道路の防災鞭理システムの盤鰤

図 1 道路防災 ･震災対策の体系図

1

阪
神
･
淡
路
大
震
災
を
踏
ま
え
た
道
路
防
災
･
震
災

対
策

=

阪
神
･
淡
路
地
域
に
お
け
る
復
興
対
策
の
推
進

｢阪
神
･
淡
路
地
域
の
復
興
に
向
け
て
の
取
組
方
針
｣

(阪
神
･
淡
路
復
興
対
策
本
部
)
に
基
づ
き
、
被
災
地
域
の

｢生
活
の
再
建
｣、
｢経
済
の
復
興
｣、
｢安
全
な
地
域
づ
く

り
｣
を
基
本
課
題
と
し
て
、
関
連
す
る
道
路
事
業
等
を
推

進
す
る
。

○
格
子
型
幹
線
道
路
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
整
備
等

○
広
域
防
災
帯
の
整
備

震

○
被
災
地
再
生
の
た
め
の
土
地
区
画
整
理
事
業
、
市
街

地
再
開
発
事
業
の
推
進

○
信
頼
性
の
あ
る
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
共
同
収
容
施
設
の
整

備
○
耐
震
性
向
上
の
た
め
の
橋
梁
補
強

○
道
路
情
報
通
信
基
盤
の
整
備

②

阪
神
･
淡
路
大
震
災
を
踏
ま
え
た
道
路
震
災
対
策

①

道
路
橋
の
耐
震
性
の
向
上

平
成
七
年
度
か
ら
、
高
速
自
動
車
国
道
、
都
市
高

速
道
路
(首
都
高
速
道
路
、
阪
神
高
速
道
路
等
)、
一

般
国
道
等
の
う
ち
、
緊
急
度
の
高
い
橋
梁
の
約
二
九
、

四
〇
〇
基
に
つ
い
て
、
震
災
被
害
を
踏
ま
え
、
橋
脚

及
び
落
橋
防
止
装
置
等
の
所
要
の
補
強
対
策
を
実
施

し
、
平
成
九
年
度
ま
で
に
概
成
さ
せ
る
。

ま
た
、
震
災
被
害
を
踏
ま
え
、
平
成
八
年
一
一
月

を
も
っ
て
道
路
橋
示
方
書
の
改
訂
を
行
っ
た
と
こ
ろ

で
あ
る
。

②

緊
急
輸
送
道
路
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
計
画
の
策
定

阪
神
･
淡
路
大
震
災
で
は
、
地
震
直
後
重
要
な
救

助
･
救
急
、
消
防
、
応
急
復
旧
対
策
等
の
緊
急
輸
送

活
動
を
担
う
べ
き
道
路
が
、
各
所
で
の
通
行
止
め
、

渋
滞
等
に
よ
り
十
分
に
機
能
せ
ず
、
こ
れ
ら
活
動
に

大
き
な
支
障
と
な
っ
た
。
こ
の
た
め
、
地
震
後
の
緊

急
輸
送
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
道
路

(緊
急
輸

送
道
路
)
等
の
重
要
性
が
認
識
さ
れ
、
地
震
防
災
対

策
特
別
措
置
法

(平
成
七
年
六
月
制
定
)
に
お
い
て

滌離鵺未然に回議rするシステムの整髄

地軸鰍暈屋、報門家持クとの遊旗

社会趨済システムとしての安心の確保

安心できる生活圏の形成

災害に強い国土づくりの

ための繊蝋の縫



地
震
防
災
上
緊
急
に
整
備
す
べ
き
施
設
と
し
て
位
置

づ
け
ら
れ
る
な
ど
、
そ
の
整
備
が
急
務
と
な
っ
て
い

る
。
こ
れ
を
受
け
、
道
路
管
理
者
は
、
平
成
八
年
度
、

都
道
府
県
毎
に
緊
急
輸
送
道
路
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
計
画

を
策
定
す
る
こ
と
と
し
て
い
る

(図
2
)。

さ
ら
に
、
今
後
、
防
災
総
点
検
の
結
果
な
ど
を
踏

ま
え
、
耐
震
性
の
確
保
に
取
り
組
む
。

③

災
害
時
に
対
応
し
た
道
路
管
理
情
報
シ
ス
テ
ム
の

整
備震

災
発
生
時
･

道
路
の
被
災
状
況
や
渋
滞
状
況
を

競

.
“
‘
“
“
ぎ

、
“
“
‘
“
“
を
“
“
1
こ
し

解き

応
急
復
旧
対
策
や
緊
急
活
動
等
に
大
き
な
支
障
を
与

え
た
。
こ
の
た
め
、
災
害
現
場
の
情
報
を
的
確
･
迅

そ
が
蛉

速
に
把
握
し
･

関
係
機
関
等
に
伝
達
･

道
路
利
用
者

な特
添

等
に
提
供
す
る
情
報
シ
ス
テ
ム
の
整
備
を
推
進
し
て

-

!人
民

　
　

　　　
　　

④

ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
共
同
収
容
施
設
の
整
備

災
害
時
に
お
け
る
電
気
、
電
話
、
ガ
ス
等
ラ
イ
フ

ラ
イ
ン
の
安
全
性
.
信
頼
性
の
向
上
を
図
る
た
め
、

‐

‐

◆
“

共
同
溝
、
電
線
共
同
溝
の
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
共
同
収
容

施
設
の
整
備
を
推
進
す
る
。

↓

↑

ゼ
ノ

⑤

代
替
性
･
多
重
性
に
配
慮
し
た
幹
線
道
路
ネ
ッ
ト

港

ワ
ー
ク
の
整
備

大
地
震
等
が
発
生
し
て
も
、
我
が
国
の
社
会
経
済

活
動
に
及
ぼ
す
影
響
を
最
小
限
に
抑
え
る
た
め
、
必

要
な
代
替
ル
ー
ト
が
確
保
で
き
る
よ
う
代
替
性
･
多

物芻
′7

A

　

　　
　

　

　

薇
%
′

"̂

自衛隊庁舎

讓撻讓讓竇 緊急輸送通路ネットワーク

図 2 緊急輸送道路ネットワーク



重
性
に
も
配
慮
し
た
幹
線
道
路
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
整

備
を
推
進
す
る
と
と
も
に
、
交
通
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の

多
重
性
･
代
替
性
が
確
保
で
き
る
よ
う
空
港
、
港
湾

等
交
通
結
節
点
へ
の
ア
ク
セ
ス
道
路
の
整
備
を
推
進

す
ノる
。

豊
浜
ト
ン
ネ
ル
崩
落
事
故
を
踏
ま
え
た
道
路
防
災
対

策“

ト
ン
ネ
ル
緊
急
点
検
結
果
を
踏
ま
え
た
法
面
防
災
対

策

　

　
　

対

8

急
3

定
的

　　

　
図 3 トンネル坑口部等緊急点検結果(平成 8年10月末時点)

、点検結果
054箇所

豊
浜
ト
ン
ネ
ル
に
お
け
る
大
規
模
な
崩
落
事
故
を
踏
ま

え
、
二
月
一
三
日
付
け
で
全
国
の
道
路
管
理
者
に
対
し
、

ト
ン
ネ
ル
坑
ロ
部
及
び
落
石
覆
工
が
設
置
さ
れ
て
い
る
法

面
、
斜
面
の
う
ち
、
崖
壁
が
高
く
、
岩
盤
が
露
出
し
た
箇

所
に
つ
い
て
、
法
面
･
斜
面
の
状
況
を
緊
急
点
検
を
す
る

よ
う
指
示
し
た
。
そ
の
結
果
、
｢対
策
が
必
要
｣
と
さ
れ
た

約
八
〇
〇
箇
所

(平
成
八
年
一
〇
月
末
時
点
)
に
つ
い
て
、

所
要
の
防
災
対
策
を
実
施
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る

(図

3
)。
ま
た
、
点
検
の
結
果
、
重
点
的
な
観
察
が
必
要
と
さ

れ
た
箇
所
に
つ
い
て
は
、
道
路
パ
ト
ロ
ー
ル
の
強
化
な
ど

安
全
確
保
に
努
め
て
い
る
o

②

大
規
模
岩
盤
崩
壊
に
関
す
る
技
術
検
討
委
員
会

こ
の
事
故
を
踏
ま
え
、
岩
盤
工
学
、
土
木
工
学
等
の
専

門
家
か
ら
な
る

｢大
規
模
岩
盤
崩
壊
に
関
す
る
技
術
検
討

委
員
会
｣
を
土
木
委
員
会
に
委
託
、
設
置
し
、
大
規
模
岩

盤
崩
壊
に
よ
る
被
災
の
再
発
を
防
止
す
る
た
め
の
技
術
的

検
討
を
行
い
九
年
三
月
に
提
言
を
取
り
ま
と
め
る
こ
と
と

し
て
お
り
、
こ
れ
を
踏
ま
え
、
建
設
省
と
し
て
は
、
今
後
、

被
災
防
止
対
策
の
充
実
強
化
を
図
る
。

③

岩
盤
モ
ニ
タ
リ
ン
グ

こ
の
事
故
を
踏
ま
え
、
大
規
模
岩
盤
崩
壊
の
メ
カ
ニ
ズ

ム
、
監
視
方
法
･
監
視
機
器
の
有
効
性
、
観
測
結
果
の
道

路
管
理
へ
の
活
用
等
に
つ
い
て
検
討
す
る
た
め
、
実
際
の

現
場
に
お
い
て
岩
盤
の
変
動
の
挙
動
等
を
計
測
す
る
機
器

を
設
置
し
、
崩
壊
発
生
予
知
の
可
能
性
に
つ
い
て
モ
ニ
タ

リ
ン
グ
を
実
施
し
て
い
る
o

四

今
後
の
防
災
･震
災
対
策
の
二月法

ー

効
果
的
な
道
路
防
災
管
理
シ
ス
テ
ム
の
構
築

災
害
に
対
し
て
地
域
の
安
全
性
や
道
路
交
通
の
安
全

性
･
信
頼
性
を
確
保
す
る
こ
と
が
最
も
基
本
的
な
課
題
で

あ
り
、
こ
の
た
め
に
は
道
路
に
お
け
る
災
害
を
最
小
限
に

抑
え
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
災
害
を
未
然
に
防
止
し
、

災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
被
害
の
拡
大
を
防
ぎ
、

さ
ら
に
迅
速
な
復
旧
を
図
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
し
か

し
全
て
の
道
路
に
対
し
て
十
分
な
安
全
性
を
確
保
す
る
こ

と
は
、
財
源
面
、
体
制
面
か
ら
困
難
で
あ
る
。
岩
盤
斜
面

等
の
状
態
を
で
き
る
限
り
正
確
に
評
価
す
る
と
と
も
に
、

日
常
管
理
等
に
お
い
て
で
き
る
限
り
早
期
に
災
害
に
至
る

要
因
を
発
見
し
、
適
切
な
対
策
を
実
施
す
る
こ
と
が
必
要

で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
状
況
下
の
中
で
、
道
路
の
安
全
性
に
対
す

る
社
会
的
要
請
に
対
し
て
よ
り
よ
く
応
え
る
た
め
に
は
、

効
果
的
･
効
率
的
な
防
災
管
理
を
実
現
す
る
仕
組
み
づ
く

り
が
必
要
で
あ
る

(図
4
)。

=

防
災
カ
ル
テ
の
導
入

防
災
カ
ル
テ
と
は
、
道
路
防
災
総
点
検

(豪
雨
･
豪
雪

等
)
の
点
検
に
よ
り

｢対
策
が
必
要
と
さ
れ
る
｣
と
評
価

さ
れ
た
箇
所
で
｢対
策
工
ま
で
に
日
数
を
要
す
る
箇
所
｣、

ま
た
は

｢防
災
カ
ル
テ
を
作
成
し
対
応
す
る
｣
と
評
価
さ

れ
た
箇
所
に
関
し
て
、
着
目
す
べ
き
事
項
等
を
記
載
し
た

も
の
で
あ
る
o

｢渚行わ qワ Q
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図 4 道路防災管理システムのイメージ図

工策

防
災
カ
ル
テ
は
、
災
害
に
至
る
可
能
性
の
あ
る
要
因
と

し
て
着
目
す
べ
き
変
状
の
位
置
、
変
状
の
内
容
及
び
変
状

把
握
に
最
も
適
し
た
点
検
時
期
･
項
目
等
を
記
載
し
、
道

路
管
理
者
等
が
日
常
点
検
や
定
期
点
検
を
行
う
際
に
携
帯

し
、
対
策
工
の
必
要
性
や
緊
急
性
を
判
断
す
る
た
め
に
活

用
す
る
も
の
で
あ
る
。

の

日
常
防
災
管
理

防
災
管
理
と
は
、
道
路
管
理
の
う
ち
、
通
行
の
安
全
性

を
確
保
す
る
た
め
、
災
害
の
発
生
の
可
能
性
･
緊
急
性
を

的
確
に
把
握
し
、
通
行
止
め
や
対
策
工
の
実
施
な
ど
必
要

な
対
策
を
講
じ
る
こ
と
に
よ
り
、
災
害
の
発
生
を
未
然
に

防
止
し
た
り
、
発
生
し
た
場
合
の
被
災
を
最
小
限
に
抑
え

る
た
め
の
取
組
で
あ
る
。

災
害
に
至
る
要
因
を
早
期
に
発
見
し
適
切
な
対
応
を
図

る
た
め
、
防
災
カ
ル
テ
に
記
載
さ
れ
て
い
る

｢着
目
す
べ

き
変
状
｣、
｢点
検
方
法
｣、
｢点
検
時
期
｣、
｢変
状
が
出
た

と
き
の
対
応
｣
に
従
い
、
通
常
の
日
常
管
理
等
に
お
い
て

必
要
な
時
期
に
必
要
な
点
検
を
実
施
す
る
こ
と
に
よ
り
、

効
果
的
で
効
率
的
な
点
検
の
実
施
が
可
能
と
な
る
。

ま
た
、
防
災
点
検
結
果
や
防
災
カ
ル
テ
、
道
路
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
な
ど
の
デ
ー
タ
が
電
子
化
さ
れ
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化

さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
デ
ー
タ
が
容
易
に
検
索
･
抽
出
が

可
能
に
な
り
、
防
災
対
策
工
の
優
先
度
の
把
握
等
に
よ
る

対
策
計
画
の
策
定
や
対
策
工
の
進
行
管
理
を
行
う
こ
と
が

可
能
と
な
る
。

日常防災管理 危機管理

道路防災情報データベース



2

防
災
の
た
め
の
社
会
シ
ス
テ
ム
の
構
築

膨
大
な
道
路
の
管
理
延
長
に
対
し
て
、
道
路
管
理
者
だ

け
で
道
路
や
斜
面
等
の
状
態
を
常
時
把
握
す
る
こ
と
は
、

財
源
面
、
体
制
面
か
ら
困
難
で
あ
る
。
今
後
は
、
数
の
上

で
も
、
地
域
へ
の
精
通
の
程
度
の
上
で
も
大
き
な
ポ
テ
ン

シ
ャ
ル
を
有
す
る
地
域
住
民
や
道
路
利
用
者
が
道
路
施
設
、

斜
面
等
に
対
す
る
監
視
、
通
報
等
を
行
う
よ
う
な
、
地
域

と
連
携
し
た
道
路
管
理
を
可
能
と
す
る
社
会
シ
ス
テ
ム
を

構
築
す
る
。

3

危
機
管
理
体
制
の
強
化

災
害
発
生
時
に
被
害
の
拡
大
防
止
を
図
り
、
道
路
の
早

期
復
旧
･
啓
開
を
行
う
た
め
に
は
、
被
災
情
報
等
を
迅

速
･
的
確
に
収
集
･
伝
達
し
、
応
急
復
旧
対
策
等
を
策
定

し
、
実
施
す
る
た
め
の
体
制
を
整
備
す
る
こ
と
が
必
要
で

あ
る
。
ま
た
、
防
災
関
係
機
関
と
の
情
報
交
換
、
支
援
･

派
遣
体
制
の
連
携
等
、
危
機
管
理
体
制
を
日
常
か
ら
強
化

し
て
い
く
こ
と
も
必
要
で
あ
る
。

こ
れ
を
踏
ま
え
、
以
下
の
よ
う
な
危
機
管
理
体
制
の
強

化
を
図
る
も
の
と
す
る
。

◎

被
災
情
報
等
の
的
確
･
迅
速
な
収
集
、
処
理
、
提
供
す

る
た
め
の
シ
ス
テ
ム
の
構
築

災
害
発
生
直
後
の
被
害
状
況
、
規
模
等
を
早
期
に
把
握

す
る
た
め
、
自
ら
観
測
機
器
等
整
備
す
る
な
ど
収
集
体
制

を
整
備
す
る
と
と
も
に
、
関
係
機
関
と
相
互
に
情
報
を
共

有
す
る
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
を
整
備
す
る
。
さ
ら
に
、
被
災

地
域
住
民
、
道
路
利
用
者
等
に
対
し
て
的
確
に
情
報
を
提

供
す
る
シ
ス
テ
ム
を
整
備
す
る
。

⑭

非
常
参
集
等
、
災
害
時
の
対
策
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
化

災
害
発
生
時
に
は
、
混
乱
の
状
況
下
で
防
災
関
係
職
員

の
非
常
参
集
を
行
い
、
現
地
の
状
況
を
把
握
し
、
緊
急
輸

送
の
た
め
の
道
路
交
通
の
確
保
や
応
急
復
旧
を
実
施
す
る

こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
た
め
に
は
、
非
常
時
の
参
集

体
制
や
緊
急
活
動
等
に
つ
い
て
の
実
戦
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
整

備
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
周
知
、
習
熟
を
図
る
。
な
お
、

こ
の
よ
う
な
要
求
に
対
応
し
た
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
作
成
す
る

た
め
の
手
引
き
と
し
て
、
平
成
八
年
一
〇
月
に
道
路
震
災

対
策
便
覧

(震
後
対
策
編
)
が
間
日
本
道
路
協
会
よ
り
刊

行
さ
れ
て
い
る
。

③

災
害
時
に
備
え
た
防
災
関
係
機
関
と
の
連
携
、
相
互
支

援
体
制
の
構
築

大
規
模
な
災
害
が
発
生
し
た
場
合
、
道
路
管
理
者
単
独

で
の
対
応
だ
け
で
な
く
、
防
災
関
係
機
関
と
の
連
携
や
被

災
地
周
辺
の
道
路
管
理
者
等
の
応
援
が
必
要
と
な
る
場
合

も
多
い
。
関
係
機
関
と
の
連
携
や
応
援
の
派
遣
や
受
入
を

円
滑
に
行
う
た
め
、
関
係
機
関
相
互
の
事
前
協
定
の
締
結

な
ど
の
危
機
管
理
体
制
を
整
備
す
る
。

五

お
わ
り
に

道
路
の
防
災
･
震
災
対
策
の
基
本
的
な
目
標
は
、
｢災
害

を
最
小
限
に
抑
え
る
こ
と
｣
に
よ
り
社
会
の
安
全
を
確
保

す
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
限
ら
れ
た
財
源
や
体
制
、

さ
ら
に
技
術
水
準
か
ら
全
て
の
道
路
に
対
し
て
安
全
を
確

保
す
る
こ
と
は
非
常
に
困
難
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
一
層

効
率
化
を
図
っ
た
道
路
防
災
管
理
シ
ス
テ
ム
と
よ
り
実
戦

的
な
危
機
管
理
体
制
を
整
備
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

現
在
、
本
稿
に
記
述
し
た
よ
う
に
、
阪
神
･
淡
路
大
震

災
、
豊
浜
ト
ン
ネ
ル
崩
落
事
故
に
踏
ま
え
た
防
災
･
震
災

対
策
に
加
え
、
道
路
防
災
管
理
シ
ス
テ
ム
の
構
築
に
向
け
、

ま
さ
に
取
り
組
み
始
め
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
各
道
路
管
理

者
の
ご
理
解
と
積
極
的
な
取
組
を
お
願
い
し
た
い
。
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み
ん
意
の
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岡
崎

守

北
海
道
開
発
局
の
道
路
事
業
概
要
図
は
、
六
〇
万
分
の

一
の
縮
尺
の
道
路
図
を
使
用
し
て
い
る
。
ち
な
み
に
建
設

省
の
九
州
地
方
建
設
局
は
五
〇
万
分
の
一
、
関
東
地
方
建

設
局
は
四
〇
万
分
の
一
、
四
国
地
方
建
設
局
は
三
五
万
分

の
一
の
縮
尺
図
を
使
用
し
て
い
る
。

人
間
の
眼
か
ら
入
る
感
覚
と
は
面
白
い
も
の
で
、
縮
尺

の
大
小
に
は
と
ら
わ
れ
ず
に
、
何
時
も
見
て
い
る
縮
尺
の

感
覚
で
別
の
図
面
を
見
て
し
ま
う
。
そ
の
た
め
北
海
道
の

面
積
が
小
さ
く
な
り
、
距
離
も
短
く
な
っ
て
し
ま
う
。
例

え
ば
四
国
と
北
海
道
が
同
じ
サ
イ
ズ
の
図
面
で
あ
っ
て
も
、

距
離
で
は
一
･
七
倍
、
面
積
で
は
二
･
九
倍
と
な
っ
て
し

ま
う
の
だ
が
、
本
州
か
ら
来
ら
れ
た
人
は
そ
の
よ
う
に
は

感
じ
て
は
い
な
い
。

本
州
か
ら
北
海
道
に
来
ら
れ
た
人
は
、
北
海
道
の
道
路

は
広
く
て
走
り
や
す
い
ね
-
、
と
言
わ
れ
る
。
確
か
に
夏

期
間
に
お
い
て
は
、
帷
雪
を
考
慮
し
た
道
路
構
造
と
な
っ

て
い
る
の
で
、
本
州
の
道
路
に
比
べ
て
広
く
て
快
適
と
感

じ
る
の
は
当
然
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
冬
期
間

に
な
る
と
様
相
が
一
変
し
、
雄
雪
に
よ
る
車
道
幅
の
減
少

や
、
吹
雪
や
地
吹
雪
に
よ
る
視
程
障
害
の
発
生
に
よ
り
、

ド
ラ
イ
バ
ー
に
と
っ
て
は
白
魔
の
世
界
へ
と
変
貌
す
る
。

北
海
道
に
お
け
る
冬
期
間
の
自
然
条
件
の
厳
し
さ
を
実
感

す
る
た
め
に
も
、
さ
っ
ぽ
ろ
雪
ま
つ
り
や
ス
キ
ー
ツ
ア
ー

だ
け
で
は
な
く
、
実
体
験
の
で
き
る
冬
期
旅
行
を
是
非
と

も
本
州
の
人
達
に
お
願
い
し
た
い
、
と
考
え
て
い
る
。

平
成
八
年
の
全
国
の
交
通
事
故
に
よ
る
死
者
数
は
九
、

九
四
二
人
で
、
昭
和
六
二
年
以
来
九
年
ぶ
り
に
一
万
人
を

下
回
っ
た
。
北
海
道
は
五
九
五
人
で
、
五
年
連
続
の
ワ
ー

ス
ト
一
位
と
な
っ
た
。
戦
後
の
昭
和
三
一
年
か
ら
の
累
計

死
者
数
も
、
昨
年
の
六
月
に
五
〇
万
人
を
越
え
て
い
る
。

毎
年
一
万
人
も
の
人
達
が
交
通
事
故
に
よ
り
死
亡
し
て
い

る
現
実
を
考
え
る
と
、
道
路
利
用
者
、
交
通
管
理
者
、
道

路
管
理
者
の
三
者
が
一
体
と
な
っ
た
よ
り
細
や
か
な
交
通

安
全
体
制
の
確
立
に
向
け
て
取
り
組
む
必
要
が
あ
る
と
考

え
る

(表
1
)
。

年
間
で
一
万
人
の
死
者
数
と
い
う
と
、
北
海
道
に
お
い

て
は
釧
路
支
庁
管
内
の
弟
子
屈
町
の
人
ロ
に
匹
敵
す
る
。

累
計
死
者
数
の
五
〇
万
人
と
な
る
と
、
空
知
支
庁
管
内
の

一
〇
市
一
六
町
一
村
の
約
四
〇
万
四
、
○
○
0
人
と
、
日

高
支
庁
管
内
の
九
町
約
九
万
人
を
合
わ
せ
た
数
を
上
回
る

の
で
あ
る
か
ら
、
大
変
な
死
者
数
な
の
で
あ
る
。
自
分
こ

そ
は
大
丈
夫
と
い
う
安
心
感
が
、
一
人
ひ
と
り
の
尊
い
命

を
失
わ
せ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
運
転
者
と
し
て
の
マ
ナ
ー

と
モ
ラ
ル
を
再
認
識
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

さ
て
、
北
海
道
は
国
土
の
二
二
%
を
占
め
る
広
大
な
地



域
に
、
全
国
の
約
五
%
の
人
ロ
が
厳
し
い
自
然
と
共
生
し

な
が
ら
、
北
の
大
地
に
根
を
お
る
し
て
い
る
。

北
海
道
開
発
局
は
昭
和
二
六
年
七
月
一
日
に
、
北
海
道

庁
か
ら
河
川
･
道
路
･
港
湾
･
開
発
調
査
に
従
事
す
る
宮

史

(国
家
公
務
員
)
の
全
員
と
、
開
拓
、
土
地
改
良
部
門

に 史

　　
　　
た 務
職 員

　
半

表 1 平成 8年交通事故死者数

て

い
る

の
推
進
に
寄
与
し
て
き
た
。

昭
和
二
七
年
の
一
般
国
道
延
長
は
四
、
一
三
ニ
○
畑
で
あ

っ
た
が
、
平
成
八
年
四
月
一
日
現
在
で
は
四
八
路
線
六
、

二
八
六
蹴
の
維
持
管
理
を
、
一
〇
開
発
建
設
部
の
四
九
の

道
路
事
務
所
及
び
道
路
維
持
事
業
所
で
管
理
し
て
い
る
。

平
均
の
維
持
管
理
延
長
は
一
二
八
虹
で
、
滝
川
道
路
事
務

所
で
は
最
長
の
二
三
六
如
を
管
理
し
て
お
り
、
本
州
に
比

較
し
て
一
箇
所
当
た
り
の
管
理
延
長
は
長
い
も
の
と
な
っ

事
業
と
し
て
の
営
繕
部
門
一
〇
名
を
加
え
て
、
総
計
三
、

一
五
二
名
で
ス
タ
ー
ト
と
し
た
。
発
足
以
来
す
で
に
四
五

年
が
経
過
し
、
そ
の
間
に
お
い
て
我
が
国
の
長
期
的
な
発

展
に
貢
献
す
る
地
域
と
し
て
、
北
海
道
の
総
合
的
な
開
発

た ○ を と ･ 六 お
0 名 引 、 闇 年 ろ

発 を き 開 発 七 し
足 加 継 拓 調 月 て
以 え ぎ 、 査 一 い

来 て 、 土 に 日 る
す 、 こ 地 従 に o

で 総 れ 改 事 、

に 計 に 良 す 北
四 三 直 部 る 海
五 ･ 轄 門 官 道

都道府県 死者数(人) 人ロ(人) 面積(蛭) 一般道路 (km)

①北海道 595 5,675 ,063 83 ,451.05 84,712.8

②兵庫県 497 5,430 ,998 8 ,384.81 33 ,031 ,O

③千葉県 465 5,751,764 5 ,155 .73 37 ,474 ,8

④愛知県 439 6 ,743,803 5 ,146 9 6 46 ,998 .6

⑤大阪府 435 8 ,564,702 1,890 ,79 17 ,465 .7

⑥埼玉県 403 6 ,673,760 3 ,797 .33 45 ,428 .5

⑦茨城県 385 2 ,952,788 6 ,093 .54 54,358 .6

⑧東京都 383 1上549,145 2 ,186 .61 22,919 .3

⑨福岡県 358 4 ,873,171 4 ,966.75 34,816 .7

⑩神奈川県 352 8 ,143,569 2 ,413 .25 24,724 .1

(全国市町村要覧平成7年) (平成7年4月1日)

一般道路 (一般国道、 都道府県道、 市町村道)

表 2 北海道での過去の M 7,0以上の地震

発生年月ロ 経緯 経度 深さ(km) 規模OM A) 震源区域

1894年 3月22日 42 .5 146 ,O 7 .9 根室沖

1918年 9月 8臼 45 .5 152 .O 8 .O 得撫島沖

1918年11月 8日 44 .5 150 5 7･7 得撫島沖

1932年 9月23日 44.4 138 .6 380 7･l 日本海北部

1940年 8月 2日 44.3 139 .5 10 7 ,5 北海道北西沖

1952年 3月 4日 41.8 144 .1 0 8 ,2 十勝沖

1958年11月 7日 44 .4 148 .6 80 8 .1 択捉島沖

1961年 8月12 H 42 ,9 145 .6 80 7 .2 根室半島沖

1963年10月13日 44,9 149 .6 20 8 ,1 択捉島沖

1964年 6月23日 43.O 146 .5 80 7 ･1 根室半島南東部

1965年10月26日 43.7 145 .5 160 7.1 国後島南岸

1969年 8月12日 43.4 147 .8 30 7 .8 北海道東方沖

1973年 6月17日 43.O 146 .O 40 7.4 根室半島南東沖

1973年 6月24日 43 .3 146 .4 30 7.1 根室半島南東沖

1978年12月 6目 44 .6 146 .7 100 7･7 択捉島付近

1981年 1月23月 42 .4 142.2 130 7.1 日高支庁西部

1982年 3月21日 42 .1 142.6 40 7.1 浦河沖

1993年 1月15日 42,9 144.4 107 7.8 釧路沖

1993年 7月12日 42.8 l39.2 34 7.8 北海道南西沖

1994年10月 4日 43.2 147.4 30 8 .1 北海道東方沖

三
回
も
の
地
震
に
よ
り
多
大
な
人
的
被
害
、
住
家
被
害
、

農
業
被
害
、
土
木
被
害
が
発
生
し
一
時
的
に
は
地
域
の
機

能
を
麻
痺
さ
せ
る
結
果
を
引
き
起
こ
し
て
い
る
(表
2
)。

三
地
域
で
発
生
し
た
地
震
の
爪
痕
を
辿
り
な
が
ら
、
地

震
災
害
に
対
す
る
課
題
を
見
つ
め
て
み
た
い
。

三 発

　　
の て
地 い

震を
よ 特
り に

多 近
大 年
な で
人 は

地
震
災
害

北
海
道
は
地
震
の
多
発
地
帯
で
あ
り
、
過
去

間
で
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
七
･
0
以
上
の
地
震
は

年 地 、

た 震 過
ら は 去
ず 二 一
の 0 〇
間 回 ○
に も 年



1

釧
路
沖
地
震

平
成
五
年
一
月
一
五
日
午
後
八
時
六
分
、
釧
路
沖
で
発

生
し
た
地
震
は
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
七
･
八
で
、
震
源
地
は

釧
路
沖
約
二
〇
蝿
、
震
源
深
さ
は
約
一
〇
七
畑
で
あ
っ
た
。

釧
路
で
は
一
〇
三
年
前
の
観
測
開
始
以
来
初
め
て
の
震
度

6
の
烈
震

(家
屋
の
倒
壊
は
三
0
%
以
下
で
、
山
崩
れ
が

起
き
地
割
れ
を
生
じ
、
多
く
の
人
は
立
っ
て
い
る
こ
と
が

で
き
な
い
程
度
)
を
観
測
し
た
。

強
い
地
震
動
に
よ
り
、
釧
路
地
方
を
中
心
に
多
く
の
死

一般国道38号 白糖町 ｢M 7 .8パネル館｣

傷
者
が
出
た
ほ
か
、
一
般
住
宅
や
公
共
施
設
に
多
大
な
被

害
を
も
た
ら
し
た
。

死
者
二
名
、
負
傷
者
九
二
七
名
、
家
屋
被
害
は
全
壊
四

四
棟
、
半
壊
一
五
六
棟
、
一
部
損
壊
四
、
二
六
九
棟
で
あ

っ
た
。国
道
関
係
の
被
災
箇
所
は
九
路
線
二
三
〇
箇
所
(内

大
規
模
被
災
二
四
箇
所
)
で
、
総
復
旧
事
業
費
は
四
三
億

円

(災
害
復
旧
費
、
維
持
修
繕
費
)
で
あ
っ
た
。
こ
の
地

震
を
教
訓
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
課
題
が
提
起
さ
れ
た
。

①

道
路
構
造
の
課
題

1

片
切
、
片
盛
土
部
箇
所
の
切
盛
路
体
の
一
体
化

と
十
分
な
排
水
対
策
の
徹
底

2

泥
炭
性
な
ど
軟
弱
地
盤
上
の
盛
り
土
崩
壊
防
止

と
し
て
の
耐
震
設
計
の
検
討

3

岩
盤
斜
面
部
の
高
所
か
ら
の
落
石
崩
落
防
止
の

た
め
の
落
石
対
策
及
び
点
検
手
法
の
検
討

4

防
災
マ
ッ
プ
作
成
の
必
要
性

②

管
理
体
制
上
の
課
題

1

防
災
通
信
網
の
整
備
と
耐
震
構
造
化
及
び
予
備

回
線
の
設
定

2

道
路
被
災
箇
所
の
早
期
把
握
の
た
め
の
パ
ト
ロ

ー
ル
体
制
の
あ
り
方

3

道
路
情
報
の
早
期
把
握
と
集
約
化
、
道
路
利
用

者
へ
の
案
内
標
示
の
あ
り
方

平
成
六
年
一
月
一
四
日
、
｢M
7
･
8
パ
ネ
ル
館
｣が
釧

路
沖
地
震
の
被
災
状
況
や
地
震
の
恐
ろ
し
さ
を
後
世
に
伝

え
る
た
め
に
開
設
さ
れ
た
。

2

北
海
道
南
西
沖
地
震

平
成
五
年
七
月
三

日
午
後
一
〇
時
一
七
分
、
北
海
道

南
西
沖
の
深
さ
三
四
如
を
震
源
と
す
る
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド

七
･
八
の
地
震
が
発
生
し
た
。
こ
の
地
震
に
よ
り
北
海
道

の
小
樽
、
寿
都
、
江
差
、
青
森
県
の
深
浦
で
震
度
5
の
強

震
を
観
測
し
た
ほ
か
、
室
蘭
、
苫
小
牧
、
倶
知
安
、
函
館
、

青
森
、
む
つ
で
震
度
4
を
観
測
し
た
。
特
に
奥
尻
町
で
は

大
規
模
な
土
砂
崩
れ
と
津
波
に
見
舞
わ
れ
、
住
宅
火
災
が

続
き
壊
滅
的
な
被
害
と
な
っ
た
。

死
者
二
〇
一
名
、
行
方
不
明
者
二
八
名
、
負
傷
者
三
二

三
名
、
家
屋
被
害
は
全
壊
六
〇
一
棟
、
半
壊
四
〇
八
棟
、

一
部
損
壊
五
、
四
八
八
棟
で
あ
っ
た
。
(平
成
六
年
六
月
一

〇
日
現
在
･
北
海
道
分
)。国
道
関
係
の
被
災
は
五
八
箇
所

で
あ
っ
た
。
課
題
と
し
て
は
次
の
点
が
提
起
さ
れ
た
。

①

通
信
連
絡
体
制
の
確
立

②

夜
間
に
お
け
る
参
集
手
段
の
確
保

③

避
難
勧
告
が
出
さ
れ
た
場
合
の
、
連
絡
手
段
や
パ

ト
ロ
ー
ル
体
制
の
確
立

④

広
報
活
動
の
窓
ロ
体
制
の
確
立

⑤

職
員
の
家
族
に
対
す
る
対
応
の
必
要
性

⑥

関
係
機
関
と
の
連
絡
の
緊
密
性
の
確
立

J
R
の
連
休
や
国
道
の
通
行
止
め
に
よ
り
道
南
の
交
通

網
が
大
き
な
影
響
を
受
け
、
ま
た
奥
尻
町
へ
の
空
路
や
海

路
も
欠
航
し
、
災
害
救
助
に
当
た
っ
て
は
困
難
を
き
わ
め

た
。
奥
尻
町
に
は
被
害
救
助
法
が
適
用
さ
れ
た
。



3

北
海
道
東
方
沖
地
震

平
成
六
年
一
〇
月
四
日
午
後
一
〇
時
二
三
分
、
根
室
東

方
沖
約
二
〇
〇
如
を
震
央
と
す
る
地
域
で
発
生
し
、
そ
の

マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
は
八

･
一
と
、
過
去
の
地
震
の
中
で
も

最
大
級
の
地
震
の
一
つ
と
な
っ
た
。
各
地
の
震
度
は
、
震

央
に
近
い
釧
路
、
厚
岸
で
は
震
度
6
の
烈
震
、
根
室
、
広

尾
、
浦
河
で
震
度
5
の
強
震
、
網
走
、
帯
広
、
苫
小
牧
、

む
つ
、
八
戸
、
盛
岡
、
青
森
で
震
度
4
の
中
震
、
東
京
、

横
浜
を
含
む
二
一
地
点
で
震
度
3
の
強
震
が
観
測
さ
れ
る

な
ど
、
北
海
道
か
ら
東
北
、
関
東
甲
信
越
地
方
の
ほ
ぼ
全

域
で
有
感
と
な
っ
た
。

負
傷
者
四
三
六
名
、
住
家
被
害
は
全
壊
六
一
棟
、
半
壊

三
四
八
棟
、
一
部
破
損
七
、
0
九
五
棟
で
あ
っ
た
。
国
道

関
係
の
被
災
は

=
路
線
で
一
九
八
箇
所

(内
大
規
模
被

災
一
三
箇
所
)
で
あ
っ
た
。
課
題
と
し
て
は

①

道
路
構
造
に
関
し
て
は
釧
路
沖
地
震
と
同
一

②

地
震
災
害
時
の
道
路
利
用
形
態
の
予
測

③

災
害
時
の
交
通
網
確
保
の
た
め
の
重
点
整
備
計
画

④

災
害
情
報
収
集
･
連
絡
･
提
供
の
体
制

⑤

応
急
復
旧
体
制

⑥

緊
急
対
応
時
の
行
動
の
具
体
化
と
訓
練

等
で
あ
っ
た
が
、
震
後
に
お
け
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
に
よ

る
と
、
①
暖
房
設
備
と
炊
事
火
気
を
使
用
し
な
い
時
刻
の

地
震
で
あ
っ
た
。
②
積
雪
寒
冷
期
に
入
る
前
の
比
較
的
良

好
な
道
路
交
通
環
境
で
あ
っ
た
。
③
前
年
に
発
生
し
た
釧

路
沖
地
震
の
経
験
に
よ
っ
て
、
対
応
に
慣
れ
て
い
た
こ
と
、

に
よ
っ
て
大
規
模
火
災
と
家
屋
倒
壊
に
よ
る
負
傷
者
が
ほ

と
ん
ど
い
な
い
災
害
と
な
っ
て
い
る
。

豪
雪
災
害

平
成
八
年
一
月
九
日
台
風
な
み
に
発
達
し
た
低
気
圧
は

札
幌
、
小
樽
な
ど
道
央
を
中
心
と
し
て
道
内
に
猛
烈
な
吹

雪
を
も
た
ら
し
た
。
札
幌
管
区
気
象
台
に
よ
る
と
、
低
気

圧
は
急
速
に
発
達
し
な
が
ら
オ
ホ
ー
ツ
ク
海
南
部
に
達
し
、

北
海
道
上
空
五
、
○
○
o
m
付
近
に
は
氷
点
下
四
〇
度
前

後
の
強
い
寒
気
が
入
っ
て
き
た
。

八
日
午
前
九
時
か
ら
九
日
午
前
九
時
ま
で
の
二
四
時
間

の
降
雪
量
は
小
樽
で
八
四
伽
と
一
九
五
三
年
の
観
測
以
来
、

最
高
の
降
雪
を
記
録
し
た
ほ
か
、
札
幌
で
五
四
伽
、
倶
知

安
で
六
四
伽
を
記
録
し
、
札
幌
、
小
樽
の
午
前
九
時
の
積

雪
は
一
m
を
突
破
し
た
。

こ
の
豪
雪
に
よ
り
J
R
で
は
九
日
午
前
九
時
半
ご
ろ
、

函
館
線
の
張
碓
ー
銭
函
間
で
強
風
に
よ
る
高
波
の
た
め
線

路
が
陥
没
し
、
手
稲
-
小
樽
間
の
運
転
を
中
止
し
た
。
札

幌
市
内
は
未
明
か
ら
猛
吹
雪
に
襲
わ
れ
、
市
営
バ
ス
、
市

電
、
私
バ
ス
な
ど
、
地
下
鉄
を
除
く
交
通
機
関
が
麻
痺
状

態
と
な
っ
た
。

一
般
国
道
五
号
の
小
樽
市
柾
里
-
小
樽
市
銭
函
間

(
一

一
如
)
は
、
短
時
間
に
積
雪
が
深
く
な
り
、
大
型
車
両
が

坂
道
で
横
向
き
に
な
り
道
路
を
ふ
さ
い
だ
た
め
上
下
線
と

も
走
行
不
能
と
な
り
、
九
日
午
前
三
時
三
〇
分
に
通
行
止

め
を
実
施
し
た
。
こ
の
間
の
走
行
不
能
車
両
は
二
四
一
台

で
、
そ
の
う
ち
大
型
車
が
一
四
〇
台
で
あ
っ
た
。
通
行
止

め
の
解
除
は
九
日
午
後
四
時
五
〇
分
で
、
一
三
時
間
二
〇

分
の
通
行
止
め
と
な
っ
た
。
J
R
･
国
道
･
札
幌
自
動
車

道
の
寸
断
に
よ
り
、
小
樽
-
札
幌
間
は
完
全
に
交
通
麻
痺

の
状
態
が
続
い
た
。

小
樽
開
発
建
設
部
で
は
九
日
午
前
五
時
に
雪
害
対
策
本

部
を
設
置
、
小
樽
市
は
午
前
九
時
半
に
緊
急
雪
害
対
策
室

を
、
札
幌
市
は
午
後
に
緊
急
雪
害
対
策
本
部
を
設
置
し
、

排
雪
作
業
の
自
衛
隊
へ
の
応
援
出
動
要
請
を
含
め
た
対
応

ゞ
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　 柾里~銭函間の豪雪状況



策
を
練
り
、
各
道
路
管
理
者
間
の
必
死
の
除
雪
･
救
出
作

業
が
続
け
ら
れ
た
。

小
樽
開
発
建
設
部
で
は
こ
の
豪
雪
を
教
訓
と
し
て
、
一

般
国
道
五
号
の
柾
里
ー
銭
函
間
で
次
の
よ
う
な
冬
期
交
通

対
策
の
強
化
を
図
っ
た
。

①

I
T
V
カ
メ
ラ

(三
基
)
に
よ
る
監
視

②

気
象
観
測
装
置

(
一
台
)
の
設
置
、
及
び
気
象
情

報
表
示
板

(四
基
)
に
よ
る
情
報
提
供

③

道
路
情
報
モ
ニ
タ
ー
の
充
実

④

道
路
公
団
と
の
協
力
体
制

(除
雪
車
の
通
行
の
確

保
を
図
る
)

⑤

関
係
機
関
と
の
情
報
の
共
有
化

⑥

本
区
間
の
四
車
線
化
の
促
進

こ
れ
ら
の
対
策
を
進
め
、
冬
期
間
に
お
け
る
道
路
交
通

の
安
全
確
保
を
図

っ
て
い
く
こ
と
と
し
て
い
る
。

て
、
豊
浜
ト
ン
ネ
ル
の
大
規
模
な
岩
盤
崩
落
を
予
知

予
測
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
っ
た
と
判
断
さ
れ
る
、

と
の
報
告
が
な
さ
れ
た
。
さ
ら
に
六
項
目
の
提
言
が

な
さ
れ
た
。

②

豊
浜
ト
ン
ネ
ル
復
旧
工
法
技
術
委
員
会
が
平
成
八

年
一
二
月
七
日
に
最
終
の
委
員
会
を
開
催
し
、
委
員

長
よ
り
局
長
に
対
し
て
報
告
書
が
手
渡
さ
れ
た
。
報

告
書
に
お
い
て
、
①
現
道
復
旧
案
②
迂
回
ル
ー
ト
案

と
し
て
山
側
ト
ン
ネ
ル
案
、
が
報
告
さ
れ
た
。

　　 　 　 　
　　　　　　　き ~

　 　

③

道
内
最
後
の
秘
境
と
い
わ
れ
る
積
丹
一
周
道
路
が

平
成
八
年
一
一
月
一
日
に
全
線
開
通
し
た
。
区
間
は

積
丹
町
沼
前
!
神
恵
内
村
川
白
間
六
･
七
m
で
、
午

前
一
一
時
か
ら
喜
び
の
開
通
式
が
行
わ
れ
た
。

④

平
成
八
年
一
二
月
一
一
日
午
前
六
時
三
〇
分
に
、

応
急
復
旧
の
完
了
し
た
豊
浜
ト
ン
ネ
ル
が
約
一
〇
カ

月
ぶ
り
に
供
用
を
開
始
し
た
。

開
発
局
で
は
豊
浜
ト
ン
ネ
ル
事
故
を
受
け
、
平
成
八
年

三
月
に
防
災
対
策
室
を
設
置
し
他
の
機
関
と
の
調
整
に
当

首行セ 97 3 !?

大
規
模
岩
盤
崩
落
事
故

平
成
九
年
二
月
一
〇
日
で
、
豊
浜
ト
ン
ネ
ル
大
規
模
岩

盤
崩
落
事
故
か
ら
一
年
が
経
過
し
た
。
こ
の
事
故
で
亡
く

な
ら
れ
た
二
〇
名
の
方
に
心
か
ら
哀
悼
の
意
を
表
わ
す
と

と
も
に
、
今
後
こ
の
よ
う
な
事
故
が
起
き
な
い
よ
う
に
最

善
の
努
力
を
傾
注
し
て
い
く
。

こ
の
一
年
間
の
経
緯
の
概
要
を
記
述
す
る
。

①

平
成
八
年
九
月
一
四
日
に
最
終
の
豊
浜
ト
ン
ネ
ル

事
故
調
査
委
員
会
を
開
催
し
、
委
員
長
か
ら
局
長
に

対
し
調
査
報
告
書
が
手
渡
さ
れ
た
。
報
告
書
に
お
い

豊浜トンネル応急復旧

き
鍼
へ
乾
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べ
く
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き
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＼
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グ
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た
っ
て
い
る
。
ま
た

｢北
海
道
開
発
局
防
災
業
務
計
画
｣

｢北
海
道
開
発
局
防
災
対
策
事
務
規
程
｣
｢大
規
模
な
事
故

災
害
等
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
｣
を
策
定
し
、
今
後
道
路
に
お
い

て
同
種
の
事
故
が
発
生
し
た
場
合
の
対
応
、
体
制
の
整
備

を
図
っ
て
い
る
。

提
言
六
項
目
に
つ
い
て
は
、
速
や
か
に
対
応
措
置
を
決

定
し
、
着
実
な
推
進
を
図
っ
て
い
く
た
め
に

｢提
言
六
項

目
推
進
委
員
会
｣
を
局
内
に
設
置
し
、
行
政
･
研
究
の
両

側
面
か
ら
の
推
進
を
図
っ
て
い
る
。
ま
た
六
項
目
の
内
の

災害対策用ヘリコプター 門まつかい｣ 就航式

岩
盤
生
成
過
程
や
地
形
発
達
過
程
な
ど
の
地
球
化
学
的
な

知
識
を
よ
り
一
層
活
用
す
る
こ
と
、
に
つ
い
て
は

｢北
海

道
日
本
海
沿
岸
に
お
け
る
大
規
模
岩
盤
崩
落
検
討
委
員

会
｣
を
設
立
し
、
学
識
経
験
者
並
び
に
専
門
家
に
よ
り
検

討
を
進
め
て
い
る
。

航
空
機
の
持
つ
特
性
を
活
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
北
海

道
開
発
局
の
所
掌
に
係
る
災
害
対
策
並
び
に
所
管
施
設
の

管
理
な
ど
の
業
務
を
迅
速
か
つ
効
率
的
に
実
施
す
る
こ
と

を
目
的
と
し
て
、
災
害
対
策
用
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー

(ほ
っ
か

い
)
を
購
入
し
、
平
成
九
年
一
月
二
八
日
に
就
航
式
を
行

っ
た
。

北
海
道
は
広
大
な
地
域
に
市
町
村
が
分
散
し
て
お
り
、

一
般
道
路
も
長
い
延
長
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
地
震
の
多

発
地
帯
で
あ
り
、
急
崖
斜
面
を
有
す
る
海
岸
線
の
道
路
延

長
も
長
い
、
そ
し
て
積
雪
寒
冷
地
と
い
う
自
然
条
件
も
背

負
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
み
ん
な
の
安
心

･
み
ん
な
の
防

災
を
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
諸
条
件
を
克
服
し
て
い
く
必
要
が
あ

る
･0

(北
海
道
開
発
局
道
路
維
持
課
)

ノ4 道行セ 97.3
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目
本
道
路
公
団
に
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け
る
地
震
防
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しこ
こ
、

き
こ
ぎ

路
＼

藤
島

勝
利

一
は
じ
め
に

本
報
告
は
、
こ
の
阪
神
.
淡
路
大
震
災
で
の
教
訓
を
踏

の
強
化
に
っ
ぃ
て
、
そ
の
概
要
を
紹
介
す
る
も
の
で
あ
る
。

ま
ぇ
て
、
現
在
J
H
が
取
り
組
ん
で
い
る
地
震
防
災
対
策

平
成
七
年
一
月
一
七
日
早
朝
に
発
生
し
た

｢阪
神
･
淡

　　　

　

　
　　

　

　　

　

　

　　

　

も
た
ら
し
た
。
日
本
道
路
公
団
｢以
下
(J
H
)と
い
う
。｣

ど継ぎ

受
け
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

　



写真 4 復旧完了 名神守部高架橋 写真 3 被災状況 名神守部高架橋

《強化対策》《既対策》

災害に強い道路 ネットワーク形成 :迂回路確保

橋梁の耐震対策 南部地震クラスの地震
て な 害が

(関東大震災クラス地震に対応 )

r------.----------◆------…----‐------"
lP Cゲートの耐震補強 l
:‐‐--------------……･…-------------J

r---------------------------…--.--.--"
l初勳体制のより一層の強化 l
l------------‐‐……‐--…‐･･----------‐‐｣

地震時体制構築

勤務時間外地震発生時の
参集方法の確立
一斉同報翔弘の新規導入
要員の初動強化としての
初動対応マニュアル整備
応援協力体制の強化

応援協力体制

初動期対応の強化
地

被害状況の早期把握
鯉屋 “即日方法早期確立

　　

r---------------…--------------.--…｢
l激甚災害時における点検 l
l方法 ･体制等の強化
--------------…‐‐…----------

J

　　　　　　　　　　
1------------…‐“‐‐--"------------‐J
･伝送路の多ルート化
･衛星通信システムの全国拡充
･中央防災無線のバックアップ

｢地震許許頼gジ税務鰯叢柁l
｣…-----------------------‐‐---◆+--…J
･密な地震計配置によるきめ細
かな交通管理及び震災点検の
効率化
･本社へのオンライン化

二

J
H
に
お
け
る
地
震
防
災
対
策
に
つ
い
て

J
H
で
は
、
先
の
阪
神
･
淡
路
大
震
災
に
係
る
災
害
応

急
対
策
に
直
接
携
わ
っ
た
現
地
及
び
本
社
職
員
、
全
国
か

ら
の
応
援
派
遣
職
員
を
対
象
と
し
た
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を

実
施
し
、
大
規
模
災
害
発
生
時
の
初
動
期
対
応
に
つ
い
て

通信回線整備

三角三 ･有線系自営回線網整備
･無線系衛星通信システム

(東海 ･南関東地震強化地域内)
ヌサ

災害に強い情報収柴 地震データ計測
･伝達等の羽弘構築

斜箋 ･概ねゆkmピッチに最大加速度計測
機器を整備し、点検及び交通管理
に活用

ヘリコブテの整備

r----…-…----------…----.------･･--･l
l本社非常本部予備施設整備 l
L----------------------･…--“‐----J

r-‐--------…------------…------…----!
l防災拠点等の耐震性強化 l
t‐‐‐----------------…‐‐…--…------J

f･･-------‐------------…--…-----…--｢
lライフライン機能強化 l
｣十--------------------------…----･J

防災拠点の強化

お客様の安全対策 PR紙 ｢地震に備えて｣
の配布 　　　　　　　　　　

亀----･-‐-------------‐---------------J

r-------------.---…一…--.-------･･--1
l情 報 伝 達 の 強 化 l
t----------.--------------------------!

道路交通情報提供の充実

･L E D 標識車の整備拡大･道路交通情報板
･T N内ラジ再放送
･ハイウェイテレフォン ･ラジオ
･東海地震時の拡声放送等

の
教
訓
と
課
題
を
明
確
に
す
る
と
と
も
に
、本
社
内
に
｢地

震
防
災
対
策
W
G
｣
(平
成
七
年
四
月
か
ら
平
成
八
年
六
月

ま
で
)
を
設
置
し
、
地
震
防
災
対
策
全
般
に
お
け
る
強
化

策
の
検
討
を
行
っ
た
。

図
1
は
、
こ
の
W
G
が
中
心
と
な
っ
て
ま
と
め
た
J
H

地
震
防
災
強
化
対
策
を
体
系
化
し
た
も
の
で
あ
る
。

図 1 地震防災強化対策体系図
H
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災
害
に
強
い
道
路
の
形
成

先
の
震
災
で
は
、
阪
神
間
を
結
ぶ
阪
神
高
速
湾
岸
線
、

名
神
高
速
道
路
、
中
国
自
動
車
道
の
各
幹
線
道
路
が
通
行

不
能
と
な
っ
た
た
め
、
舞
鶴
道
か
ら
国
道
九
号
、
国
道
二

七
号
を
経
由
す
る
ル
ー
ト
が
迂
回
路
と
し
て
設
定
さ
れ
た

が
、
交
通
集
中
に
よ
る
渋
滞
は
避
け
ら
れ
な
か
っ
た
。
こ

の
よ
う
な
状
況
の
中
、
我
が
国
の
東
西
間
を
結
ぶ
広
域
幹

線
で
あ
る
中
国
道
の
早
期
交
通
開
放
が
社
会
的
要
請
と
な

り
、
J
H
で
は

｢間
欠
交
通
｣
等
緊
急
的
な
対
応
を
実
施

し
、
震
災
か
ら
一
〇
日
目
に
は
、
対
面
二
車
線
で
は
あ
る

が
中
国
道
を
全
線
開
通
さ
せ
、
物
流
･
輸
送
の
早
期
確
保

に
努
め
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
経
験
か
ら
も
大
規

模
災
害
時
に
お
い
て
は
、
緊
急
輸
送
路
の
確
保
が
重
要
で

あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
災
害
に
強
い
道
路
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

の
整
備
が
急
務
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
J
H
で
は
、
供
用
中
の
高
速
道
路
に
お
け
る
橋

梁
の
耐
震
性
向
上
を
図
る
た
め
、
兵
庫
県
南
部
地
震
ク
ラ

ス
の
地
震
動
に
対
し
て
も
、
道
路
機
能
を
著
し
く
損
ね
な

い
橋
梁
構
造
と
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
、
橋
脚
の
補
強
、

落
橋
防
止
装
置
の
強
化
等
を
東
名
、
名
神
な
ど
の
重
要
路

線
や
全
国
の
重
要
交
差
個
所

(高
架
橋
等
で
他
の
道
路
と

の
並
行
区
間
、
鉄
道
あ
る
い
は
道
路
を
跨
ぐ
立
体
交
差
区

間
等
)
の
橋
梁
を
対
象
に
、
平
成
七
年
度
か
ら
三
ヵ
年
で

緊
急
的
に
実
施
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

な
お
、
高
速
道
路
等
に
お
け
る
料
金
所
の
P
C
ゲ
ー
ト

に
つ
い
て
も
、
先
の
震
災
に
よ
り
落
下
被
害
が
生
じ
た
こ

と
に
鑑
み
、
同
タ
イ
プ
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
地
震
時
の

耐
力
等
を
考
慮
し
て
鉄
骨
構
造
へ
の
改
築
を
実
施
す
る
と

と
も
に
、
他
の
料
金
所
P
C
ゲ
ー
ト
に
つ
い
て
も
順
次
、

上
屋
の
振
れ
止
め
等
の
補
強
対
策
を
実
施
し
て
行
く
予
定

で
あ
る
。

②

初
動
期
対
応
の
強
化

J
H
で
は
、
こ
れ
ま
で
地
震
を
は
じ
め
と
す
る
自
然
災

害
時
の
対
応
に
つ
い
て
も
、
日
常
の
管
理
に
お
け
る
実
践

的
経
験
等
に
よ
り
被
害
拡
大
の
防
止

(二
次
災
害
防
止
)

及
び
災
害
復
旧
の
迅
速
化
を
目
的
と
し
て

｢防
災
業
務
計

画
｣
や

｢防
災
業
務
要
領
｣
に
基
づ
き
対
応
し
て
き
て
い

る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
今
回
の
経
験
を
も
と
に
、
よ
り
一

層
J
H
の
組
織
力
を
挙
げ
た
体
制
構
築
を
図
る
こ
と
と
し

た
。こ

れ
ら
の
体
制
構
築
に
つ
い
て
は
、後
に
記
述
す
る
｢防

災
業
務
計
画
｣
等
防
災
関
係
要
領
の
見
直
し
の
中
で
概
要

を
述
べ
る
こ
と
と
す
る
が
、
例
え
ば
初
動
体
制
の
強
化
に

つ
い
て
、
職
員
の
非
常
参
集
連
絡
等
の
時
間
短
縮
を
目
的

に
電
話
に
よ
る
一
斉
同
報
シ
ス
テ
ム
を
導
入
す
る
こ
と
と

し
た
。
こ
れ
に
よ
り
情
報
伝
達
時
間
も
大
幅
な
短
縮
が
図

れ
る
こ
と
が
、
J
H
で
毎
年
二
回
実
施
し
て
い
る
情
報
伝

達
訓
練
等
で
も
確
認
で
き
て
い
る

(図
2
)。

ま
た
、
N
T
T
回
線
の
途
絶
、
交
通
機
関
寸
断
等
を
想

定
し
て
地
震
規
模
に
よ
る
最
寄
り
の
J
H
機
関
等
へ
の
自

主
参
集
等
も
明
確
化
し
た
。

被
害
状
況
把
握
の
た
め
の
点
検

(震
災
点
検
)
に
つ
い

脚

部

70

60

%

(伝
達
率
)

て
は
、
こ
れ
ま
で
も
要
領
に
基
づ
き
実
施
し
て
き
て
い
る

と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
今
回
の
経
験
を
踏
ま
え
、
大
規
.模

な

地
震
発
生
時
に
は
、
概
括
的
な
被
害
状
況
を
早
期
に
把
握

し
、
徐
々
に
内
容
･
精
度
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、

迅
速
な
災
害
応
急
対
策
を
図
る
こ
と
と
し
た
。
こ
の
た
め
、

一
次
状
況
把
握
点
検
か
ら
始
ま
り
、
順
次
、
点
検
の
精
度

を
上
げ
て
い
く
等
点
検
方
法
の
具
体
化
を
盛
り
込
ん
で
要

領
を
改
正
し
た
。

※H 8システムは一斉同報装置による伝達者への情報伝達経過
※H 8伝達結果は上記に一般加入電話による伝達結果を含めたもの
※H 6伝達結果は一般加入電話のみによる情報伝達結果

図 2 情報伝達/時間の比較 (本社役職員対象)



③

災
害
に
強
い
情
報
収
集
･
伝
達
等
の
シ
ス
テ
ム
構
築

J
H
で
は
、
こ
れ
ま
で
N
T
T
回
線
の
他
、
本
線
埋
設

ケ
ー
ブ
ル
を
利
用
し
た
有
線
系
の
自
営
回
線
の
構
築
を
進

め
て
き
て
お
り
、
さ
ら
に
東
海
及
び
南
関
東
地
震
に
関
連

す
る
強
化
地
域
等
に
お
い
て
は
、
無
線
系
の
衛
星
通
信
が

も
つ
広
域
性
、
耐
災
害
性
、
同
報
性
な
ど
の
利
点
を
活
か

し
、
災
害
時
の
画
像
伝
送
及
び
有
線
系
の
地
上
回
線
不
通

社本

時
に
も
電
話
回
線

(F
A
X
に
も
使
用
可
)
を
確
保
で
き

る
衛
星
通
信
シ
ス
テ
ム
を
整
備
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る

(写
真
5
)。

阪
神
･
淡
路
大
震
災
に
お
い
て
も
こ
の
衛
星
通
信
シ
ス

テ
ム
に
よ
り
、
発
生
当
日
に
は
、
被
害
状
況
を
本
社
の
非

常
災
害
対
策
本
部
に
画
像
伝
送
す
る
な
ど
、
そ
の
後
の
応

急
復
旧
計
画
策
定
、
応
援
派
遣
等
の
防
災
業
務
に
そ
の
効

写真 5 衛星通信システム概要

果
を
如
何
な
く
発
揮
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
従
っ
て
今
後

は
、
自
営
回
線
の
ル
ー
ト
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
化

(情
報
逆
方

向
転
送
対
応
)
を
進
め
る
と
と
も
に
、
衛
星
通
信
シ
ス
テ

ム
の
全
国
的
整
備
展
開
を
図
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

ま
た
、
地
震
計
に
つ
い
て
も
一
層
効
率
的
な
震
災
点
検

の
実
施
並
び
に
細
や
か
な
交
通
管
理
業
務
の
実
施
を
目
的

と
し
て
、
配
置
基
準
の
見
直
し
を
行
い
、
整
備
･
補
強
を

図
る
こ
と
と
し
た
。
こ
れ
ま
で
、
概
ね
一
管
理
事
務
所
当

た
り
一
基

(約
四
○
如
ピ
ッ
チ
)
設
置
し
て
、
地
震
発
生

毎
に
加
速
度

(単
位
…
ガ
ル
)
を
計
測
し
て
き
た
と
こ
ろ

で
あ
る
が
、
今
後
は
、
既
設
地
震
計
と
合
わ
せ
て
概
ね
二

○
如
ピ
ッ
チ
に
配
置
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
こ

れ
ら
の
情
報
を
迅
速
か
つ
的
確
に
収
集
す
べ
く
本
社
へ
の

オ
ン
ラ
イ
ン
化
も
進
め
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の

地
震
計
計
測
シ
ス
テ
ム
は
平
成
九
年
度
末
ま
で
に
整
備
を

完
了
す
る
計
画
で
あ
る
。

嚼

防
災
拠
点
の
強
化

首
都
圏
で
近
い
将
来
発
生
す
る
と
言
わ
れ
て
い
る
南
関

東
地
震
に
よ
っ
て
本
社
の
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
が
長
期
に
渡
り

寸
断
す
る
場
合
を
想
定
し
て
、
本
社
の
要
員
が
暫
定
的
に

防
災
対
策
を
遂
行
す
る
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
施
設
を
整
備
す
る
。

場
所
の
選
定
に
当
た
っ
て
は
、
南
関
東
地
震
の
震
度
6

以
上
の
範
囲
が
半
径
三
○
如
以
内
と
い
わ
れ
て
い
る
こ
と
、
セ行

地
質
･
地
形
の
条
件
及
び
ヘ
リ
ポ
ー
ト
の
整
備
状
況
等
を

道

総
合
的
に
勘
案
し
て
、
中
央
道
の
八
王
子
I
C
に
あ
る
東

京
第
三
管
理
局
庁
舎
内
に
本
社
本
部
の
予
備
施
設
整
備
を

　
　
J･‘



図
る
こ
と
と
し
た

(写
真
6
)。

な
お
、
東
京
第
三
管
理
局
は
、
国
土
庁
が
機
能
損
失
し

た
場
合
に
備
え
、
既
に
整
備
さ
れ
て
い
る
政
府
の
立
川
災

害
対
策
本
部
予
備
施
設
に
近
い
場
所
で
も
あ
る
。

さ
ら
に
災
害
発
生
時
の
防
災
拠
点
と
な
る
各
支
社
、
管

理
局
、
管
理
事
務
所
等
の
自
社
庁
舎
に
つ
い
て
は
、
耐
震

診
断
を
実
施
し
、
必
要
に
応
じ
て
建
物
の
耐
震
補
強
も
実

施
し
て
行
く
予
定
で
あ
る
。

ま
た
、
的
確
か
つ
迅
速
な
防
災
対
策
を
遂
行
す
る
た
め
、

自
家
発
電
設
備
の
強
化

(三
日
分
の
燃
料
備
蓄
)
等
自
営

の
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
の
確
保
を
図
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

◎

お
客
様
の
安
全
対
策

高
速
道
路
を
走
行
し
て
い
る
際
に
地
震
が
発
生
し
た
場

合
の
お
客
様
の
安
全
対
策
と
し
て
、
道
路
施
設
そ
の
も
の

の
耐
震
性
を
高
め
る
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
が
、
お
客
様
に

適
切
に
対
応
し
て
い
た
だ
く
た
め
の
情
報
提
供
並
び
に
啓

蒙
活
動
も
十
分
行
う
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
も

J
H
で
は
道
路
交
通
情
報
提
供
設
備
と
し
て
道
路
交
通
情

報
板
、

ハ
イ
ウ
ェ
イ
ラ
ジ
オ
及
び

ハ
イ
ウ
ェ
イ
テ
レ
ホ
ン

等
の
整
備
充
実
を
図
っ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
れ

ら
に
加
え
、
阪
神
淡
路
大
震
災
で
も
活
躍
し
た
L
E
D
標

識
車
等
の
整
備
拡
大
や
道
路
交
通
情
報
セ
ン
タ
ー
と
の
連

携
に
よ
る
一
般
道
路
等
の
広
域
情
報
提
供
の
充
実
も
進
め

て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る

(写
真
7
)
。

“

ま
た
、
お
客
様
に
も
地
震
時
の
対
応
に
つ
い
て
広
く
理

3

解
し
て
い
た
だ
け
る
よ
う
、
こ
れ
ま
で
も
小
冊
子

｢地
震

9セ

に
備
え
て
｣
を
配
布
し
て
き
た
が
、
S
A
、
P
A
等
休
憩

漸

施
設
で
放
映
す
る
P
R
ビ
デ
オ
を
制
作
し
、
こ
れ
ら
を
有

効
に
活
用
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

③

防
災
関
連
要
領
等
の
見
直
し

阪
神
･
淡
路
大
震
災
を
踏
ま
え
、
国
に
お
い
て
、
災
害

対
策
基
本
法
及
び
大
規
模
地
震
対
策
特
別
措
置
法
の
改
正
、

地
震
防
災
対
策
特
別
措
置
法
の
制
定
、
防
災
基
本
計
画
の

修
正
が
な
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
を
受
け
、
J
H
で
も
、
防

災
対
策
強
化
に
向
け
検
討
を
進
め
、
先
に
述
べ
た
地
震
防

災
W
G
が
中
心
と
な
り
、
｢防
災
業
務
計
画
｣
の
修
正
を
始

め
と
す
る
防
災
関
係
要
領
等
の
見
直
し
を
行
っ
て
い
る
。

図
3
に
J
H
に
お
け
る
防
災
業
務
計
画
等
の
体
系
図
を
示

す
。①

防
災
業
務
計
画

J
H
で
は
、
昭
和
四
三
年
に
作
成
し
、
昭
和
五
五

年
に
東
海
地
震
の
地
震
防
災
対
策
強
化
地
域
に
係
る

地
震
防
災
強
化
計
画
を
追
加
し
て
い
る
。
今
回
の
見

直
し
で
は
、
現
実
の
災
害
に
則
し
た
構
成
と
し
、
総

則
、
災
害
予
防
、
災
害
応
急
対
策
、
災
害
復
旧
の
各

編
を
設
け
、
災
害
全
般
に
対
し
、
各
段
階
に
お
け
る

諸
業
務
を
具
体
的
に
定
め
た
。
ま
た
、
南
関
東
地
域

の
地
震
災
害
対
策
に
つ
い
て
新
た
に
定
め
た
。
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②

防
災
業
務
要
領

J
H
の
防
災
業
務
計
画
に
基
づ
き
、
そ
の
施
行
に

必
要
な
細
則
を
定
め
た
も
の
で
、
昭
和
五
三
年
に
現

行
の
要
領
が
制
定
さ
れ
て
い
る
。
今
回
の
見
直
し
で

は
、
建
設
中
の
道
路
に
お
け
る
防
災
業
務
の
目
的
等

を
明
確
に
し
、
建
設
を
担
当
す
る
支
社
、
建
設
局
の

防
災
体
制
に
つ
い
て
追
加
し
て
い
る
。
ま
た
、
防
災

体
制
の
発
令
に
つ
い
て
の
代
行
者
を
定
め
る
こ
と
と

し
た
。
そ
の
他
、
災
害
時
に
お
け
る
支
社
間
及
び
建

設
会
社
等
、
並
び
に
兼
用
工
作
物
管
理
者
等
の
応
援

協
力
体
制
の
整
備
を
明
確
化
し
て
い
る
。

③

非
常
災
害
対
策
本
部
設
置
要
領

現
行
の
要
領
を
整
理
統
合
す
る
こ
と
で
新
た
に
制

定
し
た
も
の
で
あ
る
。
特
に
本
社
に
お
い
て
は
、
南

関
東
地
域
に
震
度
6
弱
以
上
の
地
震
が
発
生
し
た
場

合
、
本
部
要
員
は
自
主
的
に
非
常
参
集
を
行
う
こ
と

し
、
仮
に
本
社
へ
の
交
通
機
関
の
途
絶
等
に
よ
り
参

集
が
困
難
な
場
合
、
関
東
地
区
の
最
寄
り
の
管
理
局

に
集
合
し
、
非
常
分
散
本
部
を
設
け
る
こ
と
と
し
た
。

④

そ
の
他
の
細
則
･
要
領
等

今
回
J
H
の
防
災
基
本
計
画
を
修
正
し
た
こ
と
に

伴
い
、
防
災
に
関
連
す
る
細
則
･
要
領
等
に
つ
い
て

も
全
面
的
に
見
直
し
を
行
い
、
災
害
時
に
お
け
る
J

H
の
果
た
す
べ
き
役
割
を
明
確
に
し
、
あ
る
い
は
阪

神
･
淡
路
大
震
災
を
踏
ま
え
た
中
で
、
新
し
い
内
容

を
付
け
加
え
よ
り
実
践
的
な
も
の
と
な
る
よ
う
に
し

て
い
る
。
ま
た
、

マ
ニ
ュ
ア
ル
等
の
整
備
に
つ
い
て

も
必
要
に
応
じ
て
順
次
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

大規模地震対策特別措置法
S 53.6.l5 H 7.4.21改正
(6条 :地震防災強化計画の策定)

- -
東海地震こ係る地震防災

l潴雛難 s ･48 7

強化地域に係る地震防災

-

東海地震の地震防災対策
I　　　 　　　
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三

お
わ
り
に

J
H
で
は
、
先
の
阪
神
･
淡
路
大
震
災
に
よ
り
地
震
を

は
じ
め
災
害
時
に
お
け
る
高
速
道
路
等
の
果
た
す
べ
き
役

割
を
再
認
識
し
た
う
え
で
、
高
速
道
路
を
利
用
さ
れ
る
お

客
様
が
安
心
し
て
通
行
し
て
い
た
だ
け
る
よ
う
、
今
後
と

も
地
震
防
災
対
策
の
強
化
に
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
い
く

と
と
も
に
災
害
に
強
い
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
推
進
に
努
め
て

い
く
所
存
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
関
係
機
関

等
と
の
一
体
的
･
有
機
的
な
連
携
に
よ
り
そ
れ
ら
を
進
め

て
行
く
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
お
り
、
今
後
と
も
ご
指
導

を
お
願
い
す
る
次
第
で
あ
る
。

(日
本
道
路
公
団
保
全
交
通
部
保
全
企
画
課
)

わ　　 館



災

阪
神
の
淡
路
大
震
災
の
教
訓
と

べ

防

　　　　
　　

　　　
　
　

阪
神
高
速
道
路
の
防
災

今
村

勉
“

藪

久
則
葵

本
誌

｢道
路
行
政
セ
ミ
ナ
ー
｣
に
お
い
て
も
、
一
九
九

年
四
月
に
、
今
後
の
防
災
対
策
の
見
直
し
と
危
機
管
理
対

一

は
じ
め
に

平
成
七
年
一
月
一
七
日
午
前
五
時
四
六
分
、
淡
路
島
北

部
を
震
源
と
し
て
発
生
し
た
兵
庫
県
南
部
地
震
は
観
測
史

上
初
め
て
震
度
7
を
記
録
す
る
大
地
震
で
、
阪
神
地
域
に

未
會
有
の
被
害
を
も
た
ら
し
た
。

当
公
団
に
お
い
て
も
、
震
災
の
象
徴
と
な
っ
た
3
号
神

戸
線
六
三
五
m
の
倒
壊
、
四
カ
所
で
の
落
橋
を
は
じ
め
、

平
成
六
年
四
月
に
供
用
開
始
し
た
5
号
湾
岸
線
に
お
い
て

も
一
カ
所
で
落
橋
す
る
な
ど
一
三
路
線
で
甚
大
な
損
傷
を

被

っ
た
。

今
回
の
震
災
は
、
日
本
の
高
速
道
路
が
地
震
に
よ
り
大

き
な
被
害
を
受
け
た
は
じ
め
て
の
例
と
な
っ
た
が
、
わ
れ

わ
れ
道
路
の
建
設
、
管
理
に
携
わ
る
者
に
数
々
の
教
訓
を

も
た
ら
し
た
。

五
年
四
月
号
施
錠

｢阪
神
･
淡
路
大
震
災
に
よ
る
阪
神
高

速
道
路
の
交
通
規
制
と
開
通
状
況
に
つ
い
て
｣、
一
九
九
六

年
一
月
号
鮠
"

｢阪
神
高
速
道
路
公
団
の
震
災
復
旧
｣
で

震
災
関
係
の
紹
介
を
し
て
き
た
。
鮠
刃
に
お
い
て
は
、
主

に
ハ
ー
ド
面
か
ら
の
復
旧
、
防
災
体
制
を
記
述
し
て
い
る

の
で
、
今
回
は
平
成
七
年
四
月
に
実
施
し
た
職
員
へ
の
ア

ン
ケ
ー
ト

･
ヒ
ア
リ
ン
グ
調
査
に
つ
い
て
紹
介
し
、
こ
れ

ら
調
査
の
中
で
得
ら
れ
た
教
訓
を
踏
ま
え
修
正
し
た

｢阪

神
高
速
道
路
公
団
防
災
業
務
計
画
｣
の
概
要
を
ソ
フ
ト
面

を
中
心
に
紹
介
す
る
。

三

震
災
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
･
ヒ
ア
リ
ン

グ
調
査
に
つ
い
て

阪
神
高
速
道
路
公
団
で
は
、
地
震
三
カ
月
後
の
平
成
七

策
の
一
環
と
し
て
、
｢兵
庫
県
南
部
地
震
｣に
関
し
て
の
ア

ン
ケ
ー
ト
調
査
と
ヒ
ア
リ
ン
グ
調
査
を
実
施
し
た
。

こ
れ
ら
の
調
査
は
、
地
震
発
生
か
ら
、
初
動
活
動
･
本

格
稼
働
時
期
ま
で
の
間
の
活
動
状
況
及
び
そ
れ
ら
の
過
程

で
の
問
題
点
、
今
回
の
経
験
を
踏
ま
え
た
阪
神
高
速
道
路

公
団
の
防
災
業
務
体
制
に
つ
い
て
の
提
言
で
構
成
さ
れ
て

い
る
。

1

｢兵
庫
県
南
部
地
震
｣
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
･
ヒ
ア

リ
ン
グ
調
査
に
つ
い
て

ア
ン
ケ
ー
ト
･
ヒ
ア
リ
ン
グ
調
査
か
ら
の
問
題
提
起

①

参
集
及
び
人
員
の
配
備
に
つ
い
て

･
い
か
に
早
く
参
集
す
る
か



『

人
員
が
揃
う
ま
で
“
効
率
的
な
人
員
配
備

-

ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
結
果
、
参
集
ル
ー
ト
･
手
段

の
確
認
が
で
き
て
い
た
か
、
参
集
先
の
規
定
等
は
ど

う
で
あ
っ
た
か
等
の
問
題
が
抽
出
さ
れ
て
い
る
。
ヒ

ア
リ
ン
グ
調
査
結
果
に
お
い
て
は
人
員
不
足
で
あ
っ

た
と
の
認
識
が
示
さ
れ
、
具
体
的
に
参
集
時
の
交
通

手
段
の
把
握
、
居
住
地
を
考
慮
し
た
人
員
配
備
、
参

集
基
準
の
徹
底
等
、
い
か
に
早
く
参
集
す
る
か
と
い

う
点
と
、
初
動
時
の
役
割
分
担
の
明
確
化
な
ど
、
人

員
が
揃
う
ま
で
の
効
率
的
な
人
員
配
備
と
い
う
二
点

が
課
題
と
し
て
あ
げ
ら
れ
た
。

②
職
務
体
制
に
つ
い
て

･
外
部
へ
の
対
応
方
法
と
そ
の
体
制
(関
係
機
関
、

マ
ス
コ
ミ
、
一
般
利
用
者
)

･
応
援
の
受
け
入
れ
体
制
と
事
前
の
取
り
決
め

･
点
検
方
法
の
基
準
化
、
構
造
物
の
デ
ー
タ
化

･
緊
急
時
の
現
場
対
応
方
法
の
基
準
化

ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
結
果
に
お
い
て
は
、
他
部
署
へ

の
参
集
者
に
対
す
る
受
け
入
れ
体
制
は
整
っ
て
い
た

か
、
少
人
数
で
の
体
制
づ
く
り
、
役
割
分
担
等
の
問

題
点
が
抽
出
さ
れ
て
お
り
、
ヒ
ア
リ
ン
グ
調
査
結
果

か
ら
は
、
具
体
的
な
問
題
点
と
し
て
、
関
係
機
関
･

マ
ス
コ
ミ

･
一
般
利
用
者
へ
の
対
応
と
い
っ
た
外
部

写真 1 地震直後の神戸線
(神戸市東灘区深江本町)

写真 2 復旧工事完了後の神戸線 (神戸市東灘区深江本町)



へ
の
対
応
方
法
と
そ
の
体
制
と
い
う
点
や
、
応
援
の

イ
レ
等
の
生
活
関
連
設
備
が
抽
出
さ
れ
て
お
り
、
ヒ

受
け
入
れ
体
制
、
事
前
の
取
り
決
め
と
い
っ
た
課
題

ア
リ
ン
グ
調
査
結
果
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ら
に
加
え

が
あ
げ
ら
れ
た
。
そ
の
他
、
主
に
本
社
に
お
い
て
は
、

構
造
物
の
点
検
方
法
の
基
準
化
や
デ
ー
タ
化
管
理
部

に
お
い
て
は
、
緊
急
時
の
現
場
対
応
方
法
の
基
準
化

が
課
題
と
し
て
あ
げ
ら
れ
た
。

③

連
絡
機
器
に
つ
い
て

ヒ
ア
リ
ン
グ
調
査
に
お
い
て
多
く
の
提
言
が
あ
り
、

マ
イ
ク
ロ
無
線
等
の
通
信
網
の
整
備
や
携
帯
電
話
、

無
線
の
数
の
確
保
、
パ
ソ
コ
ン
通
信
等
に
よ
る
情
報

通
信
シ
ス
テ
ム
等
情
報
伝
達
シ
ス
テ
ム
の
新
た
な
構

築
及
び
多
重
化
と
、
機
器
の
充
実
及
び
そ
の
習
熟
が

課
題
と
し
て
あ
げ
ら
れ
た
。

④

施
設
･
設
備
等
に
つ
い
て

･
情
報
伝
達
シ
ス
テ
ム
の
新
た
な
構
築
、
多
重
化

･
通
信
機
器
の
充
実
と
習
熟

ア
リ
ン
グ
調
査
結
果
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ら
に
加
え
、

防
災
用
備
品
の
備
蓄
の
必
要
性
、
生
活
関
連
設
備
等

に
つ
い
て
も
、
宿
泊
施
設
の
整
備
及
び
複
数
カ
所
で

の
確
保
等
、
対
策
本
部
と
し
て
充
分
な
機
能
を
果
た

す
た
め
の
施
設
設
備
の
充
実
が
課
題
と
さ
れ
た
。
さ

ら
に
、
今
回
の
震
災
に
お
い
て
は
、
事
務
室
等
室
内

設
備
が
地
震
に
よ
り
損
傷
し
業
務
に
支
障
を
き
た
し

た
こ
と
か
ら
、
室
内
設
備
の
安
全
性
確
保
を
含
む
耐

震
設
計
等
の
見
直
し
が
課
題
と
し
て
あ
げ
ら
れ
た
。

⑤

防
災
訓
練
及
び
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
つ
い
て

防
災
訓
練
及
び

マ
ニ
ュ
ア
ル
に
つ
い
て
は
、
こ
れ

ま
で
に
あ
げ
ら
れ
た
問
題
点
や
課
題
に
つ
い
て
そ
れ

ぞ
れ
検
討
を
加
え
、
そ
れ
ら
を
反
映
さ
せ
た
マ
ニ
ュ

ア
ル
を
作
成
し
、
そ
れ
を
職
員
に
周
知
徹
底
す
る
こ

と
。
ま
た
、
問
題
点
や
課
題
と
な
っ
た
事
柄
の
チ
ェ

ッ
ク
を
意
図
し
た
防
災
訓
練
を
実
施
す
べ
き
と
い
う

提
言
が
な
さ
れ
た
。

浦行セ 97.3 7;

ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
結
果
に
お
い
て
は
、
当
日
困

っ

た
こ
と
と
し
て
、
水
･
食
糧
等
の
備
蓄
、
寝
所
、
ト

･
防
災
用
備
品
の
備
蓄
の
必
要
性

･
対
策
本
部
と
し
て
の
施
設
･
設
備
の
充
実

･
室
内
設
備
の
安
全
性
確
保
を
含
む
耐
震
設
計
等

の
見
直
し

･
今
回
得
ら
れ
た
問
題
点
･
課
題
等
を
反
映
さ
せ

た
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
作
成

･
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
周
知
徹
底
と
防
災
訓
練

写真 3 地震直後の本社庁舎内

写真を 災害対策本部
･澁準

写真 5 応急復旧工事



阪
神
高
速
道
路
公
団
で
は
こ
れ
ら
、
震
災
に
よ
っ
て
得

ら
れ
た
教
訓
を
基
に
、
従
来
の

｢阪
神
高
速
道
路
公
団
防

災
業
務
計
画
｣
等
の
修
正
を
実
施
し
た
。
以
下
こ
れ
ま
で

の
防
災
業
務
の
取
り
組
み
の
経
緯
と
今
回
の
防
災
業
務
計

画
の
主
な
修
正
点
を
紹
介
す
る
。

三

阪
神
高
速
道
路
公
団
の
防
災
業
務
へ
の
取

り
組
み
の
経
緯
に
つ
い
て

表 1 阪神高速道路公団の防災業務の経緯

月

月

月

月

月

月

月

月

月

月

月

月

8

8

8

12

1

11

12

1

5

9

7

12

年

年

年

年

年

年

年

年

年

年

年

年

狙

45

50

報

54

54

6

7

7

7

8

8

和

戦

路

部

計
を
災

規

団
称

す

甚

ュ

業
業

事

マ

防
防

県

速

o

対

設
公

係

高

る

災

建
路

関

鶏壽為鱗隷弩廉酵

絲鱗
嚢絲鱗妻
鞠

高
災

高
)

高
阪
高
画

理
｢

高

高
策
る
高

対

南
害

高

高
の

｢
｣
｣

高
す

神
防

神
達

神
｢
神
計

総
る

神

神
対
す
神

災

県
被

神

神
｣

の
画
画

神
告

阪
団

阪
通

販
上
阪
本

閣
ず

阪

阪
害
更
阪

o

震

庫
な

阪

阪
ル

府
計
計

阪
報

｢
公

｢
長

｢
画
｢
基

内
定

｢

｢
災
変
｢

る

｢

兵
大

｢

｢
ア

政
務
務

｢
に

阪
神
高
速
道
路
公
団
の
防
災
業
務
に
関
し
て
は
、
災
害

表 2 阪神高速道路公団の防災業務体系

阪 神 高 速 道 路 公 団 防 災 業 務 計 画

編
旧

四
復

第
災驫-廳第

鰭
編
防鰤

編
別

一第
総

対
策
基
本
法
第
三
九
条
に
基
づ
き
、
昭
和
四
一
年
八
月
に

｢阪
神
高
速
道
路
公
団
災
害
対
策
要
綱
｣
及
び

｢阪
神
高

速
道
路
公
団
防
災
計
画
｣
を
制
定
し
た
。
そ
の
後
昭
和
五

〇
年
八
月
に
そ
れ
ら
を

｢阪
神
高
速
道
路
公
団
災
害
対
策

基
本
規
程
｣
｢阪
神
高
速
道
路
公
団
防
災
基
本
計
画
｣
に
全

面
改
定
し
た
。

昭
和
五
三
年
内
閣
総
理
大
臣
の
指
定
に
よ
り
、
当
公
団

は
災
害
対
策
基
本
法
第
二
条
第
五
号
に
規
定
す
る

｢指
定

公
共
機
関
｣
に
指
定
さ
れ
た
。
こ
の
指
定
に
よ
り
、
防
災

n
▽

阪 神 高 速 道 路 公 団 防 災 業 務 要 領

震 災 編 I 風 水 害 編

業
務
計
画
の
作
成
が
義
務
づ
け
ら
れ
、
昭
和
五
四
年
一
月

に
防
災
業
務
の
大
綱
を
定
め
る

｢阪
神
高
速
道
路
公
団
防

災
業
務
計
画
｣
を
制
定
し
た
。
ま
た
、
同
計
画
の
制
定
を

踏
ま
え
旧
来
の
防
災
業
務
に
関
す
る
規
程
等
を
整
理
し
、

昭
和
五
四
年
三

月
に

｢阪
神
高
速
道
路
公
団
防
災
業
務

要
領
震
災
編
｣
を
制
定
、
さ
ら
に
平
成
六
年
一
二
月
に
は

｢震
災
対
策
マ
ニ
ュ
ア
ル
｣
を
作
成
し
、
防
災
体
制
の
強

化
を
図
っ
て
き
た

(表
1
参
照
、
防
災
業
務
体
系
に
つ
い

て
は
表
2
参
照
)。

震災対策マニュアル (交通編)

震災対策マニュアル 風水害対策マニュアル

脳鰭
織

組
防
実

I
は
m



四

｢阪
神
高
速
道
路
公
団
防
災
業
務
計
画
｣等

の
修
正
に
つ
い
て

当
公
団
で
は
、
震
災
後
設
置
し
た

｢震
災
対
策
検
討
委

員
会

(委
員
長
…
常
任
参
与
、
委
員
…
本
社
部
長
)｣
を
設

置
し
、
更
に
そ
の
委
員
会
の
下
に
①
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
策

定
分
科
会
…
構
造
物
の
耐
震
･
免
震
性
能
の
向
上
や
防
災

施
設
の
充
実
等
の
検
討

②
耐
震
性
向
上
等
に
関
す
る
分

科
会
"
道
路
構
造
物
の
耐
震
性
･
免
震
性
向
上
補
強
対
策

等
の
検
討

③
利
用
者
に
対
す
る
安
全
確
保
に
関
す
る
分

科
会
…
地
震
発
生
時
の
利
用
者
の
安
全
走
行
の
確
保
等
の

検
討

④
震
災
対
策
の
体
制
に
関
す
る
分
科
会
"
非
常
参

集
基
準
や
配
備
体
制
等
の
検
討
、
と
い
う
四
つ
の
分
科
会

を
設
け
て
震
災
対
策
に
取
り
組
ん
だ

(表
3
参
照
)。

そ
し
て
、
委
員
会
、
各
分
科
会
に
お
い
て
、
さ
し
あ
た

り
、
災
害
発
生
時
の
非
常
参
集
基
準
の
強
化
、
災
害
対
策

本
部
の
設
置
方
法
の
変
更
及
び
組
織
体
制
の
強
化
等
が
緊

急
に
対
処
さ
れ
る
べ
き
と
の
方
針
が
出
さ
れ
、
当
面
の
暫

定
措
置
と
し
て
、
従
来
の
規
定
の
不
十
分
な
部
分
を
震
災

後
直
ち
に
修
正
し
た
。

ま
た
、
国
の
防
災
基
本
計
画
、
建
設
省
防
災
業
務
計
画

が
そ
れ
ぞ
れ
、
平
成
七
年
七
月
、
平
成
八
年
一
月
に
修
正

さ
れ
る
な
か
、
当
公
団
に
お
い
て
も
震
災
対
策
検
討
委
員

会
の
検
討
結
果
を
踏
ま
え
て

｢阪
神
高
速
道
路
公
団
防
災

業
務
計
画
｣
の
修
正
を
平
成
八
年
七
月
に
実
施
し
た
。

今
回
の
修
正
に
あ
た
っ
て
の
基
本
方
針
は
、

の
防
災
活
動
に
関
す
る
諸
業
務
の
記
述
に
つ
い
て
は
具
体

性
を
も
た
す

②
震
災
対
策
検
討
委
員
会
に
お
い
て
策
定
さ
れ
た
事
項
を

取
り
入
れ
る

③
事
前
に
関
係
機
関
と
の
調
整
を
十
分
行
う

燭
関
係
地
方
公
共
団
体
が
策
定
し
て
い
る

｢地
域
防
災
計

画
｣
の
修
正
時
に
は
、
必
要
に
応
じ
て
当
公
団
関
係
部

分
の
修
正
を
加
え
、
防
災
機
関
と
し
て
の
積
極
的
な
役

割
を
担
う
。

の
四
点
で
あ
っ
た
。

3 震災対策検討委員会の組織構成等

委員長 - 常任参与、 副委員長 - 審議役、 委員 - 本部部長、 幹事- 本社各部第一課長他

･設置目的と検討課題

震災対策の全般に関する検討。 各分科会の検討内容の整理、 取りまとめ等。

①マスタープラン策定分科会

路、 施設等) の耐震 ･免震･性能の向上の検討や、 防災施設の検討、 施設機能維
バックアップシステムの検討等のハード面での検討と整理。
被害の設定、 組織 ･体制の整備、 情報伝達体制の整備等のソフト面の検討と整

②耐震性能向上等に関する分科会

･設置目的と検討課題

橋脚の耐震性向上補強対策や、 落橋防止対策等の道路構造物の耐震性の検討と整理。
免震性向上補強対策や、 高速道路に敷設した各種ケーブルの耐震性向上等の検討と整理。

③利用者に対する安全走行の確保する分科会
･設置目的と検討課題

情報伝達機能の確保や、 情報収集機能の向上、 車両通行制御機能の強化、 避難 ･誘導機能
の向上、 情報提供機能の向上、 広報活動の充実等の検討と整理。

④震災対策の体制に関する分科会
･設置目的と検討課題

震災対策業務に係る暫定取扱 (参集基準や配備体制等) の策定や、 施設 ･設備の機能の充
実、 備蓄計画の策定の検討と整理。

持のためのバックアップシステムの検討等のハード面での検討と整理。



公
団
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
四
点
の
基
本
方
針
を
軸
に

に
残
念
な
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。

ろ
で
あ
る
が
、
危
機
管
理
体
制
等
ソ
フ
ト
面
の
見
直
し
作

震
災
対
策
検
討
委
員
会
の
最
終
報
告
、
前
述
の
震
災
後
の

現
在
、
公
団
で
は
緊
急
橋
脚
補
強
工
事
等
を
実
施
し
、

業
に
お
い
て
も
、
今
回
の
経
験
が
無
駄
に
な
ら
ぬ
よ
う
生

ア
ン
ケ
ー
ト
･
ヒ
ア
リ
ン
グ
結
果
を
盛
り
込
み

｢阪
神
高

災
害
に
強
い
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
づ
く
り
に
努
め
て
い
る
と
こ

か
し
て
い
く
と
と
も
に
、
今
後
も
こ
の
教
訓
を
日
々
の
業

速
道
路
公
団
防
災
業
務
計
画
｣
を
修
正
し
た
。

修
正
の
要
旨
は
、

の
災
害
対
策
の
ハ
ー
ド
対
策
及
び
ソ
フ
ト
対
策
の
基
本
方

針
の
明
文
化

②
防
災
中
枢
機
能
の
強
化
及
び
非
常
体
制
時
の
参
集
体
制

の
強
化

③
災
害
対
策
活
動
の
強
化
を
図
る
た
め
、
通
信
手
段
を
含

め
た
防
災
対
策
施
設
の
充
実

燭
食
糧
、
水
等
の
備
蓄
に
つ
い
て
は
三
日
分
の
確
保

㈱
関
係
機
関
･
建
設
業
者
と
の
応
援
協
定
に
基
づ
き
、
人

員
･
資
機
材
等
の
確
保
に
努
め
る

の
五
点
で
あ
る

(表
4
参
照
)。

現
在
、
公
団
に
お
い
て
は
、
｢阪
神
高
速
道
路
公
団
防
災

業
務
計
画
｣
の
修
正
を
受
け
、
｢阪
神
高
速
道
路
公
団
防
災

業
務
要
領
震
災
編
｣
及
び

｢震
災
対
策
マ
ニ
ュ
ア
ル
｣
に

つ
い
て
修
正
作
業
を
行
っ
て
い
る

(表
5
参
照
)。

五

お
わ
り
に

阪
神
,
淡
路
大
震
災
か
ら
早
二
年
が
経
過
し
、
神
戸
や

阪
神
間
の
街
は
着
実
に
復
興
に
向
か
っ
て
い
る
が
、
平
成

八
年
九
月
三
〇
日
の
全
線
復
旧
完
了
ま
で
の
間
、
阪
神
高

速
道
路
が
被
災
地
の
復
興
に
充
分
な
貢
献
を
す
る
こ
と
が

で
き
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
公
団
職
員
と
し
て
非
常

　　 　 　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　

火口 -リ

ミ蟹醗 酵袋灘餅菱鋤‐施設等の耐震性増
防災上必要な教育及

{麟 覇経森施防災訓練の実施実践的な訓練の実〕
ぴ訓練の実施

、
の
確

実

簇

自

施

路

の

の

の

帯

実

道

性

練

部

る

携

る

④食糧、 水等の備蓄については 3日分の確保

(省略)

⑤関係機関 ･建設業者との応援協定に基づき、 人員 ･資機材等の確保に努める

(省略)

〔収集 .観測器機 通 信施設、情報提供施設 }
〔鍛離溌多炎害毒後先鰹鰹施設移動通信系携帯目〕

{総合防災施設の整備の推進 〕

※組織 ･参集基準については表 5を参照

③災害対策活動の強化を図るため、 通信手段も含め防災対策施設の充実を図る

.道路利用者等に対す
{防災知識の普及、 勝とに関する広報

る防災知識の普及

②防災中枢機能の強化及び非常体制時の参集体制の強化

･ ) 災に関する組織等 /災害対策本部の組織構成、 災害対策現地推進本部の組 ｢ハ.= " ′ - 一【り 分二′に…‐トサナ一【… { ･ ハ . ｢ … "一.･一 ･ " 'ー
ミ織構成 ′の強化

表 4 阪神高速道路公団防災業務計画の修正要旨

①災害対策のハード対策及びソフト対策の基本方針の明文化

対

調
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表 5

修 正 副 修 正 後

組

織

体

制

に

つ

い

て

○防災組織

本社に災害対策本部、 管理部等において現地

推進本部を設置する。
災害対策本部は理事長が設置する。

○災害対策本部の組織

L 本社
①災害対策本部

本部長 :理事長、 副本部長、 副理事長

本部員 :理事、 常任参与、 審議役、 本社部長

②災害対策本部の各班
総務班 班長 総務課長
交通班 班長 ;交通管理課長

保全班 班長 :保全企画課長

工務班 班長 :工務第一課長

③現地推進本部
A 各管理部

総務班 班長 :総務課長

交通班 班長 "交通課長

保全班 班長 :保全第一課長

B 各建設部

総務班 班長 総務課長
工務班 班長 :工事第一課長

○防災組織

本社に災害対策本部、 管理部及び建設部に現

地推進本部を設置する。
災害対策本部は理事長が設置するが、 大阪又

は神戸に震度 5弱以上の地震が発生すると、 次

に該当する者が設置することができる。
①本社本部に参集した本社本部構成員 (副理事

長、 理事、 常任参与、 審議役、 本社部長)

②本社本部構成員が参集していない場合は、 本

社所属の管理職の最上席者
現地推進本部は各部部長が設置するが大阪地

方又は神戸地方に震度 5弱以上の地震が発生

すると、 参集した最上席者が設置することが

できる。
○災害対策本部の組織

①災害対策本部
本部長 :理事長、 副本部長 :副理事長

本部員 :理事、 常任参与、 審議役、 本社部長

②災害対策本部の各班

総務班 班長 :総務課長

広報班 班長 :広報課長
情報管理班 班長 :企画課長
業務班 班長 :業務課長

保全班 班長 ;保全企画課長

工務班 班長 :工務第一課長

③現地推進本部

A 各管理部

総務班 班長 :総務課長

交通班 班長 :交通課長

保全班 班長 :保全第一課長

B 各建設部

総務班 班長 :総務課長

工務班 班長 :工事第一課長

○配備体制発令の通知

①勤務時間外に大阪又は神戸に震度 5 弱以上の
地震が発生したときは、 通知を待たず、 非常

体制が発令されたものとして参集するととも

に、 通信可能な限度において確認的に連絡系

統による通知を行う。

○気象台発表の震度階と参集の仕方

①震度 4以下の場合

配備体制発令の通知を受けたら、 参集する。
配備体制に該当しない職員には通知がない。

②震度 5弱以上の場合

非常体制が発令されたものとして、 原則と

して全要員が参集する。

人

員

の

配

備

体

制

に

つ

い

て

○配備体制発令の通知

①勤務時間外に大阪又は神戸に震度 5以上の地

震が発生したときは、 非常体制の全要員に、
発令した配備体制の種類を通知する。 配備体
制を発令しない場合も、 そのことを通知する。

○気象台発表の震度階と参集の仕方

①震度 4以下の場合

配備体制発令の通知を受けたら、 参集する。
配備体制に該当しない職員には通知がない。

②震度5の場合
配備体制発令の通知を受けたら、 参集する。
全要員に通知があることになっている。 長

時間 (概ね 3 時間) 通知がない場合は、 通信

が途絶した状態にあるものとして、 ③の場合

と同じ行動をとる。
③震度 6以上又は震度 5で通信が途絶している

場合。
非常体制が発令されるものとして、 原則と

して全要員が参集する。

務
の
中
で
役
立
て
、
災
害
時
に
役
に
立
つ
道
路
の
建
設
･

管
理
を
と
お
し
て
地
域
の
発
展
に
寄
与
し
た
い
と
考
え
て

い
る
。
こ
れ
か
ら
も
変
わ
ら
ぬ
ご
支
援
を
お
願
い
す
る
次

(※
阪
神
高
速
道
路
公
団
総

務

部

総

務

課
)

(※
※
阪
神
高
速
道
路
公
団
総
務
部
総
務
課
O
A
推
進
室
)

第
で
あ
る



ん

災

東
京
都
に
お
け
る
道
路
防
災
対
策
の
環
状

　

　

竹

田

敏
憲

一
は
じ
め
に

風
水
害
や
地
震
な
ど
の
災
害
か
ら
都
民
の
生
命
、
財
産

を
守
る
こ
と
は
、
都
に
果
た
せ
ら
れ
た
重
要
な
責
務
で
あ

り
、
｢東
京
都
総
合
3
か
年
計
画
｣で
は
防
災
対
策
を
重
点

課
題
と
し
て
掲
げ
、
様
々
な
施
策
を
展
開
し
て
い
る
。

そ
の
代
表
的
な
も
の
と
し
て
、
山
岳
道
路
の
防
災
対
策

及
び
橋
梁
の
耐
震
補
強
、
さ
ら
に
は
大
震
災
が
発
生
し
た

場
合
に
迅
速
な
救
急
活
動
や
緊
急
物
資
の
輸
送
を
行
う
た

め
の
道
路
啓
開
体
制
の
整
備
な
ど
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
、

こ
れ
ら
の
施
策
を
中
心
に
東
京
都
に
お
け
る
道
路
防
災
対

策
の
現
状
に
つ
い
て
紹
介
す
る
。

二

山
岳
道
路
の
防
災
対
策

東
京
都
の
山
岳
、
丘
陵
地
帯
及
び
島
し
ょ
部
に
位
置
す

る
山
岳
道
路
は
延
長
約
二
〇
〇
蹴
に
達
し
、
こ
れ
は
都
が

管
理
す
る
道
路
約
二
、
二
〇
〇
如
の
約
一
割
に
あ
た
る
。

山
岳
道
路
は
、
市
街
地
の
道
路
に
比
べ
る
と
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
と
し
て
十
分
機
能
し
て
い
な
い
場
合
が
多
く
、
災
害
な

ど
に
よ
り
一
旦
被
害
を
受
け
る
と
一
般
交
通
や
地
域
住
民

な
ど
に
多
大
な
影
響
を
与
え
る
。
そ
こ
で
都
は
、
道
路
の

安
全
性
確
保
の
た
め
に
、
日
常
点
検
や
定
期
点
検
、
異
常

時
巡
回
に
努
め
、
現
場
の
状
況
を
把
握
し
、
そ
の
結
果
を

も
と
に
災
害
予
防
対
策
、
災
害
時
対
策
等
を
実
施
し
て
い

ろ
%

ー

山
岳
道
路
の
防
災
対
策
の
流
れ

東
京
都
で
は
、
昭
和
五
七
年
に
国
道
四
一
一
号
で
発
生

し
た
土
砂
崩
落
事
故
を
き
っ
か
け
に
、
道
路
斜
面
の
管
理

方
式
を
大
幅
に
変
え
た
。
そ
れ
ま
で
調
査
点
検
は
、
大
規

模
な
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
の
み
行
っ
て
い
た
が
、
こ

れ
を
五
年
サ
イ
ク
ル
で
定
期
的
に
実
施
し
て
斜
面
台
帳
を

整
備
し
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
斜
面
防
除
事
業
を
計
画

的
に
進
め
る
こ
と
と
し
た
。

平
成
五
年
度
に
は
、
斜
面
調
査
及
び
評
価
手
法
に
つ
い

て
取
り
ま
と
め
、
さ
ら
に
日
常
管
理
の
方
法
を
検
討
し
、

山
岳
道
路
の
よ
り
一
層
の
安
全
性
の
向
上
に
努
め
る
よ
う

新
た
に
｢東
京
都
山
岳
道
路
防
災
保
全
策
要
領
(案
)｣
を

作
成
し
た
。
こ
の
要
領
は
、
国
の
ド
ク
タ
ー
制
度
を
基
本

に
都
の
実
態
に
合
わ
せ
て
独
自
に
定
め
た
も
の
で
あ
る
。

現
在
の
斜
面
防
災
の
計
画
は
、
こ
の
要
領
に
基
づ
き
策
定

し
た
も
の
で
あ
る
。

道
路
斜
面
防
災
対
策
の
流
れ
を
図
1
に
示
す
。

斜
面
管
理
を
適
切
に
行
っ
て
い
く
た
め
に
は
、
日
常
点

検
を
行
い
斜
面
の
状
態
を
常
時
把
握
し
て
お
く
こ
と
が
必



要
で
あ
る
。
異
常
を
発
見
し
た
場
合
に
は
、
速
や
か
に
通

行
規
制
や
維
持
的
な
措
置
を
と
る
。
一
方
で
は
、
定
期
的

な
調
査
に
基
づ
き
、
斜
面
災
害
が
発
生
し
な
い
よ
う
に
災

害
防
除
事
業
を
実
施
し
て
い
る
。

の

日
常
点
検

災
害
の
兆
候
を
早
期
に
発
見
し
、
山
岳
道
路
の
安
全
性

を
確
保
す
る
た
め
に
、
一
定
の
頻
度
で
点
検
を
行
っ
て
い

る
。
日
常
点
検
は
通
常
巡
回
と
特
別
･
定
期
巡
回
か
ら
な

り
、
点
検
計
画
に
基
づ
い
て
実
施
し
て
い
る
。
点
検
結
果

を
解
析
し
、
異
常
の
有
無
を
判
定
し
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
て
い
る
が
、
場
合
に
よ
っ
て
は
現
地
に
計
器
を
設
置
し
、

観
測
を
行
う
こ
と
も
あ
る
。

の

定
期
点
検
調
査

定
期
点
検
調
査
で
は
、
都
が
管
理
す
る
全
斜
面
に
つ
い

て
斜
め
空
中
写
真
を
撮
影
し
判
読
す
る
。
合
わ
せ
て
現
地

調
査
を
実
施
し
て
斜
面
の
災
害
注
意
度
の
判
定
を
行
い
、

図 2 斜め写真撮影のイメージ図

.･･.･･.･
･･

斜
面
台
帳
に
整
理
す
る
。
斜
め
空
中
写
真
は
ヘ
リ
コ
プ
タ

ー
に
よ
り
撮
影
す
る
も
の
で
、
単
位
斜
面
を
設
定

(約
一

〇
0
m
)
し
、
図
2
に
示
す
よ
う
に
、
斜
面
に
対
し
て
垂

直
な
方
向
か
ら
撮
影
し
、
地
形
の
微
小
変
状
及
び
斜
面
上

の
不
安
物
質
の
存
在
な
ど
斜
面
状
況
の
把
握
を
行
う
。
地

形
の
状
況
は
こ
の

｢斜
め
写
真
｣
を
立
体
視
し
て
判
読
す

　　
　都

が
管
理
す
る
斜
面
の
調
査
規
模
は
、
四
四
路
線
、
約

三
一
九
･
一
如
、
斜
面
数
約
三
、
一
七
二
箇
所
で
あ
る
。

2

斜
面
防
災
対
策
工

定
期
点
検
調
査
に
よ
り
災
害
注
意
度
ラ
ン
ク
が
高
い
と

判
定
さ
れ
た
斜
面
を
対
象
に
、
対
策
工
基
本
計
画
を
定
め
、

災
害
防
除
事
業
を
実
施
し
て
い
る
。

l優先度
ぞ
判定l

災害防除事業の実施

図 1 道路斜面防災対策の流れ
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｢東
京
都
総
合
3
か
年
計
画
｣で
計
画
化
し
て
い
る
災
害

防
除
事
業
は
、
年
当
た
り
約
四
五
箇
所
で
あ
る
。

山
岳
道
路
区
間
に
お
け
る
土
砂
災
害
は
落
石
、
崩
壊
、

岩
石
崩
壊
、
地
滑
り
、
土
石
流
等
で
あ
り
、
代
表
的
な
対

応
工
法
に
は
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
法
枠
、
落
石
防
止
網
、
岩

石
防
止
柵
、
モ
ル
タ
ル
吹
き
つ
け
等
が
あ
る
。
対
策
工
の

選
定
に
は
、
土
砂
災
害
の
要
因
、
形
態
を
十
分
予
想
し
、

安
全
性
、
経
済
性
、
周
辺
の
自
然
環
境
及
び
景
観
を
考
慮

し
て
決
定
し
て
い
る
o

3

山
岳
道
路
に
お
け
る
災
害
時
管
理

災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
は
、
被
害
の
拡
大
を
防
止
し
、

二
次
災
害
の
発
生
を
防
ぐ
と
と
も
に
速
や
か
な
復
旧
を
図

る
た
め
に
、
直
ち
に
災
害
時
対
策
を
実
施
し
て
い
る
。

災
害
発
生
か
ら
復
旧
工
事
完
了
ま
で
の
流
れ
は
図
3
に

示
す
通
り
で
あ
る
。
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
は
、
早
急

に
災
害
状
況
を
把
握
し
、
通
行
規
制
す
る
。
引
き
続
き
応

急
措
置
を
と
る
一
方
、
復
旧
対
策
を
検
討
し
、
災
害
復
旧

工
事
を
実
施
す
る
。

各
段
階
で
は
報
告
書
を
作
成
し
、
斜
面
台
帳
に
記
載
し

て
将
来
の
防
災
対
策
に
役
立
て
て
い
る
。

4

北
海
道
豊
浜
ト
ン
ネ
ル
事
故
を
踏
ま
え
た
ト
ン
ネ
ル

落
石
覆
工
等
の
緊
急
点
検

都
で
は
日
頃
か
ら
道
路
災
害
を
未
然
に
防
止
す
る
た
め

の
対
策
を
講
じ
て
き
て
い
る
。
し
か
し
、
通
常
の
点
検
と

は
別
に
、
平
成
八
年
度
に
は
、
北
海
道
豊
浜
ト
ン
ネ
ル
に

お
い
て
発
生
し
た
、
大
規
模
な
岩
盤
の
崩
落
事
故
を
踏
ま

え
、
ト
ン
ネ
ル
の
坑
ロ
部
及
び
落
石
覆
工
が
設
置
さ
れ
て

い
る
法
面
･
斜
面
の
う
ち
岩
盤
の
露
出
し
て
い
る
箇
所
を

対
象
と
し
て
緊
急
点
検
を
実
施
し
た
。

都
が
管
理
す
る
ト
ン
ネ
ル
総
数
は
七
五
箇
所
あ
る
が
、

こ
の
う
ち
今
回
点
検
対
象
と
な
っ
た
の
は
多
摩
地
区
と
島

し
ょ
部
の
ト
ン
ネ
ル
五
○
箇
所
、
落
石
防
止
施
設
三
箇
所

の
計
五
三
箇
所
で
あ
る
。
地
質
の
専
門
職
員
ら
が
目
視
な

ど
に
よ
り
、
法
面
や
斜
面
で
の
亀
裂
の
有
無
、
湧
き
水
の

状
況
な
ど
を
調
べ
た
。
そ
の
結
果
、
早
急
な
対
策
を
必
要

と
す
る
場
所
は
な
か
っ
た
が
、
よ
り
詳
細
な
調
査
を
行
い
、

対
策
に
つ
い
て
検
討
す
る
必
要
の
あ
る
と
こ
ろ
が
次
の
二

箇
所
で
見
ら
れ
た
。

･
国
道
四
一
一
号
線

鳩
の
巣
ト
ン
ネ
ル

(奥
多
摩
町
)

･
都
道
二
四
〇
号
線

北
袋
沢
落
石
覆
工

(小
笠
原
村
)

こ
の
二
箇
所
に
つ
い
て
は
、
引
き
続
き
詳
細
調
査
を
行

い
、
今
後
の
方
針
を
検
討
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

l災害

↓

発生l

随時
年
の解除l l災害復旧工事の実施l

日 常 管 理 斜 面 台 帳　　　図 3 山岳道路における災害時管理の流れ

災害復旧工事巡
ピ
ー -応急復

l
旧工事!



三

既
設
橋
梁
の
耐
震
対
策

東
京
都
が
管
理
す
る
一
般
橋
梁
は
、
約
一
、
二
〇
〇
橋

あ
り
、
こ
れ
ら
の
橋
梁
は
日
常
的
な
点
検
及
び
五
年
サ
イ

ク
ル
で
実
施
し
て
い
る
健
全
度
調
査
、
技
術
基
準
の
改
定

等
に
合
わ
せ
た
耐
震
性
の
点
検
照
査
を
基
に
補
修
･
補
強

を
行
い
耐
震
性
の
確
保
に
努
め
て
い
る
。

ー

既
設
橋
梁
の
点
検

既
設
橋
梁
の
点
検
は
、
｢橋
梁
の
点
検
要
領
｣
(東
京
都

検

が

が

録

点

置
か

脚

測
か

醐

　

　　

　　

興

緊

動

記

図 4 既設橋梁の異状時点検の流れ

建
設
局
)
に
基
づ
き
、
損
傷
実
態
を
把
握
し
、
計
画
的
な

維
持
補
修
に
努
め
て
い
る
。
点
検
に
は
日
常
点
検
、
定
期

点
検
、
異
常
時
点
検
が
あ
る
。

の

日
常
点
検
は
、
損
傷
の
早
期
発
見
を
図
る
た
め
に
、

原
則
と
し
て
道
路
巡
回
を
行
う
際
に
実
施
す
る
も
の
で
、

目
視
点
検
に
よ
り
行
う
。

②

定
期
点
検
は
、
橋
梁
の
保
全
を
図
る
た
め
に
定
期

的
に
実
施
す
る
も
の
で
、
主
に
目
視
及
び
簡
易
な
点
検

器
機
･
器
具
に
よ
り
行
う
。

③

異
常
時
巡
回
は
、
地
震
･
台
風
･
集
中
豪
雨
等
の

災
害
が
発
生
し
た
場
合
、
も
し
く
は
、
そ
の
恐
れ
が
あ

る
場
合
と
、
安
全
性
を
確
認
す
る
た
め
に
行
う
。

こ
の
う
ち
異
常
時
点
検
の
フ
ロ
ー
を
図
4
に
示
す
。

フ
ロ
ー
図
の
中
で
緊
急
措
置
と
は
、
迂
回
路
の
設
置
、

交
通
規
制
、
荷
重
制
限
、
緊
急
補
修
、
周
辺
住
民
へ
の
広

報
を
い
う
。
ま
た
動
態
観
測
と
は
、
河
川
の
水
位
、
コ
ン

ク
リ
ー
ト
部
材
の
ク
ラ
ッ
ク
、
下
部
工
の
沈
下
、
傾
斜
、

移
動
等
の
観
測
を
い
う
。

豪
雨
時
の
点
検
は
、
①
連
続
降
雨
量
一
五
0
m
以
上
②

時
間
最
大
降
雨
量
二
五
脚
以
上
の
い
ず
れ
か
一
方
が
満
足

す
る
場
合
に
行
う
。

台
風
時
の
点
検
は
、
平
均
風
速
一
五
呵
/
S
以
上
の
場

合
に
行
う
。

地
震
時
の
点
検
は
、
震
度
5
以
上
の
地
震
が
発
生
し
た

場
合
に
行
う
こ
と
を
原
則
と
し
て
お
り
、
職
員
自
ら
が
実

施
す
る
。

表 1 一般橋梁の耐震補強の実施状況

実施年度 一本柱橋脚 落橋防止装置
橋脚の補強

( H 3 点検対象)

H 7 橋 躰 橋 橋

H 8 橋 躰 橋 橋

9

画
H

耐
橋 躰 幅 -

3 か年 15橋 89本 獨 橋ハリ

2

橋
梁
の
耐
震
補
強
計
画

阪
神
･
淡
路
大
震
災
の
発
生
直
後
に
は
、
緊
急
輸
送
路

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
路
線
上
の
橋
梁

(
一
般
橋
一
四
五
橋
、
歩

道
橋
二
八
二
橋
)
の
緊
急
点
検
を
実
施
し
た
。
こ
の
結
果

補
強
が
必
要
と
な
っ
た
橋
梁
に
つ
い
て
は
、
落
橋
防
止
の

強
化
工
事
を
平
成
七
年
度
-
平
成
九
年
度
の
三
か
年
で
完

了
さ
せ
る
べ
く
計
画
を
策
定
し
た
。

ま
た
今
回
の
地
震
を
踏
ま
え
、
一
本
柱
橋
脚
を
有
す
る

橋
梁
の
う
ち
、
桁
下
が
道
路
な
ど
で
特
に
影
響
の
大
き
い

橋
梁
に
つ
い
て
も
耐
震
補
強
を
重
点
施
策
と
し
て
実
施
す

る
こ
と
と
し
た
。

｢東
京
都
総
合
3
か
年
計
画
｣で
は
、
一
本
柱
橋
脚
の
補

強
一
五
橋
八
九
本
･
落
橋
防
止
装
置
強
化
七
八
橋

(う
ち

一
般
橋
梁
七
二
橋
、
横
断
歩
道
橋
六
橋
)
･
橋
梁
の
補
強



九
橋
を
計
画
化
し
、
平
成
九
年
度
ま
で
の
三
か
年
で
実
施

す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

表
l
は
、
一
般
橋
梁
の
耐
震
補
強
の
実
施
状
況
で
あ
る
。

表
に
示
す
通
り
、
平
成
八
年
度
ま
で
に
一
本
橋
脚
の
補
強

一
〇
橋
七
一
本
･
落
橋
防
止
装
置
強
化
三
二
橋
･
橋
梁
の

補
強
九
橋
に
つ
い
て
完
了
の
予
定
で
あ
る
。
な
お
、
横
断

歩
道
橋
に
つ
い
て
は
、
既
に
平
成
八
年
度
中
に
完
了
し
て

い
る
。
今
後
の
計
画
に
つ
い
て
も
、
現
在
実
施
中
の
平
成

八
年
度
道
路
防
災
総
点
検
の
結
果
を
踏
ま
え
て
策
定
す
る

予
定
で
あ
る
o

3

耐
震
補
強
の
方
法

補
強
の
方
法
は
、｢兵
庫
県
南
部
地
震
に
よ
り
被
災
し
た

道
路
橋
の
復
旧
に
係
わ
る
仕
様
｣
(復
旧
仕
様
)
に
基
づ

き
、
橋
梁
補
強
、
落
橋
防
止
装
置
の
設
置
等
を
行
っ
て
い

る
。
図
5
ー
7
は
、
既
設
橋
梁
の
耐
震
対
策
と
し
て
実
施

し
て
い
る
代
表
的
な
工
法
の
例
で
あ
る
。

五

震
災
時
の
道
路
啓
開
体
制

東
京
都
で
は
、
震
前
対
策
と
し
て
橋
梁
等
の
耐
震
補
強

を
行
う
一
方
、
震
災
時
に
お
け
る
道
路
啓
開
作
業
を
確
実

に
行
う
た
め
の
体
制
づ
く
り
に
つ
い
て
検
討
を
行
っ
て
き

た
。
そ
の
結
果
、
協
力
建
設
業
団
体
と
災
害
時
に
お
け
る

協
定
を
締
結
す
る
と
と
も
に
、｢緊
急
道
路
啓
開
作
業
マ
ニ

ュ
ア
ル
｣
を
作
成
し
、
さ
ら
に
こ
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
基
づ

き
、
地
域
特
性
を
生
か
し
た
実
践
的
な

｢緊
急
道
路
啓
開

ケ-フブ

脚橋

　

　

-フブ

桁

図 5 落橋防止システムの例
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図 7 橋脚下部補強の一例
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作
業
計
画
書
｣
を
作
成
し
た
。

1

緊
急
道
路
啓
開
作
業

=

道
路
啓
開
作
業
の
範
囲

緊
急
道
路
啓
開
と
は
、
選
定
さ
れ
た
緊
急
道
路
啓
開
路

線
に
お
い
て
、
原
則
と
し
て
緊
急
車
両
の
通
行
に
要
す
る

木板等

上
下
一
車
線
の
交
通
路
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
最
小

も
指
定
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
多
い
。
図
9
は
、
そ
の
分

限
の
対
応
を
い
う

(図
8
)。

類
を
疑
念
的
に
あ
ら
わ
し
、
B
が
実

す
べ
き

啓

類
を
概
念
的
に
あ
ら
わ
し
、
都
が
実
施
す
べ
き
道
路
啓
開

2

路
線
の
延
長
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
道
路
啓
開
作
業
は

Q

同
図
に
示
す
優
先
順
位
に
よ
っ
て
実
施
す
る
。
す
な
わ
ち
、

　

優
先
順
位
は
、
緊
急
交
通
路
、
緊
急
物
資
輸
送
路
ネ
ッ
ト

舛　

ワ
ー
ク
そ
し
て
道
路
啓
開
路
線
の
順
に
な
る
。

2

協
力
建
設
業
団
体
と
の
協
定

道
路
啓
開
作
業
は
、
職
員
の
み
で
実
施
で
き
る
も
の
で

は
な
く
、
建
設
業
者
な
ど
民
間
企
業
の
協
力
が
不
可
欠
で

あ
る
。
そ
こ
で
都
は
、
震
災
時
に
建
設
業
者
の
協
力
を
得

る
た
め
に
、
平
成
八
年
七
月
に
建
設
業
団
体
と

｢災
害
時

に
お
け
る
応
急
対
策
に
関
す
る
協
定
｣
を
締
結
し
た
。

今
回
は
、
従
前
か
ら
結
ん
で
い
た
三
団
体

(東
京
都
建

設
業
協
会
、
道
路
建
設
業
協
会
関
東
支
部
、
東
京
都
中
小

企
業
協
会
)
の
外
に
、
多
摩
地
区
の
体
制
強
化
を
図
る
た

め
に
新
た
に
多
摩
地
区
の
三
団
体

(北
多
摩
建
設
業
協
会
、

南
多
摩
建
設
業
協
会
、
西
多
摩
建
設
業
協
同
組
合
)
と
も

協
定
を
締
結
し
た
。
協
定
は
基
本
協
定
と
、
以
下
に
示
す

マ
ニ
ュ
ア
ル
に
基
づ
く
細
目
協
定
か
ら
な
る
。

3

緊
急
道
路
啓
開
作
業
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
作
成

｢緊
急
道
路
啓
開
作
業
マ
ニ
ュ
ア
ル
｣は
、
阪
神
･
淡
路

大
震
災
の
教
訓
を
踏
ま
え
、
都
職
員
と
協
定
業
者
が
一
体

と
な
っ
て
震
後
、
迅
速
か
っ
効
率
的
な
道
路
啓
開
作
業
を

行
い
、
緊
急
輸
送
路
が
確
保
で
き
る
よ
う
震
後
に
お
け
る

②

道
路
啓
開
作
業
の
優
先
順
位

道
路
啓
開
作
業
は
、
道
路
の
重
要
度
に
応
じ
て
、
優
先

順
位
を
つ
け
実
施
す
る
。
都
内
の
緊
急
道
路
啓
開
路
線
に

は
、
緊
急
交
通
路
や
緊
急
物
資
輸
送
路
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に



〔気象庁発表〕
地震発生 …… 震度 6弱以上

l撤 員I I協定業者 l
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･緊急車両通行届出書持参

参 集 配 備 ･警察署, 検問所等で交付 自主的な出動

@ テクの交付第 I編

自主的な緊急巡回
初動体制確立

く報告〉 (駮攣務摺醸線)
.
･

･.--'‐'‐--････‐-'

‐-‐‐‐---‐◆--‐-‐-‐--･･--･･･-‐

緊 急 点 検
*

(都管理道路全線)
* *

〈指示〉
緊急措置不要

(被害軽微)
被災程度判定 〈報告〉 自主的な緊急措置

第n編

緊急指置 け旨示〕
〈着手時報告〉

* *
自主的な

緊急道路啓開
緊急道路啓開 く指示〉

〔方針設定 ･指示〕

啓開状況に対する 〈報告〉

情報集約
作業報告書作成

第m 編

費 用 精 算

* 緊急道路啓開路線を
優先する。

* *指示がある場合には E N D

指示を優先する。

図10 発生から緊急道路啓開完了までの流れ



建
設
事
務
所
及
び
協
定
業
者
の
体
制
、
並
び
に
発
災
時
か

の
清
算
に
も
活
用
す
る
。

ら
道
路
啓
開
作
業
終
了
に
至
る
ま
で
に
と
る
べ
き
標
準
的

な
作
業
内
容
を
示
し
た
も
の
で
、
以
下
の
よ
う
な
特
徴
が

あ
る
。

○

こ
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
で
は
、
南
関
東
地
震

(M
8
ク

ラ
ス
)
及
び
東
京
直
下
の
地
震

(M
7
ク
ラ
ス
)
を
念

頭
に
お
き
、
震
度
6

(弱
)
以
上
の
地
震
が
発
生
し
た

と
き
の
建
設
事
務
所
職
員
及
び
協
定
業
者
が
実
施
す
べ

き
内
容
と
そ
の
手
順
を
示
し
た

(図
中
)。

②

協
定
業
者
は
震
度
6
以
上
の
地
震
が
発
生
し
た
場

合
、
割
当
て
ら
れ
た
区
間
の
緊
急
巡
回
を
自
主
的
に
実

施
し
、
建
設
事
務
所
に
被
害
状
況
を
報
告
す
る
と
と
も

に
、
必
要
に
応
じ
て
引
続
き
当
該
区
間
の
緊
急
措
置
･

道
路
啓
開
作
業
を
実
施
す
る
こ
と
を
規
定
し
た
。

ま
た
、
協
定
業
者
が
、
万
一
、
対
応
で
き
な
い
場
合

も
想
定
し
、
業
者
相
互
の
応
援
に
よ
る
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ

体
制
を
と
る
こ
と
を
新
た
に
規
定
し
た
。

③

道
路
上
に
堆
積
し
た
ガ
レ
キ
中
の
私
有
財
産
の
取

扱
い
方
法
は
、
災
害
対
策
基
本
法
の
改
正
を
踏
ま
え
、

警
察
当
局
と
の
連
携
に
よ
り
処
理
す
る
こ
と
と
し
た
。

ま
た
具
体
的
な
ガ
レ
キ
の
処
理
は
別
途
定
め
る

｢ガ
レ

キ
処
理
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
よ
る
こ
と
｣
と
し
た
。

朝

協
定
業
者
が
実
施
し
た
緊
急
措
置
、
及
び
道
路
啓

開
作
業
に
つ
い
て
は
、
適
宜
報
告
書
を
提
出
す
る
。
事

務
所
は
こ
の
報
告
書
を
集
約
し
、
局
本
部
に
報
告
す
る

と
と
も
に
、
災
害
復
旧
の
査
定
申
請
や
業
者
へ
の
作
業

3

緊
急
道
路
啓
開
作
業
計
画
書

平
成
九
年
一
月
に
は
、
緊
急
道
路
啓
開
作
業
マ
ニ
ュ
ア

ル
を
も
と
に
、
各
建
設
事
務
所
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
特
性
を

活
か
し
た
緊
急
道
路
啓
開
作
業
計
画
書
を
作
成
し
た
。
そ

の
主
な
内
容
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

の

都
建
設
局
と
協
定
業
者
約
八
四
〇
社

(約
一
五
、

0
0
0
人
)
が
、
協
力
し
て
道
路
啓
開
に
あ
た
る
体
制

を
と
り
ま
と
め
た
。

②

平
日
及
び
休
日
夜
間
に
お
け
る
各
事
務
所
、
協
定

業
者
間
の
連
絡
体
制
を
明
確
に
し
震
災
時
に
備
え
た
二

四
時
間
連
絡
体
制
を
確
立
し
た
。

③

道
路
啓
開
路
線
へ
具
体
的
に
協
力
業
者
の
割
り
付

け
を
行
い
、
さ
ら
に
万
一
協
定
業
者
が
対
応
で
き
な
い

場
合
も
想
定
し
て
、
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
業
者
を
配
置
し
た
。

④

各
協
力
業
者
毎
に
保
有
す
る
資
機
材
、
及
び
出
勤

可
能
な
人
員
数
を
把
握
し
示
し
た
。

六

あ
と
が
き

以
上
、
山
岳
道
路
の
防
災
対
策
、
橋
梁
の
耐
震
対
策
、

震
災
時
の
道
路
啓
開
体
制
に
つ
い
て
概
要
を
述
べ
た
が
、

こ
の
外
ト
ン
ネ
ル

(市
街
地
の
地
下
自
動
車
道
を
含
む
)

や
共
同
溝
、
擁
壁
な
ど
の
道
路
施
設
の
防
災
対
策
に
つ
い

て
も
検
討
中
で
あ
る
。

現
在
都
で
は
、
建
設
省
通
達
に
基
づ
く
平
成
八
年
度
全

国
一
斉
の
道
路
防
災
総
点
検
を
実
施
中
で
あ
る
。
都
は
既

に
従
前
か
ら
独
自
に
健
全
度
調
査
を
定
期
的
に
実
施
し
て

い
る
た
め
、
緊
急
に
対
策
が
必
要
な
箇
所
が
こ
の
調
査
で

現
れ
る
と
は
考
え
に
く
い
が
、
し
か
し
東
京
都
を
よ
り
一

層
災
害
に
強
い
都
市
と
す
る
た
め
に
、
こ
の
結
果
が
出
た

段
階
で
さ
ら
に
今
後
の
方
針
を
検
討
す
る
予
定
で
あ
る
。

ま
た
、
道
路
啓
開
作
業
に
つ
い
て
は
、
協
力
業
者
や
警

察
、
消
防
、
各
区
市
町
村
な
ど
関
係
機
関
に
対
し
説
明
会

を
実
施
す
る
な
ど
、
危
機
管
理
に
つ
い
て
の
意
識
を
高
め

る
た
め
の
広
報
活
動
を
行
っ
て
い
る
。
今
後
は
、
こ
の
計

画
が
実
際
に
機
能
す
る
よ
う
に
実
戦
訓
練
の
充
実
を
図
っ

て
い
く
予
定
で
あ
る
。

(東
京
都
建
設
局
道
路
管
理
部
保
全
課
)



第
6
次
特
定
楽
通
安
全
施
設
等
整
備
事
業

五
箇
年
計
画
の
概
要
に
つ
い
て

道
路
局
道
路
交
通
管
理
課

保
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
平
成
八
年
度
を
初
年
度

と
す
る
第
6
次
特
定
交
通
安
全
施
設
等
整
備
事
業
五
箇
年

計
画
を
策
定
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

以
下
、
こ
れ
ま
で
の
交
通
安
全
事
業
の
経
緯
を
踏
ま
え
、

第
6
次
特
定
交
通
安
全
施
設
等
整
備
事
業
五
箇
年
計
画
の

概
要
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
と
す
る
。

二

｢交
通
安
全
施
設
等
整
備
事
業
に
関
す
る

緊
急
措
置
法
｣
の
制
定
経
緯

1

｢交
通
安
全
施
設
等
整
備
事
業
に
関
す
る
緊
急
措
置

法
｣
制
定
以
前
の
交
通
安
全
施
設
の
整
備

97

昭
和
三
九
年
度
を
初
年
度
と
す
る
第
4
次
道
路
整
備
五

セ行

箇
年
計
画
に
お
い
て
は
道
路
の
新
設
改
築
に
よ
る
交
通
安

道

全
施
設
の
整
備
に
加
え
、
新
た
に
、
道
路
標
識
、
防
護
柵
、
6

道
路
照
明
の
各
種
交
通
安
全
施
設
の
整
備
に
対
す
る
予
算

一

は
じ
め
に

最
近
の
交
通
事
故
の
増
加
傾
向
に
歯
止
め
を
か
け
、
交

通
事
故
死
者
数
の
減
少
を
図
る
た
め
に
は
、
ま
ず
抜
本
的

対
策
と
し
て
自
動
車
専
用
道
路
の
整
備
や
交
通
の
混
雑
解

消
･
分
散
を
図
る
バ
イ
パ
ス
及
び
環
状
道
路
の
整
備
、
歩

車
道
の
分
離
し
た
道
路
の
整
備
、
踏
切
道
の
改
良
な
ど
の

改
築
事
業
を
積
極
的
に
行
う
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
あ
わ

せ
て
緊
急
に
交
通
の
安
全
を
確
保
す
る
必
要
が
あ
る
既
存

の
道
路
を
対
象
に
、
緊
急
措
置
と
し
て
の
歩
道
や
自
転
車

道
の
整
備
、
交
差
点
の
改
良
、
道
路
標
識
や
道
路
情
報
提

供
装
置
の
設
置
な
ど
、
交
通
安
全
施
設
等
の
整
備
を
推
進

、す
る
。

従
来
か
ら
公
安
委
員
会
と
道
路
管
理
者
は
、
｢交
通
安
全

施
設
等
整
備
事
業
に
関
す
る
緊
急
措
置
法

(昭
和
四
一
年

制
定
)｣
に
基
づ
き
、
交
通
安
全
施
設
等
の
重
点
的
な
整
備

に
よ
り
、
交
通
事
故
の
防
止
と
交
通
の
円
滑
化
を
図
っ
て

き
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
そ
の
他
の
交
通
安
全
施
策
の
推
進

と
相
ま
っ
て
、
昭
和
四
五
年
に
ピ
ー
ク

(
一
六
、
七
六
五

人
)
に
達
し
た
年
間
交
通
事
故
死
者
数
は
昭
和
五
四
年
に

は
概
ね
半
減

(八
、
四
六
六
人
)
す
る
な
ど
大
き
な
成
果

を
も
た
ら
し
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
以
降
交
通
事
故
死
者
数
は
増
加

に
転
じ
、
昭
和
六
三
年
に
は
再
び
一
万
人
を
超
え
、
昨
年

の
交
通
事
故
死
者
数
は
九
年
ぶ
り
に
一
万
人
を
下
回
っ
た

も
の
の
、
発
生
件
数
は
四
年
連
続
し
て
過
去
最
悪
を
記
録

し
、
負
傷
者
数
は
二
年
連
続
し
て
九
〇
万
人
台
と
な
る
な

ど
予
断
を
許
さ
な
い
状
況
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
た
め
、
今
後
と
も
交
通
安
全
施
設
等
の
整
備
拡
充

に
努
め
、
安
全
、
円
滑
か
つ
快
適
な
道
路
交
通
環
境
の
確



補
助
の
途
が
開
か
れ
た
。

ま
た
、
昭
和
四
○
年
度
に
警
察
及
び
道
路
管
理
者
は
、

直
轄
国
道
の
う
ち
一
○
路
線
約
五
五
〇
如
の
モ
デ
ル
路
線

を
選
定
し
、
交
通
安
全
施
設
等
の
整
備
と
そ
の
効
果
に
つ

い
て
の
共
同
研
究
を
行
う
な
ど
、
従
前
の
体
制
下
で
交
通

安
全
施
設
等
の
整
備
に
努
め
て
き
た
。

し
か
し
、
交
通
安
全
施
設
等
の
整
備
に
つ
い
て
は
、
主

と
し
て
地
方
公
共
団
体
の
責
務
と
考
え
ら
れ
、
ま
た
、
道

路
改
良
延
長
を
延
ば
す
こ
と
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
た
従

前
の
体
制
の
下
で
、
指
定
区
間
外
の
一
般
国
道
、
都
道
府

県
道
、
市
町
村
道
に
お
け
る
整
備
は
、
制
度
的
に
も
予
算

的
に
も
国
の
助
成
措
置
が
十
分
で
な
か
っ
た
こ
と
、
当
時

の
地
方
財
政
の
窮
状
な
ど
に
よ
り
、
そ
の
実
施
を
ま
す
ま

す
困
難
に
し
て
い
た
。

2

｢交
通
安
全
施
設
等
整
備
事
業
に
関
す
る
緊
急
措
置

法
｣
の
制
定

交
通
事
故
の
急
増
と
い
う
事
態
に
対
処
す
る
た
め
、
国

は
人
命
の
尊
重
が
な
に
も
の
に
も
優
先
す
る
こ
と
を
確
認

し
、
昭
和
四
一
年
一
月
一
三
日

｢交
通
事
故
防
止
の
徹
底

を
図
る
た
め
の
緊
急
対
策
に
つ
い
て
｣
(交
通
対
策
本
部
決

定
)
を
決
定
し
、
そ
の
第
一
に

｢交
通
安
全
施
設
の
整
備
、

拡
充
｣
を
掲
げ
て
、
こ
れ
を
緊
急
か
つ
強
力
に
推
進
す
る

こ
と
と
し
た
。

こ
う
し
た
施
策
を
強
力
に
推
進
す
る
た
め
に
は
、
交
通

安
全
施
設
等
の
整
備
に
つ
い
て
、
国
の
責
務
を
明
確
に
し
、

さ
ら
に
そ
の
整
備
に
積
極
的
に
参
加
す
る
た
め
、
国
が
交

通
安
全
施
設
等
の
整
備
を
実
施
す
べ
き
道
路
を
指
定
し
、

そ
の
整
備
の
た
め
の
計
画
を
定
め
、
指
定
道
路
の
整
備
に

要
す
る
費
用
に
つ
い
て
助
成
を
行
う
な
ど
交
通
安
全
施
設

等
の
整
備
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
を
法
定
す
る
こ
と
が
、

交
通
事
故
防
止
の
た
め
に
最
も
効
果
的
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
た
。

こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
交
通
事
故
が
多
発
し
て
い
る

道
路
そ
の
他
緊
急
に
交
通
の
安
全
を
確
保
す
る
必
要
が
あ

る
道
路
に
つ
い
て
、
総
合
的
な
計
画
の
下
に
交
通
安
全
施

設
等
整
備
事
業
を
実
施
す
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
れ
ら
の
道

路
に
お
け
る
交
通
環
境
の
改
善
を
行
い
、
も
っ
て
交
通
事

故
の
防
止
を
図
り
、
あ
わ
せ
て
交
通
の
円
滑
化
に
資
す
る

こ
と
を
目
的
と
し
て
、
｢交
通
安
全
施
設
等
整
備
事
業
に
関

す
る
緊
急
措
置
法
｣
が
昭
和
四
一
年
三
月
三
一
日
に
第
五

一
回
国
会
で
可
決
成
立
し
、
関
連
の
法
令
と
と
も
に
同
年

四
月
一
日
に
公
布
施
行
さ
れ
た
。

三

交
通
安
全
施
設
等
整
備
事
業
五
箇
年
計
画

策
定
の
手
続
き

(図
1
参
照
)

1

特
定
交
通
安
全
施
設
等
整
備
事
業
を
実
施
す
べ
き
道

路
の
指
定

の

事
業
の
対
象
道
路

一
般
に
道
路
と
呼
ば
れ
る
も
の
に
は
、
道
路
法
及
び
道

路
運
送
法
に
規
定
す
る
道
路
が
あ
る
が
、
道
路
運
送
法
に

規
定
さ
れ
て
い
る
自
動
車
道
、
認
定
外
道
路
、
私
道
等
は
、

そ
の
事
業
者
が
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
の
が
法
の
建
前
と

な
っ
て
い
る

(道
路
運
送
法
第
六
八
条
)
こ
と
な
ど
に
よ

り
、
こ
の
法
律
の
交
通
安
全
施
設
等
整
備
事
業
の
対
象
と

せ
ず
、
道
路
法
に
規
定
し
て
い
る
道
路
と
し
て
い
る

(法

第
二
条
第
一
項
)。

②

道
路
の
指
定
基
準

交
通
安
全
施
設
等
の
整
備
は
地
域
レ
ベ
ル
で
の
計
画
の

も
と
、
都
道
府
県
公
安
委
員
会
及
び
道
路
管
理
者
の
責
務

に
よ
り
主
体
的
に
行
う
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
が
、
こ

の
う
ち
、
国
が
費
用
の
負
担
･
補
助
を
す
る
事
業
を
特
定

交
通
安
全
施
設
等
整
備
事
業
と
し
て
位
置
づ
け
、
事
業
を

実
施
す
る
道
路
を
指
定

(｢指
定
道
路
｣)
す
る
。
指
定
道

路
は
、
建
設
大
臣
及
び
国
家
公
安
委
員
会
が
主
導
的
に
交

通
事
故
が
多
発
し
て
い
る
道
路
や
緊
急
に
交
通
の
安
全
を

確
保
す
る
必
要
が
あ
る
道
路
の
区
間
を
指
定
す
る
こ
と
と

し
て
い
る

(法
第
六
条
第
一
項
)。

指
定
道
路
の
指
定
基
準
は
、
施
行
規
則
第
一
条
に
定
め

ら
れ
て
お
り
、
道
路
の
区
間

(概
ね
二
-
-
○
如
)
に
つ

い
て
次
の
基
準
に
該
当
す
る
か
を
判
断
の
う
え
指
定
さ
れ

る

(表
1
)
。

①

第
1
号
…
｢当
該
道
路
の
区
間
に
お
け
る
一
日
当
た

り
の
自
動
車
及
び
原
動
機
付
自
転
車
の
交
通
量
が
表
1

の
上
欄
に
掲
げ
る
交
通
量
に
該
当
し
、
か
つ
、
当
該
道

路
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
数
値
以
上

で
あ
る
も
の
｣
(施
行
規
則
第
一
条
第
一
項
第
一
号
)。

②

第
2
号
…
①
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
ほ
か

｢付
近
に



保
育
所
、
幼
稚
園
、
小
学
校
又
は
児
童
公
園
が
あ
る
こ

と
、
市
街
地
を
形
成
し
て
い
る
地
域
内
に
あ
り
、
か
つ
、

交
通
が
著
し
く
ふ
く
そ
う
し
て
い
る
こ
と
そ
の
他
特
殊

の
事
情
に
よ
り
交
通
事
故
が
多
発
す
る
お
そ
れ
が
大
き

い
と
認
め
ら
れ
る
も
の
｣。
(施
行
規
則
第
一
条
第
一
項

第
二
号
)

③

道
路
の
指
定
の
手
続
き

道
路
の
指
定
は
、
国
家
公
安
委
員
会
及
び
建
設
大
臣
が

行
う
が
、
指
定
基
準
に
該
当
す
る
道
路
で
あ
っ
て
も
交
通

道 路 管 理 者
(市町村道 )

県
会

条

　
　

　

道
安

都
公

)

案計画の案

(H 8.6.30提出)

総合交通安全施設等整備事業五箇年計画

(H 8,7,31提出)

国家公安委員会 ･建設大臣

(参考)
一
0
、
0
0
0
台
以
上

七
、
五
〇
〇
台
以
上

一
0
、
0
0
0
台
未
満

五
、
0
0
0
台
以
上

七
、
0
0
0
台
未
満

三
、
0
0
0
台
以
上

五
、
○
○
0
台
未
満

一
、
○
○
0
台
以
上

三
、
0
0
0
台
未
満

五
〇
〇
台
以
上

一
、
○
○
0
台
未
満

交

通

量

事故率
交通量 も Q

J

n
〉
獲れ鷲

“̂U
1
4

1
具
~ Q

Y

n
V
Q
J

に
J
1上

1
4
~ ]̂〉

n
U
“
"

A
V
り
“

リ
ム
~ Q

J

n
U
Q
J

に
U
リ
ム

リ
ム
~

0
上

即
以

600 ~ 900 ′麟
QJ?“nUL

M ネ娑
qJ‘4AV3

つ 、薙孝※
五
O

一
0
O

一
五
O

二
0
O

二
五
O

三
0
O

交
通
事
故
死
傷
率

QJワーnU“n" %※メ※
QJハリnUEU曇

り 考拷猪財※
蝋◎ メゾゾ鬚メ謠

(注)斜線の部分が基準に該当しているものを示す。

安
全
事
業
を
実
施
す
る
こ
と
以
外
の
方
法
に
よ
り
、
緊
急

か
つ
効
果
的
に
交
通
事
故
を
防
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
と

認
め
ら
れ
る
と
き
は
指
定
が
行
わ
れ
な
い
の
で
、
事
前
に
、

関
係
都
道
府
県
公
安
委
員
会
及
び
当
該
道
路
の
道
路
管
理

者
の
意
見
を
き
い
て
指
定
す
る

(第
六
条
第
二
項
)。
ま

表 1 特定交通安全施設等整備事業を実施すべき道路の指定の基準

た
、
道
路
の
指
定
を
し
た
と
き
は
、

道
路
の
種
類
、
路
線
名
及
び
区
間

を
官
報
で
告
示
す
る

(第
六
条
第

三
項
･
施
行
規
則
第
二
条
)
こ
と

特定繭輻湊蓬増螫等蝉暮馨鉢計画

法　
　

　
鞠

る図 - ｢交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法｣ に
基づく五箇年計画の策定の流れ

に
な
}
っ
て

い
る
。

2

特
定
交
通
安
全
施
設
等
整
備
事
業
五
箇
年
計
画
の
作

成
手
続
き
の
概
要

交
通
安
全
施
設
等
整
備
事
業
に
関
す
る
計
画
の
作
成
方

交通事故死傷率 (人/ 億台キロ) =
に

当該道路の区間における 1年間の交通事故による死傷者数 × 1億 関
当該道路の区間における 1日当たりの ×蘂 × 当該道路の区間の延長 落
自動車及び原動機付自転車の交通量 (単位 キロナトル) 言

者
)

)

道

道

彗

県

管

姓

府

姥

道
一
都

道

(

(

計画の案
(第4条)

都 、 県
公 安 委 員 会



法
は
、
い
わ
ゆ
る
積
み
上
げ
方
式
を
と
っ
て
お
り
、
ま
ず
、

緊
急
に
交
通
の
安
全
を
確
保
す
る
必
要
の
あ
る
市
町
村
道

に
つ
い
て
、
都
道
府
県
公
安
委
員
会
及
び
市
町
村
道
の
道

路
管
理
者
で
あ
る
市
町
村
が
協
議
に
よ
り
、
交
通
安
全
施

設
等
整
備
事
業
に
関
す
る
計
画
の
葉
を
作
成

(市
町
村
計

画
)
し
、
都
道
府
県
公
安
委
員
会
及
び
都
道
府
県
に
提
出

す
る

(第
三
条
)。

都
道
府
県
公
安
委
員
会
及
び
都
道
府
県
は
、
協
議
に
よ

り
、
緊
急
に
交
通
の
安
全
を
確
保
す
る
必
要
の
あ
る
一
般

国
道
、
都
道
府
県
道
及
び
建
設
大
臣
が
道
路
管
理
者
で
あ

る
市
町
村
道
に
つ
い
て
、
交
通
安
全
施
設
等
整
備
事
業
に

関
す
る
計
画
の
案
を
作
成
し
、
市
町
村
計
画
と
を
調
整
し

て
、
都
道
府
県
毎
の
総
合
的
な
計
画
を
示
し
た
総
合
交
通

安
全
施
設
等
整
備
事
業
五
箇
年
計
画
を
作
成
し
、
国
家
公

安
委
員
会
及
び
建
設
大
臣
に
提
出
す
る

(第
四
条
)。

国
家
公
安
委
員
会
及
び
建
設
大
臣
は
、
提
出
さ
れ
た
総

合
交
通
安
全
施
設
等
整
備
事
業
五
箇
年
計
画
の
提
出
を
待

っ
て
、
そ
の
う
ち
費
用
の
一
部
を
負
担
し
、
ま
た
は
補
助

す
る
も
の
を
特
定
交
通
安
全
施
設
等
整
備
事
業
と
し
て
位

置
づ
け
、
そ
の
五
箇
年
計
画
の
薬
を
作
成
し
、
閣
議
の
決

定
を
求
め
る
(第
七
条
第
一
項
･
第
二
項
)。
ま
た
、
閣
議

決
定
が
あ
っ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
総
合
交
通
安
全
施

設
等
整
備
事
業
五
箇
年
計
画
を
取
り
ま
と
め
た
資
料
を
添

え
て
官
報
に
掲
載
し
て
公
表
す
る

(第
七
条
第
四
項
)。

四

こ
れ
ま
で
の
交
通
安
全
施
設
等
整
備
事
業

に
関
す
る
計
画
の
変
遷

(表
2
･
表
3
参
照
)

ゆ

第
ー
次
三
箇
年
計
画

(昭
和
四
一
;
四
三
年
度
)

昭
和
園
一
年
に
制
定
さ
れ
た

｢交
通
安
全
施
設
等
整
備

事
業
に
関
す
る
緊
急
措
置
法
｣
に
基
づ
き
、
第
1
次
三
箇

年
計
画
が
策
定
さ
れ
た
。

こ
れ
に
よ
り
、
こ
れ
ま
で
の
交
通
安
全
施
設
の
整
備
は

全
て
が
地
方
公
共
団
体
の
責
務
で
あ
る
と
い
う
考
え
を
転

表 2 交通安全施設等整備事業計画の推移 (事業費単位 :億円)

計‐ 画
通
等
業

麓
鰤

特
安
整

通
等
業綴総

地
安
整

)
定

日

考
決

備
議

月

(
閣
年

第 1 次三箇年計画
( S 41 ~ 43)

者
会

理
員
十

管
委
据

路
安
イ

道
公 残癈 ⑭⑬②

昭和42年12月 1 日
(変更)

第 2 次三箇年計画
( S 44 ~ 46)

者
会

理
員
十

管
委
据

路
安
イ

道

公 纖饑 ㈱鷁 昭和44年12月 2 日

第 1 次五箇年計画
( S 46 ~ 50)

者
会

理
員
十

管
委
据

路
安
f

道
公 麟 臘 昭和48年 2月20日

(変更)

第 2 次五箇年計画
( S 51 ~ 55)

者
会

理
員
十

管
委
絹

路
安
f

道
公 那

加 獲 昭和51年11月 9 日

第 3 次五箇年計画
( S 56 ~ 60)

者
会

理
員
十

管
委
精

路
安
イ

道
公 "総 癈 日

【“月は鉾にU飜

第 4 次五箇年計画
( S 61 ~ H 2 )

者

会

理

員

十

管

委

精

路

安

イ

道

公

則即
@観
測椰

@
13

1
@
M

纖
鰓

加月11碎b̂和昭

第 5 次五箇年計画
( H 3 ~ H 7 )

聯
鯰
十

管

委

濡

路

安

省

道

公

600
500
100
650
700
150

を
18

1
@
20

嘲
鍔 目

【“月は年戦

第 6 次五箇年計画
( H 8 ~ H 12)

者

会

理

員

十

管

委

据

路

安

イ

道

公

即撫
"則
御如

G
24

2
6
26

辯

鸚
一H一13月12年域

(注) 1 .第 1次三箇年計画の地方単独交通安全施設等整備事業は、昭和42~ 43年度の
二箇年分の通学路分のみである。

2 ,第 4次、 第 5次、 第 6次五箇年計画の特定交通安全施設等整備事業の上段
( ) 書は、 調整費分で内書である。

換
し
、
交
通
事
故
の
防
止
に
お
い
て
特
に
重
要
な
道
路
の

交
通
安
全
施
設
等
の
整
備
に
つ
い
て
は
、
国
の
責
務
を
明

2

確
に
し
、
国
が
積
極
的
に
参
加
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
。
Q

第
1
次
三
箇
年
計
画
に
お
い
て
は
、
事
業
目
標
を

｢交

　

通
安
全
施
設
等
の
整
備
に
よ
る
交
通
環
境
の
改
善
を
行
い
、
瀞

も
っ
て
交
通
事
故
の
防
止
を
図
り
、
あ
わ
せ
て
交
通
の
円

滑
化
に
資
す
る
こ
と
｣
に
置
き
、
特
に
、
歩
行
者
の
交
通

事
故
の
防
止
を
図
る
た
め
、
歩
道
、
防
護
柵
、
横
断
歩
道

橋

(地
下
横
断
歩
道
を
含
む
。)、
道
路
照
明
灯
、
道
路
標



表 3 これまでの五箇年計画の指定道路の推移 (単位 :km)

指定別 次 次 次 次 次 次

1 号指定鰍
a

%

7

0
,
認

7

@

L

%
郎
鰡

鎚
鰓

り"
、
′

1

%
詫
璽

鋭
い

G

%
3

9
,
↑ご

AU L

%
凱
狙

硯
色

2 号指定纖
Û
、′

Q

%

09

8
,
M

6

0
4

%
野
鰓

生

%
55

8

Z

m

m

(

&

%
範
ユ

Z

@
n “丁

、′

2

%
卸
ユ

3

6

露

計 蹴
AV
、′

9

%
76

6

&

琉

13

(

AU
、′

5

%

41

2

&

M

15
(

5

%
野
崎

&

@
16 4

%

30

0

a

侶
18 にU

、′

3

%

れ

ユ

6

@
蜷

識
等
を
、
車
両
の
交
通
事
故
の
防
止
を
図
る
た
め
、
交
差

点
改
良
、
車
両
停
車
帯
(バ
ス
停
)、
中
央
分
離
帯
、
緩
速

車
道
(自
転
車
、
荷
車
等
の
通
行
用
)、
視
距
改
良
、
視
線

誘
導
標
、
道
路
反
射
鏡
等
の
交
通
安
全
施
設
等
の
整
備
を

実
施
す
る
も
の
と
さ
れ
た
。

②

通
学
路
事
業
計
画

(昭
和
四
四
5
四
六
年
度
)

通
学
路
に
お
け
る
交
通
安
全
対
策
は
、
緊
急
措
置
法
等

に
よ
り
措
置
さ
れ
て
き
た
が
、
通
学
児
童
等
の
交
通
事
故

の
多
発
、
踏
切
道
に
お
け
る
重
大
事
故
の
発
生
状
況
に
鑑

み
、
第
五
五
特
別
国
会
に
お
い
て
通
学
路
に
係
る
交
通
安

全
施
設
等
の
整
備
及
び
踏
切
道
の
構
造
改
良
等
に
関
す
る

緊
急
措
置
法

(以
下
、
通
学
路
法
と
い
う
。)
葉
が
議
員
提

出
法
案
と
し
て
提
出
、
可
決
さ
れ
、
昭
和
四
二
年
七
月
三

一
日
公
布
さ
れ
た
。

こ
れ
に
よ
り
、
公
安
委
員
会
及
び
道
路
管
理
者
は
、
通

学
路
に
お
け
る
交
通
安
全
施
設
等
整
備
事
業
に
関
す
る
計

画
を
作
成
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
。

ま
た
、
関
連
し
て
交
通
安
全
施
設
等
整
備
事
業
三
箇
年

計
画
が
閣
議
で
変
更
決
定
さ
れ
、
通
学
児
童
及
び
幼
児
の

交
通
事
故
防
止
を
図
る
た
め
通
学
路
に
歩
道
、
防
護
柵
、

横
断
歩
道
橋
等
を
整
備
す
る
こ
と
と
し
た
。

③

第
2
次
三
箇
年
計
画

(昭
和
四
四
5
四
六
年
度
)

第
2
次
三
箇
年
計
画
に
お
い
て
は
、
交
通
安
全
対
策
特

別
交
付
金
を
地
方
が
自
主
的
に
行
う
地
方
単
独
事
業
の
財

源
に
充
て
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
地
方
公
共

団
体
に
対
す
る
二
種
事
業
の
助
成
は
廃
止
さ
れ
た
。

こ
の
た
め
、
交
通
安
全
施
設
等
整
備
事
業
は
緊
急
に
交

通
の
安
全
を
確
保
す
る
必
要
の
あ
る
道
路
に
つ
い
て
行
う

事
業
と
さ
れ
、
地
方
単
独
事
業
を
含
む
も
の
と
さ
れ
た
。

ま
た
、
指
定
道
路
に
つ
い
て
国
が
負
担
又
は
助
成
し
て

行
う
事
業
を
新
た
に
特
定
交
通
安
全
施
設
等
整
備
業
と
定

義
さ
れ
た
。

な
お
、
第
2
次
三
箇
年
計
画
に
お
い
て
、
市
町
村
道
の

通
学
路
事
業
の
補
助
率
の
か
さ
上
げ
及
び
地
方
単
独
事
業

の
計
画
化
が
行
わ
れ
た
た
め
、
通
学
路
法
は
吸
収
さ
れ
廃

止
さ
れ
た
。

◎

第
1
次
五
箇
年
計
画

(昭
和
四
六
,
五
〇
年
度
)

増
加
の
一
途
を
た
ど
る
交
通
事
故
に
歯
止
め
を
か
け
る

た
め
、
昭
和
四
五
年
に
交
通
安
全
対
策
基
本
法
が
制
定
さ

れ
、
昭
和
四
六
年
度
を
初
年
度
と
す
る
五
箇
年
間
の

｢陸
、

海
、
空
｣
の
交
通
の
安
全
に
関
す
る
総
合
的
な
施
策
の
大

綱
を
示
す
交
通
安
全
基
本
計
画
が
策
定
さ
れ
た
。

こ
の
基
本
計
画
に
お
い
て
は
、
交
通
安
全
施
設
の
整
備

を
第
一
の
柱
と
し
て
位
置
づ
け
た
が
、
こ
れ
と
の
関
係
で

第
2
次
三
箇
年
計
画
を
途
中
拡
大
訂
正
し
、
新
た
に
昭
和

四
六
年
度
を
初
年
度
と
す
る
交
通
安
全
施
設
等
整
備
事
業

五
箇
年
計
画
を
策
定
し
た
。

都
道
府
県
公
安
委
員
会
及
び
道
路
管
理
者
は
指
定
区
間

内
の
一
般
国
道
か
ら
市
町
村
道
に
至
る
全
て
の
一
般
道
路

を
対
象
と
し
た
総
合
的
な
計
画

(総
合
交
通
安
全
施
設
等

整
備
事
業
五
箇
年
計
画
)
を
策
定
す
る
こ
と
と
し
、
現
在

の
交
通
安
全
施
設
等
整
備
事
業
に
関
す
る
計
画
策
定
の
ス

キ
ー
ム
が
確
立
し
た
。

新
規
事
業
と
し
て
、
自
転
車
道
、
自
転
車
歩
行
者
道
、

自
転
車
専
用
道
路
、
自
転
車
歩
行
者
専
用
道
路
及
び
歩
行

者
専
用
道
路
の
設
置
を
加
え
る
と
と
も
に
、
歩
道
等
の
整

備
を
重
点
的
に
進
め
た
こ
と
も
あ
り
、
五
箇
年
間
に
歩
行

者
の
死
者
数
を
半
減
す
る
と
い
う
交
通
安
全
基
本
計
画
の

目
標
を
ほ
ぼ
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

③

第
2
次
五
箇
年
計
画

(昭
和
五
一
;
五
五
年
度
)

第
2
次
五
箇
年
計
画
に
お
い
て
は
、
新
規
事
業
と
し
て
、
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路
肩
改
良
を
追
加
し
て
歩
道
･
自
転
車
道
の
整
備
を
重
点

的
に
実
施
し
た
ほ
か
、
自
転
車
駐
車
場
の
追
加
な
ど
整
備

の
拡
充
が
図
ら
れ
た
。
ま
た
、
道
路
の
指
定
基
準
が
大
幅

に
変
更
さ
れ
、
指
定
道
路
が
大
幅
に
増
加
し
た
。
こ
の
よ

う
な
事
業
の
着
実
な
推
進
に
努
め
る
た
め
、
計
画
規
模
の

高
い
伸
び
を
確
保
し
、
ほ
ぼ
一
〇
0
%
の
達
成
を
も
っ
て

終
了
し
た
こ
と
も
あ
り
、
昭
和
四
五
年
の
交
通
事
故
死
者

数
の
半
減
と
い
う
交
通
安
全
基
本
計
画
の
目
標
に
つ
い
て

概
ね
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

⑩

第
3
次
五
箇
年
計
画

(昭
和
五
六
;
六
〇
年
度
)

第
3
次
五
箇
年
計
画
に
お
い
て
は
、
新
規
事
業
と
し
て
、

道
路
情
報
提
供
措
置
の
設
置
が
追
加
さ
れ
、
都
市
部
等
に

お
い
て
通
過
交
通
を
抑
制
し
、
歩
行
者
優
先
の
道
づ
く
り

を
目
指
す

｢
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
道
路
｣
の
整
備
を
創
設
し
、

歩
道
等
の
整
備
の
一
環
と
し
て
実
施
す
る
こ
と
と
し
た
。

昭
和
五
九
年
か
ら
は
、
人
と
車
の
調
和
し
た
道
づ
く
り

に
よ
り
暮
ら
し
や
す
い
生
活
環
境
の
確
保
を
図
る
と
い
う

ロ
ー
ド
ビ
ア
構
想
を
提
案
し
、
幹
線
道
路
に
囲
ま
れ
た
住

宅
地
域
等
に
お
い
て
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
道
路
整
備
、
広
幅
員

の
歩
道
整
備
、
交
通
規
制
等
、
面
的
な
総
合
的
な
交
通
安

全
対
策
を
実
施
す
る
住
区
総
合
交
通
安
全
モ
デ
ル
事
業
を

実
施
し
た
。

の

第
4
次
五
箇
年
計
画

(昭
和
六
一
年
度
5
平
成
二
年

度
)

第
4
次
五
箇
年
計
画
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
歩
行

者
や
自
転
車
に
重
点
を
お
い
た
対
策
に
加
え
、
法
の
趣
旨

の
一
つ
で
あ
る

｢円
滑
｣
に
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、

車
両
に
対
す
る
対
策
が
充
実
し
た
。

新
規
事
業
と
し
て
、
登
坂
車
線
の
設
置
が
追
加
さ
れ
た

が
、
こ
れ
は
車
の
円
滑
化
を
主
体
と
し
た
線
的
な
対
策
と

し
て
、
今
ま
で
の
対
策
と
発
想
が
異
な
る
。

ま
た
、
車
両
の
交
通
安
全
対
策
の
典
型
で
あ
る
交
差
点

改
良
に
つ
い
て
も
、
事
業
費
の
大
幅
拡
充
及
び
事
業
の
限

度
額
の
大
幅
な
引
き
上
げ
が
な
さ
れ
た
。

歩
行
者
及
び
自
転
車
の
対
策
に
お
い
て
も
利
用
者
ニ
ー

ズ
の
変
化
に
対
応
し
、
で
き
る
限
り
幅
の
広
い
歩
道
等
の

整
備
な
ど
、
安
全
で
快
適
な
質
の
高
い
整
備
に
努
め
る
こ

と
と
し
、
歩
道
等
の
整
備
計
画
延
長
を
の
ば
す
こ
と
を
主

と
し
た
旧
計
画
の
考
え
方
を
改
め
た
内
容
と
な
っ
て
い
る
。

③

第
5
次
五
箇
年
計
画

(平
成
三
5
七
年
度
)

第
5
次
五
箇
年
計
画
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
計
画

に
は
な
か
っ
た
駐
車
対
策
と
事
故
分
析
シ
ス
テ
ム
を
基
本

方
針
と
し
た
ほ
か
、
高
齢
者
に
つ
い
て
の
配
慮
を
主
要
事

項
の
柱
と
し
て
位
置
づ
け
、
こ
れ
ま
で
の

｢歩
行
者
及
び

自
転
車
の
安
全
確
保
｣
や

｢安
全
か
つ
円
滑
な
自
動
車
交

通
の
確
保
｣
な
ど
と
併
せ
実
施
さ
れ
た
。

新
規
事
業
と
し
て
は
、
付
加
車
線
、
自
動
車
駐
車
場
、

地
点
標
を
追
加
し
、
ま
た
、
道
路
の
指
定
基
準
に
つ
い
て

は
、
交
通
量
の
増
加
、
交
通
事
故
の
発
生
状
況
に
鑑
み
変

更
さ
れ
、
指
定
道
路
が
大
幅
に
増
加
し
た
。

五

第
6
次
特
定
交
通
安
全
施
設
等
整
備
事
業

五
箇
年
計
画
に
つ
い
て

1

法
令
等
の
改
正
概
要

総
合
的
な
交
通
安
全
対
策
を
実
施
す
る
た
め
、
第
一
三

六
回
国
会
の
審
議
を
経
て
、｢交
通
安
全
施
設
等
整
備
事
業

に
関
す
る
緊
急
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
｣
(平
成

八
年
法
律
第
二
五
号
)
を
平
成
八
年
三
月
三
一
日
に
改
正

し
、
平
成
八
年
度
以
降
の
五
箇
年
間
に
お
い
て
実
施
す
べ

き
交
通
安
全
施
設
等
整
備
事
業
に
関
す
る
計
画
を
定
め
る

こ
と
と
し
た
。
ま
た
、
同
時
に
交
通
安
全
施
設
等
整
備
事

業
を
拡
充
す
る
た
め

｢交
通
安
全
施
設
等
整
備
事
業
に
関

す
る
緊
急
措
置
法
施
行
令
及
び
道
路
法
施
行
令
の
一
部
を

改
正
す
る
政
令
｣
(平
成
八
年
政
令
第
八
八
号
)
を
改
正

し
、
｢歩
車
共
存
道
路
｣
に
関
す
る
事
業
を
新
た
に
交
通
安

全
施
設
等
整
備
事
業
と
し
て
追
加
し
た
。
な
お
、
法
律
･

政
令
は
、
と
も
に
四
月
一
日
か
ら
施
行
さ
れ
た
。

2

第
6
次
特
定
交
通
安
全
施
設
等
整
備
事
業
を
実
施
す

べ
き
道
路
の
指
定
に
つ
い
て

第
6
次
計
画
に
お
け
指
定
道
路
の
延
長
は
、
表
4
の
と

お
り
で
あ
り
、
平
成
八
年
一
二
月
六
日
に
道
路
の
指
定
が

行
わ
れ
、
同
日
官
報
に
掲
載
し
て
公
示
が
行
わ
れ
た
。



特
定
交
通
安
全
施
設
等
整
備
事
業
五
箇
年
計
画
に
つ
い
て

交
通
安
全
施
設
等
整
備
事
業
に
関
す
る
緊
急
措
置
法

(昭
和
四
一
年
法
律
第
四
五
号
)
第
七
条
に
規
定
す
る
特

定
交
通
安
全
施
設
等
整
備
事
業
五
箇
年
計
画
を
次
の
と
お

り
定
め
る
o

1

特
定
交
通
安
全
施
設
等
整
備
事
業
の
実
施
の
目
標

最
近
に
お
け
る
交
通
事
故
の
発
生
の
状
況
に
か
ん
が

み
、
緊
急
に
交
通
の
安
全
を
確
保
す
る
必
要
が
あ
る
道

路
に
つ
い
て
、
新
た
に
平
成
八
年
度
を
初
年
度
と
す
る

特
定
交
通
安
全
施
設
等
整
備
事
業
五
箇
年
計
画
を
作
成

し
、
国
及
び
地
方
公
共
団
体
が
一
体
と
な
っ
て
総
合
的

な
計
画
の
下
に
特
定
交
通
安
全
施
設
等
整
備
事
業
を
実

施
す
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
れ
ら
の
道
路
に
お
け
る
交
通

環
境
の
改
善
を
行
い
、
交
通
事
故
の
防
止
を
図
り
、
併

せ
て
交
通
の
円
滑
化
に
資
す
る
も
の
と
す
る
。

こ
の
計
画
に
お
い
て
は
、
主
と
し
て
次
に
掲
げ
る
事

業
を
行
う
も
の
と
し
、
そ
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
歩

行
者
及
び
自
転
車
利
用
者
、
特
に
、
高
齢
化
の
進
行
に

伴
い
今
後
と
も
交
通
事
故
の
増
加
が
懸
念
さ
れ
る
高
齢

者
並
び
に
児
童
、
幼
児
及
び
障
害
者
の
交
通
の
安
全
を

確
保
す
る
と
と
も
に
、
併
せ
て
車
両
の
交
通
の
安
全
を

3

第
6
次
特
定
交
通
安
全
施
設
等
整
備
事
業
五
箇
年
計

画第
6
次
五
箇
年
計
画
に
つ
い
て
は
、
平
成
七
年
二
月
九

日
に
そ
の
事
業
規
模
に
つ
い
て
閣
議
了
解
が
な
さ
れ
、
法

律
等
の
改
正
を
受
け
て
策
定
作
業
を
進
め
、
平
成
八
年
一

二
月
一
三
日
閣
議
決
定
さ
れ
、
同
月
一
九
日
官
報
に
掲
載

し
て
公
示
が
行
わ
れ
た
。
閣
議
決
定
さ
れ
た
特
定
交
通
安

全
施
設
等
整
備
事
業
五
箇
年
計
画
は
次
の
通
り
。

表 4 第 6次五箇年計画の道路の指定状況 (単位 :km)

区 分
指 定 道 路 延 長 要

鱗
摘
詳1 号 ( B ) 2 号 ( C ) 計 (D )

一 般 国 道憾⑲猟 @鰔
46
.
5 %

主 要 地 方 道 鯲蹴 @猟⑳緘
現踞

一般都道府県道 鰄纖⑳鰔鰄鰔
%硯

市 町 村 道 鰔猟“鰄 e鰔
税榴

計 鰔鰓 @繊螂鰔
叱硯

(注) 上段 ( ) 書きは、 内書きで通学路を示す。

確
保
す
る
こ
と
を
重
点
に
、
交
通
事
故
の
実
態
を
的
確

に
把
握
す
る
た
め
の
調
査
、
分
析
及
び
こ
れ
に
基
づ
い

た
交
通
事
故
多
発
箇
所
等
に
お
け
る
対
策
の
体
系
的
な

実
施
を
、
最
先
端
の
情
報
通
信
技
術
も
活
用
し
つ
つ
行

う
な
ど
、
交
通
事
故
の
態
様
、
交
通
及
び
道
路
の
状
況

等
を
考
慮
し
て
、
効
果
的
に
交
通
事
故
を
防
止
し
、
併

せ
て
円
滑
な
自
動
車
交
通
を
確
保
す
る
よ
う
に
配
意
す

る
も
の
と
す
る
。

の

歩
行
者
及
び
自
転
車
利
用
者
(以
下
｢歩
行
者
等
｣

と
い
う
。)
の
交
通
事
故
を
防
止
す
る
た
め
の
事
業

イ

車
両
と
歩
行
者
等
の
交
通
が
分
離
さ
れ
て
い
な

い
た
め
歩
行
者
等
の
交
通
事
故
が
発
生
す
る
お
そ

れ
が
大
き
い
と
認
め
ら
れ
る
道
路
に
は
、
歩
道
、

自
転
車
歩
行
者
道
等
(以
下
｢歩
道
等
｣と
い
う
。)

を
整
備
す
る
こ
と
と
し
、
そ
の
際
、
高
齢
者
、
障

害
者
等
の
社
会
参
加
の
機
会
の
増
大
に
も
対
応
し

て
、
平
坦
性
と
快
適
な
通
行
空
間
を
十
分
確
保
し

た
幅
の
広
い
歩
道
等
の
整
備
に
努
め
る
。
ま
た
、

住
居
系
地
区
等
に
お
い
て
、
通
過
交
通
の
進
入
を

抑
え
、
地
区
内
の
生
活
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
、

ハ
ン
プ
や
狭
さ
く
等
が
整
備
さ
れ
た
コ
ミ
ュ
ニ
テ

ィ
道
路
及
び
歩
車
共
存
道
路
等
の
面
的
整
備
と
ゾ

ー
ン
規
制
等
の
交
通
規
制
を
適
切
に
組
み
合
わ
せ

て
、
良
好
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
･
ゾ
ー
ン
の
形
成
を

図
り
、
安
心
し
て
歩
け
る
生
活
環
境
を
整
備
す
る
。

口

歩
行
者
等
が
道
路
を
横
断
す
る
際
に
交
通
事
故



が
発
生
す
る
お
そ
れ
が
大
き
い
と
認
め
ら
れ
る
道

路
に
は
、
信
号
機
の
弱
者
感
応
化
、
歩
行
者
感
応

化
等
の
高
性
能
化
を
行
う
と
と
も
に
、
利
用
し
や

す
い
立
体
横
断
施
設
等
を
整
備
す
る
。

ハ

夜
間
に
お
い
て
歩
行
者
等
の
交
通
事
故
が
発
生

す
る
お
そ
れ
が
大
き
い
と
認
め
ら
れ
る
道
路
に
は
、

道
路
照
明
灯
を
整
備
す
る
。

ニ

そ
の
他
歩
行
者
等
の
交
通
の
安
全
を
確
保
す
る

必
要
が
あ
る
道
路
に
は
、
道
路
標
識
等
を
整
備
し
、

ま
た
、
自
転
車
駐
車
場
を
整
備
す
る
。

②

通
学
路
に
お
け
る
交
通
事
故
を
防
止
す
る
た
め
の

事
業

イ

車
両
と
歩
行
者
の
交
通
が
分
離
さ
れ
て
い
な
い

た
め
児
童
又
は
幼
児
の
交
通
事
故
が
発
生
す
る
お

そ
れ
が
大
き
い
と
認
め
ら
れ
る
通
学
路
に
は
、
歩

道
等
を
整
備
す
る
。

口

児
童
又
は
幼
児
が
道
路
を
横
断
す
る
際
に
交
通

事
故
が
発
生
す
る
お
そ
れ
が
大
き
い
と
認
め
ら
れ

る
通
学
路
に
は
、
信
号
機
、
立
体
横
断
施
設
等
を

整
備
す
る
。

ハ

そ
の
他
児
童
又
は
幼
児
の
交
通
の
安
全
を
確
保

す
る
必
要
が
あ
る
通
学
路
に
は
、
道
路
標
識
等
を

整
備
す
る
。

③

車
両
の
交
通
事
故
を
防
止
す
る
た
め
の
事
業

イ

交
通
の
流
れ
が
円
滑
で
な
い
こ
と
等
の
た
め
車

両
の
交
通
事
故
が
多
発
す
る
お
そ
れ
が
大
き
い
と

認
め
ら
れ
る
道
路
に
つ
い
て
は
、
信
号
機
の
高
度

信
号
機
、
道
路
標
識
及
び
道
路
標
示
の
操
作
、
道

化
改
良
又
は
交
差
点
の
改
良
を
行
う
と
と
も
に
、

交
涌
に
関
す
る
情
艮
の

、
5

斤

"
-云
幸
そ

登
坂
車
線
、
付
加
車
線
、
車
両
停
車
帯
又
は
中
央

帯
を
整
備
す
る
。

口

見
通
し
が
き
か
な
い
こ
と
等
の
た
め
交
通
事
故

が
多
発
す
る
お
そ
れ
が
大
き
い
と
認
め
ら
れ
る
道

路
で
は
、
見
通
し
を
よ
く
す
る
た
め
の
道
路
の
改

築
を
行
い
、
又
は
路
肩
の
改
良
を
行
う
と
と
も
に

防
護
柵
、
道
路
反
射
鏡
等
を
整
備
す
る
。

ハ

夜
間
に
お
い
て
車
両
の
交
通
事
故
が
多
発
す
る

お
そ
れ
が
大
き
い
と
認
め
ら
れ
る
道
路
に
は
、
道

路
照
明
灯
又
は
視
線
誘
導
標
を
整
備
す
る
ほ
か
、

高
速
走
行
抑
止
シ
ス
テ
ム
を
整
備
す
る
。

ニ

多
数
の
路
上
駐
車
の
た
め
安
全
で
円
滑
な
道
路

交
通
が
阻
害
さ
れ
、
追
突
事
故
な
ど
の
交
通
事
故

が
多
発
す
る
お
そ
れ
が
大
き
い
と
認
め
ら
れ
る
都

市
内
の
道
路
に
お
い
て
、
自
動
車
駐
車
場
、
違
法

駐
車
抑
止
シ
ス
テ
ム
等
を
整
備
す
る
。
ま
た
、
都

市
間
の
一
般
道
路
に
お
い
て
、
簡
易
パ
ー
キ
ン
グ

エ
リ
ア
を
整
備
す
る
。

ホ

そ
の
他
特
に
車
両
の
交
通
の
安
全
と
円
滑
を
図

る
必
要
が
あ
る
道
路
に
は
、
道
路
標
識
、
区
画
線

又
は
地
点
標
を
整
備
し
、
ま
た
、
異
常
気
象
時
の

道
路
状
況
に
関
す
る
情
報
等
を
提
供
す
る
道
路
情

報
提
供
装
置
を
整
備
す
る
。

④

交
通
管
制
セ
ン
タ
ー
の
整
備
に
関
す
る
事
業

路
交
通
に
関
す
る
情
報
の
収
集
、
分
析
及
び
伝
達
そ

の
他
の
道
路
に
お
け
る
交
通
の
規
制
を
広
域
に
わ
た

っ
て
総
合
的
に
行
う
た
め
、
新
交
通
管
理
シ
ス
テ
ム

(U
T
M
S
…
□
巳
く
の
易
P
-
弓
門田踰
門
呂
槌目
鯰
日
の己

の
での宿
日
の)
と
し
て
中
央
装
置
や
交
通
情
報
提
供
装

置
を
整
備
す
る
な
ど
交
通
管
制
シ
ス
テ
ム
機
能
を
充

実
･
高
度
化
す
る
。

2

特
定
交
通
安
全
施
設
等
整
備
事
業
の
量

こ
の
計
画
に
お
い
て
は
、
総
額
二
兆
六
、
九
〇
〇
億

円
(調
整
費
三
、
七
〇
〇
億
円
を
含
む
。)
に
相
当
す
る

事
業
を
行
う
も
の
と
し
、
こ
の
う
ち
都
道
府
県
公
安
委

員
会
は
総
額
二
、
一
〇
〇
億
円

(調
整
費
二
〇
〇
億
円

を
含
む
。)、
道
路
管
理
者
は
総
額
二
兆
四
、
八
〇
〇
億

円
(調
整
費
三
、
五
〇
〇
億
円
を
含
む
。)
に
相
当
す
る

事
業
を
行
う
も
の
と
す
る
。

な
お
、
こ
の
計
画
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
財
政
の

健
全
性
の
確
保
に
留
意
し
つ
つ
、
そ
の
促
進
に
努
め
る

こ
と
と
し
、
各
種
事
業
の
整
合
性
の
確
保
を
図
り
、
建

設
コ
ス
ト
の
低
減
等
に
よ
り
効
果
的
･
効
率
的
な
整
備

に
努
め
る
。
ま
た
、
今
後
の
社
会
･
経
済
の
動
向
、
財

政
事
情
等
を
勘
案
し
つ
つ
、
弾
力
的
に
本
計
画
の
実
施

を
図
る
と
と
も
に
、
必
要
に
応
じ
、
そ
の
見
直
し
に
つ

き
検
討
す
る
も
の
と
す
る
。



(参考資料) 特定交通安全施設等整備事業五箇年計画表

区 分
旧五箇年計画 (3 ~ 7 年度) 新五箇年計画 (8 ~ 12年度)

事 業 量 事 業 費 事 業 量 事 業 費

都
道
府
県
公
安
委
員
会

セ
ン
タ
ー

交
通
管
制

中 央 装 置 448.4 ･ 583.4

集 中 制 御 機 (基) 12,000 489 .5 14,000 4 14 .9

交通情報提供装置 (基) 290 36 ,2 1,7 55 126. 3

そ の 他 (注 2 ) 67 .O 245 ,4

小 計 1,04 1. 1 L 370 .O

信改
号良
機

系 統 化 (基) 4,200 104 .9 3,600 52 .8

高 性 能 化 35 3,7 4 20 .4

小 計 468.6 4 73,2

信 号 機 新 設 (基) (27)
119

(0.4)
3.5

(22)
135

(0.3)
4. 3

道 路 標 識 (本) 18 ,8 14 5.O 18 ,82 4 5.4

道 路 標 示 6 .4 6 .4

そ の‘ 他 (注 3 ) 35.4 40 .7

計 1, 550 ,O 1,900 .O

調 整 費 100 .0 200 .O

合 計 1,650 ,O 2, 100 .O

道

路

管

理

者

種

事

業

歩

道

等

(注 5 )
自転車歩行者道 (km)

(5,244)
7 ,069

(7,493.2)
lo,00 3 .4

(3,836)
4,52 7

(7,788.1)
9 ,26 5.O

(注 6 )
歩 道 (km)

(145)
160

(L56,6)
172 .7

(2,002)
2, 52 2

(2,901.4)
3,6 36 .4

小 計 (k威
(5,389)
7, 229

(7,649,8)
10 , 176 . 1

(5,838)
7,049

(10,6 89 .5)

12,90 1,4

交 差 点 改 良 (箇所) 1, 362 1,482 ,1 1,6 53 2, 578.6

(注 7 )
そ の 他

(187.5)
1,054 .7

(460.2)
1,2 47 .O

一 種 計
(7,837.3)

12, 712.9

(11, 149 .7)

16,7 27 .O

種
事
業

道 路 照 明 (基) 38 ,093 228,5 44 ,276 2 68. 1

道 路 標 識 (本) 37,794 504.6 44 ,975 5 39.7

区 画 線 (km) 159 ,670 302.7 147,98 3 29 1.4

道路情報提供装置 (基) 1,665 74 5 .O 1,8 54 1,2 43,2

そ の 他 (注8 ) 1, 406 .3 2,2 30.6

二 種 計 3, 187 .1 4, 573.O

一 種 二 種 計 15, 900 .O 2 1,300 .O

調 整 費 2 ,600 ,O 3,500 .0

合 計 18, 500 .O 24,800 ,O

総 計 20, 150 .0
･ 26,900.O

旧五箇年計画 (3 ~ 7 年度) 新五箇年計画 (8 ~ 1

(注 1 ) 上段 ( ) 書は、 通学路に係る分で内書である。
(注 2 ) その他は、 旧五箇年計画では中央線変移装置、 監視用テレビ、 パス感知器、 高速走行抑止装置

であり、 新五箇年計画では中央線変移装置、 監視用テレビ、 バス感知器、 高速走行抑止装置、
対向車接近表示装置、 情報収集提供装置である。

(注 3 ) その他は、 調査費である。
(注 4 ) 一種事業、 二種事業とは、 それぞれ交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法第 2 条第 3 項

第 2 号イに掲げる事業、 同号ロに掲げる事業をいう。
(注 5 ) 自転車歩行者道は、自転車道、自転車専用道路、自転車歩行者専用道路を含む。
(注 6 ) 歩道は、 歩行者専用道路を含む。
(注 7 ) その他は、 立体横断施設、 中央帯、 視距の改良、 車両停車帯、 路肩改良、 登坂車線、 付加車線

-歩車共存道路である。
(注 8 ) その他は、防護柵、視線誘導標、道路反射鏡、 自転車駐車場、自動車駐車場、 地点標である。



4

第
6
次
五
箇
年
計
画
の
基
本
方
針

(道
路
管
理
者

分
)
(図
2
･
図
3
参
照
)

◎

科
学
的
手
法
に
基
づ
く
事
故
削
減
策
の
集
中
的
実
施

①

事
故
多
発
地
点
緊
急
対
策
事
業
の
実
施

㈱
交
通
事
故
総
合
分
析
セ
ン
タ
ー
の
事
故
デ
ー
タ

路
管
理
者
に
ょ

を
活
用
し
て
、
事
故
多
発
地
点
及
び
そ
の
周
辺
地
域

道
路
等
の
面
的

に
つ
い
て
交
差
点
改
良
、
歩
道
等
の
整
備
、
道
路
照

③

利
用
す
る
視

明
の
設
置
等
の
事
故
削
減
策
を
集
中
的
に
実
施
す
る

交
通
安
全
に
対
す

と
と
も
に
、
調
査
･
分
析
の
充
実
を
図
る
。

が
連
携
し
て
交
通
安

②

道
路
照
明
の
設
置
等
に
よ
る
夜
間
事
故
対
策

域
の
人
々
や
道
路
利

③

自
動
車
駐
車
場
の
整
備

安
全
総
点
検
｣
を
実

公
共
駐
車
場
に
対
す
る
補
助
,
無
利
子
融
資
、
及

六

お
わ
り
に

び
民
間
駐
車
場
に
対
す
る
道
路
開
発
資
金
の
低
利
融

資
に
よ
り
駐
車
場
整
備
を
促
進
す
る
。

最
近
の
交
通
事
故

②

高
齢
者
等
の
社
会
参
加
を
支
援
す
る
歩
行
空
間
の
面

心
と
し
た
自
動
車
乗

的
整
備

ロロ

ヒ

③

｢
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
･
ゾ
ー
ン
形
成
事
業
｣
の
実
施

住
居
系
地
区
等
に
お
い
て
、
通
過
交
通
の
進
入
を

抑
え
、
地
区
内
の
く
ら
し
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
、

公
安
委
員
会
に
よ
る
ゾ
ー
ン
規
制
等
と
あ
わ
せ
て
道

路
管
理
者
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
道
路
、
歩
車
共
存

道
路
等
の
面
的
整
備
を
行
う
。

③

利
用
す
る
視
点
か
ら
の
安
全
へ
の
取
り
組
み

交
通
安
全
に
対
す
る
参
加
意
識
を
高
め
、
行
政
と
市
民

が
連
携
し
て
交
通
安
全
に
取
り
組
ん
で
い
け
る
よ
う
、
地

域
の
人
々
や
道
路
利
用
者
の
主
体
的
参
加
に
よ
る

｢交
通

安
全
総
点
検
｣
を
実
施
す
る
。

可
欠
で
あ
る
。

現
在
、
第
6
次
五
箇
年
計
画
に
基
づ
き
、
交
通
安
全
施

設
等
の
整
備
を
推
進
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
今
後

も
引
き
続
き
、
関
係
機
関
と
連
携
し
て
、
国
と
地
方
が
一

体
と
な
っ
て
交
通
安
全
施
設
等
の
整
備
を
推
進
し
、
安
全

か
つ
円
滑
、
快
適
な
誰
も
が
安
心
し
て
生
活
で
き
る
道
路

交
通
環
境
の
実
現
に
向
け
、
一
層
努
力
し
て
い
く
必
要
が

あ
る
。

①

自
転
車
、
歩
行
者
の
安
全
で
快
適
な
通
行
の
確
保

五
箇
年
間
で
改
築
事
業
と
あ
わ
せ
て
概
ね
二
五
、

0
0
0
蝿

(道
路
延
長
)
の
歩
道
等
の
整
備
を
推
進

す
る
。
う
ち
幅
の
広
い
歩
道
等
を
概
ね
一
二
、
○
○

○
如

(道
路
延
長
)
整
備
す
る
。

②

主
要
施
設
周
辺
等
に
お
け
る
歩
行
空
間
の
確
保

市
街
地
の
駅
、
商
店
街
、
公
共
施
設
等
主
要
施
設

周
辺
及
び
こ
れ
ら
施
設
間
を
結
ぶ
主
要
動
線
に
お
け

る
バ
リ
ア
フ
リ
ー
の
歩
行
空
間
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
整

備
を
推
進
す
る
o

最
近
の
交
通
事
故
の
状
況
は
、
相
変
わ
ら
ず
若
者
を
中

心
と
し
た
自
動
車
乗
車
中
の
事
故
や
夜
間
の
事
故
の
多
発
、

高
齢
者
の
事
故
比
率
の
高
ま
り
な
ど
、
｢第
一
次
交
通
戦

争
｣
と
言
わ
れ
た
昭
和
四
五
年
当
時
の
そ
れ
と
は
異
な
り

を
見
せ
て
い
る
。

ま
た
、
道
路
利
用
者
の
道
路
に
対
す
る
ニ
ー
ズ
は
年
々
、

多
様
化
･
高
度
化
し
て
き
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
状
況
の

中
で
、
道
路
交
通
環
境
の
安
全
性
を
確
立
す
る
た
め
に
は
、

そ
れ
ぞ
れ
に
適
切
に
対
応
し
た
、
総
合
的
な
対
策
が
必
要

で
あ
る
。

こ
の
た
め
、
関
係
機
関
と
連
携
し
て
き
め
細
か
い
事
故

デ
ー
タ
の
調
査
分
析
と
対
策
の
検
討
を
し
、
あ
く
ま
で
も

道
路
利
用
者
の
立
場
に
立
っ
た
対
策
の
重
点
的
実
施
が
不



図 2 新規事業のイメージ図

コミ ュ ニ ティ ･ ソ ー ン形 成事 業

口住居系地区等の総合的な交通安全施策
.ハードとソフトの融合 (公安委員会との連携)

& ぅさく
.住民参加による計画づくり 狭窄

◎歩車共存道路

　　
　
　

　
　　

　
　

一

ミ ハンプ

▲ ミユニティ ･ ゾ - ン コミュニティ道路

スムース歩道



図 3 新規事業のイメージ図

歩車共存道路 (歩道のないコミュニティー道路)
居住系地区等の幅員が狭く歩道等の設置が困難な道路を対象に、 ハンプや狭窄を組み合わせて歩行者等の通行を

優先し、 車の走行を制御した道路。

歩車共存道路

なきまて塒ゞ 靭なるもも詳留醇
t

、 、 ,さもえさ,鱒 ,“ 砂も}
と き,
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平
成
他
年
度
道
路
管
理
瑕
疵
実
態

調
査
結
果
に
つ
い
て

道
路
局
道
路
交
通
管
理
課
訟
務
係

一

は
じ
め
に

毎
年
度
、
年
度
当
初
に
全
国
の
各
道
路
管
理
者

(地
方

建
設
局
、
公
団
、
公
社
、
都
道
府
県
、
指
定
市
、
市
町
村

等
)
に
調
査
依
頼
し
、
当
係
に
お
い
て
と
り
ま
と
め
を
行

っ
て
い
る
道
路
の
設
置
管
理
瑕
疵
事
案
等
に
関
す
る
実
態

調
査
の
集
計
作
業
が
、
本
年
一
月
に
平
成
七
年
度
分
に
つ

い
て
の
集
計
を
終
了
し
た
の
で
、
本
稿
で
そ
の
調
査
結
果

の
概
要
を
紹
介
す
る
。

･
こ
の
調
査
の
対
象
と
な
る
の
は
、
道
路
法
上
の
道
路
の

み
で
あ
り

(
一
部
そ
の
他
の
道
路
も
対
象
と
す
る
調
査
項

目
有
り
)、
調
査
項
目
は
、
七
年
度
に
賠
償
し
た
件
数
･
金

額
、
係
争
中
の
訴
訟
の
状
況
、
七
年
度
に
受
け
た
判
決
、

道
路
賠
償
責
任
保
険
等
で
あ
る
。

一
一
道
路
管
理
瑕
疵
事
故
統
計

道
路
の
管
理
瑕
疵
に
よ
り
、
賠
償
し
た
事
案
の
件
数
及

び
金
額
に
つ
い
て
、
三
年
度
か
ら
七
年
度
の
五
箇
年
を
訴

訟
と
示
談
に
分
け
て
集
計
し
た
も
の
が
表
1
ー
ー
か
ら
表

1
ー
m
ま
で
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
、
表
1
ー
2
か
ら
表
1

ー
前
ま
で
は
、
事
故
態
様
分
類
表
の
態
様
別
の
集
計
と
な

っ
て

い
る
p

な
お
、
訴
訟
と
は
、
判
決
の
ほ
か
、
裁
判
上
の
和
解
、

調
停
に
よ
る
解
決
を
含
み
、
示
談
と
は
、
そ
の
他
の
場
合

を
)
い
)フ
。

表
1
ー
1
の
総
括
表
は
、
直
轄
、
公
団
、
公
社
、
地
方

公
共
団
体

(都
道
府
県
、
指
定
市
、
市
、
町
村
)
の
分
類

に
よ
る
統
計
で
あ
る
が
、
七
年
度
は
訴
訟
に
よ
る
も
の
が

一
〇
件
で
一
九
九
、
一三
ハ
二
千
円
、
示
談
に
よ
る
も
の
が

二
、
二
〇
五
件
で
六
六
七
、
三
一
九
千
円
、
合
計
二
、
二

一
五
件
、
八
六
六
、
六
八
一
千
円
で
あ
り
、
件
数
で
は
約

一
七
%
前
年
度
を
上
回
り
、
金
額
に
お
い
て
も
約
ニ
ハ
%

前
年
度
を
上
回
っ
た

(図
1
i
図
2
)。

こ
の
傾
向
の
要
因
は
、
市
及
び
町
村
を
中
心
と
す
る
地

方
公
共
団
体
に
お
け
る
件
数

(市
及
び
町
村
と
も
約
二
〇

○
件
の
増
加
)
及
び
そ
れ
に
伴
う
金
額
の
増
加
に
よ
る
も

の
で
あ
る

(図
3
ー
図
4
)
。

表
1
ー
ー
に
よ
り
判
る
そ
の
他
の
特
徴
は
、
直
轄
及
び

公
団
に
お
け
る
訴
訟
の
金
額
が
前
年
を
か
な
り
上
回
っ
て

い
る
が
、
こ
れ
は
、
国
及
び
阪
神
高
速
道
路
公
団
を
被
告

と
す
る
環
境
訴
訟
が
確
定
し
、
そ
の
支
払
い
を
行
っ
た
こ

と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
直
轄
に
お
け
る
示
談
の
賠
償
金
額
が
、
件
数
で

は
前
年
度
を
上
回
っ
て
い
る
の
に
減
少
し
て
い
る
が
、
こ



事故態様分類表
本調査における事故態様の分類は下記のとおりである。

分類 事故態様 内 訳 分類 事故態様 内 訳
1 穴 ぼ こ 道路の穴ぼこに起閃する事故

例:道路上の穴ぼこ、走行に伴う道路の陥没 7 路上障害物

路上放置物、路上落下物、(落石、崩上を除く)、道路の通行･通過
の際の障害物の放置に起因する事故
例:放置車両、工事に際しての上砂放置、倒木等の放置、歩道上

の雑草繁茂2 段 差 道路の段差に起因する事故

3 蓋 不 全

側溝、マンホール、排水口、通風口等の蓋、グレーチング等に起因
する事故
例:側溝の蓋の損壊、不存在、鉄蓋と路面との段差、グレーチン

グの巻込み、支持部分欠損による蓋部分の陥没
8 工事不全

道路工事中の通行車両等に対する安全確保の方法が悪かったために
発生した事故
(工事中の段差、穴ぼこ等に起関する事故は、工事中の安全確保の

方法が悪かったものとしてこの分類に入れている。)
側:工事中、工事箇所等を表示する標識等の不備、保安設備の損壊

4 スリップ

路面凍結、流出土砂、排水施設の不全等に起閃するスリップ事故
例:路面凍鏥に起因するスリップ

流出土砂に起因するスリップ
路面水に起因するスリップ
鉄蓋上のスリップ

9 安全施設
不 備

ガードレール･標識等の安全施設の不備に起因する事故 (交通安全
施設白ま、道路構造令弟31条に規定するものをいう。)
例:横断歩道橋、地下横断歩道橋、さく、ガードレール、照明施

設、視線誘導憬、駒止、道路標識、道路反射鏡
5 道路崩壊 道路の陥没、路肩崩壊等のため通行車両が路外に転落する等の事故 10 脱 醤 橋梁の流出･損壊に起因する事故
51 道路崩壊 道路の崩壊した土砂が沿道の家屋、田、畑等に損害を与えた場合

11 落下物直撃

樹木、枝、雪氷、道路標識等が倒壊、落下等して通行車両、歩行者
等に直撃した事故
(落石、崩土によるものは前記6に分類し、安全施設によるものは

この分類に入れている。)6 落石･崩上

落石、崩土に起因する事故
例:道路区域外から道路上への落石、崩土

道路区域内の法面から道路上への落石、崩土
12 そ の 他 上記以外の道路の設置管理の瑕疵に起因する事故

表 1ー 1 総括表 (単位 :千円)

道 路
管 理 者

処理
区分

3年 4年 5年 6年 7年 計

件数 賠償金額 件数 賠償金額 件数 賠償金額 件数 賠償金額 件数 賠償金額 件数 賠償金額

直 轄
訴訟
示談
計

0
44
鰡

0
197,996
197,996

0
52
靴

0
315,525
315,525

0
葹
琉

0
217,311
217,311

2
即
靴

7,048
242,268
249,316

1
邱
脳

66,541
44,864
111,405

3
254
257

73,589
1,017,964
1,091,553

公 団
訴訟
示談
計

1
101
102

2,250
29,402
31,652

0
狙
狙

0
8,555
8,555

2
36
綿

253,908
13,744
267,652

1
“
67

318
29,271
29,589

2
出
れ

45,386
4,173
49,559

6
263
269

301,862
85,145
387,007

公 社
訴訟
示談
計

八mU
OO
QU

0
1,602
上602

nV
RU
RU

0
1,373
1,373

0
韓
国

0
10,364
10,364

o
m
m

0
2,168
2,168

o
11
n

0
2,162
2,162

0
脱
税

0
17,669
17,669

地 方
公共団体

訴訟 12

上839
1,851

57,695
525,896
583,591

8
1,615
1,623

56,247
439,852
496,099

7
1,980
上987

48,458
718,882
767,340

9
1,754
1,763

56,570
410.147
466,717

7
24 22
2,129

87,435
616,120
703,555

43
9,310
9,353

306,405
2,710,897
3,017,302計

内

訳

都道府県
訴訟
示談
計

1
583
584

7,656
192,796
200,452

2
481
483

22,021
195,232
217,253

1
598
599

219
382,515
382,734

1

579
580

37,800
159,515
197,315

1
618
619

4,000
197,619
201,619

6
2,859
2,865

71,696
14 27,677
1,199,373

指 定 市
訴訟
示談
計

1
143
144

25,274
30,641
55,915

1
142
143

1,131
24,836
25,967

2
190
192

4,003
44,055
48,058

3
190
193

22 69
32,531
34,800

0
147
147

0
55,879
55,879

7
812
819

32,677
187,942
220,6l9

市
3

687
690

7,179
1522 93
159,472

2
592
594

20,604
136,750
157,354

3
719
722

43,536
187,955
231,491

3
585
588

10'001
l44,639
154,640

5
788
793

80,435
205,084
285,519

16
3,371
3,387

161,755
826,721
988,476

示談
計

町 村
訴訟
示談
計

7
426
433

17,586
150,166
167,752

3
400
403

12,491
83,034
95,525

1
473
474

700
104,357
105,057

2
400
402

6,500
73,462
79,962

1
569
570

3,000
157,538
160,538

14
2,268
2,282

40,277
568,557
608,834

全 国 計
13

1,992
2,005

59,945
754,896
814,841

8
1,716
上724

56,247
765,305
821,552

9
2,085
2,094

302,366
960,301

1,262,667

12
1,880
1,892

63,936
683,854
747,790

10
2,205
2,215

199,362
667,319
866,681

52
9,878
9,930

681,856
3,831,675

蔓513,531

示談
計



れ
は
、
前
年
度
に
五
〇
〇
万
円
を
超
え
る
大
き
な
示
談
が

る
。

り
、
そ
れ
ま
で
路
上
障
害
物
と
し
て
処
理
し
て
い
た
も
の

数
件
あ
っ
た
と
こ
ろ
、
七
年
度
は
一
件
も
な
い
こ
と
が
影

次
に
事
故
態
様
別
の
集
計
を
全
国
計
で
見
て
み
る
こ
と

を
細
分
化
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
グ
ラ
フ
化
し
た
場
合
、

響
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
現
象
と
反
対
の
こ
と
が
、

と
す
る

(表
1
ー
2

･
図
5
i
図
6
)

五
箇
年
分
の
デ
ー
タ
が
揃
わ
な
い
た
め
、
路
上
障
害
物
の

指
定
市
の
示
談
の
賠
償
金
額
に
お
い
て
見
る
こ
と
が
で
き

な
お
、
落
下
勿
直

は
別

又
か
ら
“
き
た
頁
目
“
あ

舌
凡

と
し

･
る
。

な
お
、
落
下
物
直
撃
は
前
年
度
か
ら
で
き
た
項
目
で
あ

一
括
処
理
と
し
て
い
る
。件

数
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賠
償
件
数
で
上
位
を
占
め
る
の
は
、
穴
ぼ
こ
、
蓋
不
全
、

落
石
の
順
で
あ
る
。
特
に
穴
ぼ
こ
に
つ
い
て
は
、
前
年
度

㈲

減
少
に
転
じ
、
蓋
不
全
と
並
ん
だ
も
の
で
あ
る
が
、
七
年

千

度
は
一
転
増
加
し
た
も
の
で
あ
る
o

踵

こ
の
上
位
を
占
め
る
事
故
態
様
の
傾
向
は
過
去
何
年
も

表 1ー 2 内訳表 (道路管理者別 ･事故態様別 ･全国計)
分
類

可電 故
瓱蜂 様 解 鱗 4年 5年 鋒 7年 請十

‘牛縱戈 支払額 fZF弼文 支払額 f牛数 支払額 f小数 支払額 f年護戈 支社、奮頁 イ牛数 支払額 1｢牛の平均宮頁

･L ′べそま こ
訴
示
訂

5
鯛讓 4

盤 鱗 0
霊 0麟

滋
徽

2
概
観 滋 溌

2 段 差 蹴壽
o
乾
訛

o
あ
わ

0鑓
0
70
70

2
田

1
89
90

3
灘 逃知れ

3 蓋 不ぺ 全
訟
談
十

訴
示
潭

0
讓

1
灘

2
籤

0
鱗

0
聯 0鱗 滋

4
訴
示
碑

0
16
お

o
18
18

o
13
13

0
即
妙

0
滋
銘

0
89
89

0
3
3

髭
鉤

5
壞
両

崩
髯

道
鈍
鍋

難
計

1
42
43

0
容
器

0
5
5
"̂
"̂

?】̂
さ
円〕
ど̂
2

0
28
28

3
6
9
5
5
･I▲
'･亀島

潔
郡

賑
鶏
L

3雙
訟
談
十

訴
示
司

o
19
19

0
7
7

1
6
7

0
4
4

0
4
4

1
40
狙 灘

6 落 一石･
訴
示
R

0
獲

0
覊

0
滋

0
郷
愁

0
芻 0筬銘

0
0
0
5
5跨弩

0
隣

7, 路上F群書物
訟
談
ト

訴
示
司

0
80
80

0
87
87

0
粥

2
潔

1
湖

3
霊 総務

8 工事不全 憲
計

2
11
郎

1
17
18

o
13
13

o
19
19

1
24
歩

4
84
88

濶
加

9 安全施設
不 ‘蕪

識秘
2

趨
2
78
80

3
題

2
84
86

0
81
81

9
鰯 灘

m 月見 橋
訴
示
淺

0
3
3

0
2
2

0
5
5

0
3
3

0
2
2

0
燐

0
お
お

0鱗鱗
n 落下物直撃 難

計
一
-
-

-
-
一

一
一
一

一
一
一

-
-
｣

一
一
一

0
田

0
館
野

0掬彌
0

雛
0

認

12 そ の f也
訟
談
十

訴
示
げ

3
琵 搦 0

即
妙

0鱒鱒
3

鬱 讓 2
榔

5
題礬 蜷

郡 灘 簿
合 言T

訴
示
R 癩雄霊灘感 *纖

“趨 礎 撤
滋職
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輻
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変
わ
ら
ぬ
も
の
と
な

っ
て
い
る
。

賠
償
金
額
に
つ
い
て
見
て
み
る
と
、
今
ま
で
落
石
に
よ

る
も
の
が
一
番
多
か
っ
た
が
、
前
年
度
減
少
に
転
じ
て
以

来
、
七
年
度
も
減
少
の
一
途
を
辿
っ
て
お
り
、
七
年
度
は

中
位
ま
で
順
位
を
下
げ
て
い
る
。
こ
れ
に
変
わ
っ
て
七
年

度
突
出
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
は
、
穴
ぼ
こ
か
ら
脱
橋
ま

で
の
事
故
態
様
の
ど
れ
に
も
属
さ
な
い
｢そ
の
他
｣
で
あ

る
。
｢そ
の
他
｣は
賠
償
件
数
で
は
中
位
に
位
置
し
て
い
る

こ
と
か
ら
、
一
件
当
た
り
の
賠
償
金
額
が
大
き
い
も
の
で

あ
ろ
う
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
次
い
で
多
い
の
が
、
穴
ぼ

こ
、
蓋
不
全
の
順
で
あ
り
、
こ
れ
は
賠
償
件
数
と
比
例
し

た
結
果
と
な
っ
て
い
る
o

さ
ら
に
、
事
故
態
様
別
の
も
の
を
団
体
別
に
集
計
し
た

も
の
が
表
1
-
3
か
ら
表
1
ー
的
で
あ
り
、
そ
の
う
ち
七

年
度
の
賠
償
金
額
を
グ
ラ
フ
化
し
た
も
の
が
図
7
か
ら
図

=
で
あ
る
。

直
轄
に
お
い
て
は
、
全
体
の
賠
償
額
の
う
ち
、
｢そ
の

他
｣
の
占
め
る
割
合
が
群
を
抜
い
て
い
る
が
、
こ
れ
は
前

述
し
た
環
境
訴
訟
の
確
定
に
よ
る
支
払
い
を

｢そ
の
他
｣

に
入
れ
て
集
計
し
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

都
道
府
県
で
は
、
落
石
と
蓋
不
全
で
全
体
の
過
半
数
を

占
め
る
に
至

っ
て
い
る
。

ま
た
、
指
定
市
、
市
に
お
い
て
上
位
を
占
め
る
項
目
は
、

金
額
の
大
き
な
示
談
を
締
結
し
て
い
る
な
ど
の
特
殊
事
情

が
働
い
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

町
村
で
上
位
を
占
め
る
項
目
は
、
概
ね
賠
償
件
数
と
比

例
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

に
位
置
し
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
事
故
形
態
の
多
様
化
が

そ
の
他
、
特
質
す
べ
き
は
、
ど
の
事
故
態
様
の
項
目
に

も
該
当
し
な
い
｢そ
の
他
｣
が
各
団
体
と
も
か
な
り
上
位

+
"
-｢‘
ト
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表 1ー 4 内訳表 (道路管理者別 ･事故態様別 ･公団)
分
類
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表 1ー 3 内訳表 (道路管理者別 ･事故態様別 ･直轄)
分
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表 1ー 5 内訳表 (道路管理者別 ･事故態様別 ･公社)
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表 1ー 6 内訳表 (道路管理者別 ･事故態様別 ･地方公共団体)
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表 - - 7 内訳表 (道路管理者別 ･事故態様表 ･都道府県)
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表 1ー 8 内訳表 (道路管理者別 ･事故態様別 ･指定市)
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表 1 ー 9 内訳表 (道路管理者別 ･事故態様別 ･市)
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表 1 一 10 内訳表 (道路管理者別 ･事故態様別 ･町村)
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蓋 不 全
段 差 スリップ

穴 ぼこ

図 7 直轄
(事故態様別 ･管理者別)

段 差

図 8 都道府県
(事故態様別 ･管理者別)

そ の 他

図 9 指定市
l(事故態様別 ･管理者別) 落 石

観 橋

　　　 　　　　　　　
　　　　　　

　　　　　　　　

図lo 市
(事故態様別 ･管理者別) 落 石 スリップ

路上障害物 道路崩壊(車両)
工事不全 道路崩壊(家屋)
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賠
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額
五
〇
〇
万
円
以
上
の
事
案

五
○
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万
円
以
上
の
高
額
な
賠
償
金
の
支
払
い
を
し
た

事
案
の
一
覧
が
表
2
で
あ
る
。

複
数
の
道
路
管
理
者
と
河
川
管
理
者
が
加
害
者
と
し
て

示
談
の
当
事
者
と
な
っ
た
事
案
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

四

平
成
七
年
度
に
言
い
渡
し
の
あ
つ
定
判
決
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れ
に
つ
い
て
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、
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三
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及
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一
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に
掲
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の
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す
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道
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3
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あ
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。

ま
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。
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別
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損
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を
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介
し
た
が
、
平
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八
年
度
分
の
集
計
を
四
月
中
に

各
道
路
管
理
者
に
お
願
い
し
た
い
と
考
え
て
い
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。

図 町村
(事故態様別 ･管理者別



表 2 賠償額500万円以上の事案 (平成 7年度)
番号 区 分 道路管理者 (事 故 分 類) 事 故 の 概 要 瑕疵認定理由 過失相殺の有無 賠償額(請求額)円

1

示 談 建設大臣
(近畿地方
建設局長)

(道路崩壊)
原動機付自転車が国道2号から神戸市道に進入しようとしたところ、

境界部分を流れる暗渠河川の増水による土砂流失により路面が陥没し、
ハンドルをとられ転倒、負傷した。

危険状態の放置 過失相殺なし 15,715,726
(47,147,178)

請求額と国及び神
戸市負担額との差
額は、河川管理者
の兵庫県が負担

2

判 決 建設大臣
(近畿地方
建設局長)

(その他)
国道43号と阪神高速道路 (神戸西宮線 ･大阪西宮線)を通行する車両

からの騒音及び排気ガスにより沿道住民らに被害がおよんでいるとして
本件道路の沿道住民が、人格権及び環境権に基づき、本件道路の管理者
である国及び阪神高速道路公団に対して、本件道路の供用による一定量
を超える騒音及び二酸化窒素を居住地内に侵入させることの禁止と損害
賠償を求めた。

道路供用により生ず
る受認限度を超える
自動車騒音等の被害

66,540,977
(342,000,000)

3
判 決 阪神高速

道路公団 同 上 同 上 同 上
45,068,042

(19上250,000)

4

示 談 福井県 (落石･崩土)
国道158号を走行していた普通貨物車の運転者及び同乗者が、休憩のた

め路肩に駐車して車外に出て散策していたが、そのうち1名が側溝に入
り、ふきのとうを探っていたところ、山肌斜面から発生した落石が頭部
に直撃し、後日死亡した。

落石防止措置不全 0.5割
被害者は障害を有し
ているのに、側溝に
入り込み不自然な姿
勢をとったことが被
害を拡大させた。

28,000,000
(45,000,000)

示 談 京都府
(蓋不全)
国道163号線の歩道を走行中、歩道と隣接する無蓋の水路へ転落防止柵

の破損部分から転落し、負傷した。
危険状態の放置 過失相殺なし

12,384 179
(相当額)

示 談 奈良県
(安全施設不備)
国道169号を自転車で走行中、歩道終点において河川へ転落し、負傷し

た。
転落防止措置不全

2割
前方不注視

17,327,882
(2l,659,853)

示 談 川崎市

(段差)
市道を原動機付自転車で走行中、大型トラックが併走していたので道

路左端を走行していたところ、緑石ブロックに激突し、その衝撃で右前
方に跳ね飛ばされ、大型トラックに轢かれ負傷した。

危険状態の放置等
8割
前方不注視等

7･000･000
(10･000'000)

示 談 神戸市
前記1番の事案と同じ

同 左 同 左
15,715-726
(47,147,178)

示 談 福岡市 (工事不全)
市道の陥没原因を調べるため、職員が市道に設置されているマンホー

ルの藍を開けて調査していたところ、進行してきた乗用車を蓋を開けた
まま誘導し同所を通過させた直後、当然乗用車の陰に隠れて横断してき
た歩行者がマンホールの関口に気づかず転落し、負傷した。

作業の安全義務違反 過失相殺なし
5,037,606
(相当額)

示 談 茨城県
水戸市

(穴ぼこ)
市道を原動機付自転車で走行中、穴ぼこに乗り入れ転倒し、負傷した。

危険状態の放置
5割
本件道路状況の熟知

17･000･000
(34,000,000)

裁判上
の和解

東京都
町田市

(穴ぼこ)
親子が市道の下り坂道を自転車で走行中、子供の自転車が穴ぼこには

まり転倒し、負傷した。
危険状態の放置

1‐6割
親の監督責任

53-537,651
(63,838,566)

示 談 長野県
長野市

(安全施設不備)
市道の左側車線を自動二輪車で走行中、途中から道路幅員が狭まった

箇所の歩道緑石に衝突、転倒し、死亡した。

誘導標示等の安全指
置不全

25割
前方不注視

89-798,386
(67,000,000)

裁判上
の和解

大阪府
岸和田市

(安全施設不備)
市道を自転車で走行中、市道に接する水路に転落し、負傷した。

転落防止措置不全
73割
前方不注視

18,000-000
(65,495,324)

判 決 兵庫県
加古川市

(穴ぼこ)
市道を走行していた大型貨物自動車が市道上にあった穴ぼこにタイヤ

を落とし込み、バランスを崩して横転し、車両を損傷した。

危険状態の放置
3割
検査未了荷台改造等
の安全性不十分

7,284,307
(9,322,647)

示 談 熊本県
熊本市

(安全施設不備)
夜間、酩酊状態で自転車に乗り市道を走行中、橋梁端部にガードレー

ルとブロック壁の間から水路に転落し、死亡した。
転落防止措置不全

9割
飲酒による自損事故

5,940,00O
(59,400,000)



表 3ー 1 平成 7年度道路賠償責任保険加入状況 (平成 8年 3月31日現在)

区 分 調査回答数 加入している 近く加入する予定 加入していない 今後とも加入しない

公 団 4 1 0 3 0

公 社 43 37 0 6 0

都道府県 47 45 1 0 1

指 定 市 12 9 0 3 0

市 684 675 0 9 0

合 計 790 767 1 21 1

(注) 1 市には特別区及び道路賠償責任保険に加入している 6町村を含む。
2 道路賠償責任保険に加入していない 9市は全て、 総合賠償補償保険に加入している

表 3 ー 2 道路賠償責任保険の 1キロメートル当たり保険料 (平成 7年度)

公 団 公 社 都道府県 指 定 市 市 合 計

(1) 100円未満 0 0 0 0 l 1

(2) 100円以上
200円未満

0 0 1墨 0 0 1

(3) 200円以上
300円未満

0 0 1 0 2 3

(4) 300円以上
400円未満

0 0 5 0 11 16

(5) 400円以上
500円未満

0 0 3 2 l40 145

(6) 500円以上
1,000円未満

0 3 2 5 324 334

(7) 1,000円以上
1,500円未満

0 6 6 2 161 175

(8) 1,500円以上 1 28 27 0 13 69

団 体 数 計 l 37 45 9 652 744

年 間 保 険 料 (A )
(円)

6,711,820 10,054 ,932 300註74,977 29 ,812 ,460 319 ,100 ,319 665 ,854,508

保 険 対 象 延 長 計 (B )
(kの

L72 1,303 140 ,933 39 ,524 425 ,109 607,041

平均 l km当たり(A / B )
保 険 料 (円)

39 ,022 .2 7,716 .8 2 ,129 ,9 754 .3 750 6 1 ,096.9

(注) 1 特別区は自治体総合賠償責任保険のため除く。
2 市には道路賠償責任保険に加入している 6町村を含む。

表 3ー 3 道路賠償責任保険による損害賠償の支払いの比率 (平成 7年度)
(市町村については全国町村会総合賠償補償保険を含む。)

(単位 :千円)

区 分
全団体の賠償
全 体 (A )

保険加入団体
の賠償全体(B )

保険による支払い
(C )

比 率
(C /A ) (% )

比 率
(C /B )(% )

公 団 件数
金額

21
49,559

5
46,589

4
1,521

19 .O
3.1

80 .O
3 ,3

公 社
件数
金額

11
2,162

11
2 ,162

11
2 ,162

100･0
100.0

100 ･0
100 ･0

都道府県
件数
金額

619
201,619

612
196,043

612
195 ,976

98 .9
97 ,2

100 ･0
100 ･0

指 定 市 件数
金額

147
55 ,879

130
47 ,119

117
30 ,348

79 .6
54.3

90 .O
64 .4

市 件数
金額

793
285 ,519

793
285 ,519

777
206 ,318

98 .O
72.3

98 .O
72 ,3

町 村 件数
金額

570
160 ,538

570
160 ,538

560
155 ,022

98 .2
96.6

98 ,2
96 .6

合 計 件数
金額

2 ,161
755 ,276

2 ,121
737 ,970

2 ,081
591 ,347

96.3
78.3

98 .1
80 .1

(注) 1 市には特別区を含む。
2 市町村においては加入している保険の種別にかかわらず上記区分により集計。



宮崎県土木部道路保全課

一
は
じ
め
に

本
県
は
、
九
州
の
東
南
端
に
あ
り
、
東
経
一
三
〇

度
園
二
分
か
ら
一
三
一
度
五
三
分
、
北
緯
三
一
度
二

一
分
か
ら
三
二
度
五
〇
分
の
間
に
位
置
し
、
北
は
大

分
県
に
、
西
は
山
岳
を
隔
て
て
熊
本
県
に
、
西
南
は

鹿
児
島
県
に
そ
れ
ぞ
れ
隣
接
し
、
東
部
は
日
向
灘
に

面
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
地
形
は
、
山
岳
が
重
畳
し
、
平
地
は
少
な

く
西
北
に
祖
母
･
傾
山
、
西
は
九
州
山
脈
と
韓
国
岳
、

高
千
穂
の
峰
を
主
峰
と
す
る
霧
島
火
山
脈
に
囲
ま
れ
、

こ
れ
ら
を
水
源
と
し
て
五
ヶ
瀬
川
、
耳
川
、
小
丸
川
、

一
ツ
瀬
川
、
大
淀
川
な
ど
大
小
一
〇
余
の
河
川
が
東

流
し
て
日
向
灘
に
注
ぎ
、
本
県
に
豊
か
な
水
源
を
も

た
ら
し
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
本
県
は
、
東
西
七
0
･
二
蝿
、
南
北

一
六
〇
如
に
わ
た
り
、
総
面
積
は
七
、
七
三
五
語
と
、

全
国
総
面
積
の
二
%
を
占
め
、
全
国
で
第
一
四
位
、

九
州
で
は
鹿
児
島
県
に
次
い
で
第
二
位
の
広
さ
と
な

っ
て
い
ま
す
が
、
山
岳
が
多
い
た
め
森
林
が
県
土
面

積
の
七
六
･
四
%
と
な
っ
て
い
ま
す
。

海
岸
線
も
東
側
に
日
向
灘
が
あ
り
、
延
長
が
南
北

に
約
四
〇
〇
師
に
及
び
宮
崎
、
細
島
港
な
ど
大
小
一

七
の
港
湾
施
設
、
油
津
、
目
井
津
港
な
ど
二
三
の
漁

港
施
設
を
有
し
て
い
ま
す
。

気
候
は
南
西
型
気
候
区
に
属
し
、
平
野
部
で
の
年

間
の
日
照
時
間
は
平
均
で
二
、
0
0
0
時
間
を
超
え
、

高
知
県
、
紀
伊
半
島
の
南
部
な
ど
と
共
に
日
本
で
も

太
陽
に
恵
ま
れ
た
地
域
で
あ
り
、
気
温
も
東
部
の
海

岸
地
方
で
は
年
平
均
気
温
が
一
七
度
内
外
で
、
西
部

山
沿
い
地
方
で
は
一
五
度
以
下
と
な
っ
て
お
り
、
冬

期
に
は
積
雪
も
見
ら
れ
ま
す
。

降
水
量
は
、
本
県
の
す
べ
て
の
地
域
に
わ
た
っ
て

年
間
二
、
○
○
0
面
以
上
の
降
水
量
が
あ
り
、
そ
の

降
水
量
の
半
分
以
上
が
梅
雨
期
に
集
中
し
て
い
ま
す
。

以
上
の
ょ
ぅ
に
本
県
は
、
自
然
条
件
に
恵
ま
れ
、

温
暖
な
気
象
条
件
は
住
や
す
い
生
活
環
境
を
形
成
し

て
い
ま
す
。

ま
た
、
文
化
的
に
は
、
県
北
の
高
千
穂
町
の
夜
神

楽
や
、
県
央
の
西
都
原
古
墳
群
等
、
特
異
な
歴
史
環

境
の
も
と
に
創
造
さ
れ
た
神
話
伝
説
に
つ
つ
ま
れ
た

多
く
の
史
跡
、
文
化
財
な
ど
が
存
在
し
、
｢日
本
の
ふ

る
さ
と
｣
宮
崎
の
イ
メ
ー
ジ
づ
く
り
に
大
い
に
貢
献

し
て
い
ま
す
。

通路愛護運動の推進

二

道
路
管
理
の
状
況

県
内
の
道
路
網
は
、
広
域
幹
線
道
路
網
と
し
て
、

九
州
縦
貫
自
動
車
道
宮
崎
線
を
は
じ
め
と
し
た
高
速

道
が
、
約
九
五
虹
、
国
道
一
〇
号
、
二
二
〇
号
の
直

轄
国
道
が
二
路
線
、
約
二
七
七
如
、
県
管
理
の
国
道

が
二
一
八
号
以
下
一
六
路
線
、
約
九
〇
五
如
、
主
要

地
方
道
が
四
八
路
線
、
約
九
七
二
畑
、
一
般
県
道
が



一
四
四
路
線
、
約
一
、
0
五
九
如
、
市
町
村
道
が
二

八
、
九
二
三
路
線
、
約
一
五
、
五
〇
三
如
で
構
成
さ

れ
て
い
ま
す
。

県
管
理
道
の
整
備
状
況
は
、
国
県
道
を
合
わ
せ
た

改
良
率
が
五
五
･
五
%
と
九
州
地
区
で
も
下
位
に
位

置
し
、
特
に
山
間
地
域
を
走
る
国
県
道
の
改
良
が
そ

の
地
形
的
条
件
も
あ
っ
て
、
遅
れ
て
お
り
、
県
全
体

の
改
良
率
を
低
く
し
て
い
る
状
況
に
あ
り
ま
す

(資

料
1
参
照
)。

資料 1 道路の概況
道路の改良 ･舗装 橋梁現況

種 別 路線数
長延

伽
実

実延長内訳 路面別内訳
率
)

良
%

改

(

率装
%

舗 訳
)

内
数

梁
橋

橋
(

鍼楡 饑鍬
永久橋 楴

済良
鰤

改 良改
鮑

未 道装
如

舗 道利
鱒

砂

高速自動車道 QJ 戦 鰡 ー 戦 - 100 100 100 雄 ー

国

道

直 轄 分 リム 瀦 獺 - 淘 - 100 脚 100 248 一

県管理分 16 蝸 眺 鰐 戦 饅 鰡 100 鯏 663 -

計 18

廊 緘 ㈱ 鰺 側 霰 100 鯛 911 ー

県

道

主 要 48 霧 鰄 郷 鰊 鱒 椰 螂 螂 626 -

一 般 雄 蹴 篠 飜 鰔 郎 硼 鸚 瑯 658 ー

計小 192

纖棘纖猟 碗 瓣 戦 燭 躍 ー

国 ･ 県 道
県 管 理 分 208

猟蘂跳鰤 蹄 臨 猟 鱗 掬 -

市 町 村 道 牢鰔鰓総蹴繊 鰡 筋 吻 剱
総 窄鰍纖硼廳效 鰡 瑯 蹄 紳

有料道路を含み、 自転車を除く。
ため、 各種別の計と総計は必ずしも一致しない。

特

Lよ

路

各

に

道

、
害

料

め

調
た

況

、
の

現

は

理
設

に

処
施

道

数

路

県

端

道

　
　
　

　

三

道
路
整
備
の
基
本
方
針

一
三
世
紀
を
目
前
に
控
え
、
県
を
取
り
巻
く
国
内

外
の
諸
情
勢
は
大
き
く
変
化
し
、
新
た
な
時
代
に
向

け
た
対
応
を
強
く
迫
ら
れ
、｢激
動
と
変
革
の
時
代
｣

を
迎
え
て
お
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
中
、
県
に
お
い
て
は
県
政
運
営
の
基

本
方
針
と
な
る

｢第
四
次
宮
崎
県
総
合
長
期
計
画
｣

を
改
訂
し
、親
子
孫
三
世
代
が
豊
か
に
暮
ら
せ
る
｢住

み
よ
い
ふ
る
さ
と
宮
崎
｣
を
目
指
し
、
諸
施
策
を
積

極
的
に
展
開
し
て
お
り
ま
す
。

土
木
部
に
お
い
て
も
、
二
一
世
紀
に
向
け
て
の
基

盤
づ
く
り
を
基
本
方
針
に
、
｢総
合
交
通
網
の
整
備
｣

｢快
適
な
生
活
環
境
づ
く
り
の
推
進
｣
｢災
害
に
強
い

県
土
づ
く
り
の
推
進
｣
の
各
分
野
に
お
い
て
、
重
点

的
･
積
極
的
に
事
業
を
推
進
し
て
い
ま
す
。

特
に
、
道
路
網
の
整
備
に
あ
た
っ
て
は
、
県
土
の
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均
衡
あ
る
発
展
と
活
力
あ
る
経
済
に
支
え
ら
れ
た

④

快
適
な
都
市
環
境
を
創
造
す
る
道
路

｢ゆ
と
り
の
社
会
｣
の
実
現
を
図
る
た
め
、
そ
の
基

｢
ゆ
と
り
｣
｢
や
さ
し
さ
｣
と
い
っ
た

盤
施
設
で
あ
る
道
路
網
に
つ
い
て
、
国
の
第
n
次
道

路
整
備
五
箇
年
計
画
及
び
先
に
述
べ
た
第
四
次
宮
崎

県
総
合
長
期
計
画

(平
成
二
年
度
か
ら
平
成
一
二
年

度
)
に
基
づ
き
、
｢県
内
一
時
間
構
想
｣
等
の
実
現
に

向
け
て
、
次
の
六
つ
の
整
備
課
題
を
掲
げ
て
整
備
を

図
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

①

地
域
を
活
性
化
さ
せ
る
道
路

県
内
各
地
域
の
活
性
化
を
図
る
た
め
、
高
規

格
幹
線
道
路
の
整
備
を
促
進
す
る
と
と
も
に
、

イ
ン
タ
ー
ア
ク
セ
ス
道
路
等
の
整
備
を
促
進
す

る
%

②

過
疎
化
を
防
止
し
、
地
方
で
の
定
住
を
促
進

さ
せ
る
道
路

農
山
漁
村
地
域
の
定
住
と
、
都
市
部
と
の
交

流
に
よ
る
地
域
の
振
興
を
図
る
た
め
、
過
疎
、

山
村
、
奥
地
等
の
道
路
整
備
を
推
進
す
る
と
と

も
に
、
地
域
の
孤
立
化
を
防
止
す
る
た
め
、
災

害
に
強
い
道
路
整
備
を
進
め
る
。

③

都
市
機
能
の
向
上
を
図
る
道
路

都
市
及
び
都
市
周
辺
部
で
の
交
通
混
雑
の
緩

和
を
図
る
た
め
、
バ
イ
パ
ス
や
環
状
道
路
等
の

道
路
網
の
体
系
的
な
整
備
を
進
め
る
と
と
も
に
、

右
折
レ
ー
ン
の
設
置
な
ど
に
よ
り
順
次
交
通
ボ

ト
ル
ネ
ッ
ク
の
解
消
を
図
る
。

｢
ゆ
と
り
｣
｢
や
さ
し
さ
｣
と
い
っ
た
精
神
的

充
足
感
に
対
す
る
ニ
ー
ズ
に
対
応
し
た
、
親
し

み
や
潤
い
の
あ
る
道
路
環
境
の
整
備
を
図
る
。

⑤

観
光
宮
崎
の
イ
メ
ー
ジ
ア
ッ
プ
を
図
る
道
路

既
設
観
光
地
や
新
た
な
リ
ゾ
ー
ト
地
域
の
ア

ク
セ
ス
の
強
化
と
観
光
地
に
ふ
さ
わ
し
い
沿
道

修
景
を
図
る
等
に
よ
り
、
観
光
宮
崎
の
イ
メ
ー

ジ
ア
ッ
プ
を
図
る
。

⑥

人
、
自
然
に
や
さ
し
い
環
境
の
地
形
を
図
る

道
路地

球
、
自
然
、
沿
道
の
視
点
か
ら
、
自
然
と

調
和
し
た
道
路
整
備
、
沿
道
環
境
を
保
全
す
る

た
め
の
道
路
整
備
を
図
る
。

こ
う
い
う
基
本
方
針
の
も
と
、
道
路
保
全
課
で
は

地
域
の
孤
立
化
を
防
止
し
、
災
害
に
強
い
道
路
を
整

備
す
る
た
め
、
一
般
的
な
道
路
管
理
事
業
は
も
と
よ

り
、
落
石
等
災
害
危
険
箇
所
の
解
消
の
た
め
、
自
然

災
害
防
止
事
業
、
橋
梁
対
策
と
し
て
、
老
朽
化
し
た

橋
梁
の
補
修
、
耐
震
対
策
と
し
て
の
落
橋
防
止
対
策

事
業
な
ど
に
力
を
入
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
高
齢
者
や
目
の
不
自
由
な
人
へ
の
対
策
と

し
て
、
歩
道
の
段
差
解
消
や
、
点
字
ブ
ロ
ッ
ク
の
設

置
な
ど
、
一
二
世
紀
に
向
け
た
人
に
や
さ
し
い
道
づ

く
り
事
業
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

特
に
、
県
外
か
ら
の
観
光
客
や
道
路
利
用
者
が
ス

ム
ー
ズ
に
目
的
地
に
到
着
で
き
る
よ
う
道
路
標
識
を

整
備
す
る
と
と
も
に
、
道
路
沿
線
に
四
季
折
々
の
花

を
植
栽
し
、
さ
わ
や
か
で
快
適
な
道
路
環
境
が
整
備

さ
れ
る
よ
う
、
ひ
む
か
道
標
整
備
事
業
、
花
の
あ
る

ひ
む
か
街
道
モ
デ
ル
整
備
事
業
等
を
推
進
し
て
い
ま

す
。四

道
路
愛
護
運
動
の
推
進
に
つ
い
て

本
県
は
、
我
が
国
の
な
か
で
も
、
光
り
溢
れ
る
太

陽
、
美
し
く
豊
か
な
緑
に
恵
ま
れ
、
こ
の
よ
う
な
環

境
の
な
か
に
あ

っ
て
、
｢美
し
い
郷
土
づ
く
り
｣
を
手

が
け
、
花
と
緑
に
か
か
わ
る
様
々
な
施
策
を
試
み
、

実
践
し
、
緑
化
施
策
に
つ
い
て
は
、
常
に
先
導
的
な

役
割
を
果
た
し
て
き
て
い
ま
す
。

昭
和
四
八
年
に
は
、
全
国
に
先
駆
け
て

｢宮
崎
県

沿
道
修
景
美
化
条
例
｣
を
制
定
し
、
自
然
環
境
の
保

護
と
活
用
を
図
り
、
都
市
公
園
の
整
備
に
努
め
、
全

国
春
一
番
の
フ
ラ
ワ
ー
フ
ェ
ス
タ
ー
を
展
開
し
、
魅

力
あ
る

｢南
国
宮
崎
｣
の
イ
メ
ー
ジ
を
創
り
上
げ
て

き
ま
し
た
。

ま
た
、
近
年
で
は
、
リ
ゾ
ー
ト
法
第
一
号
承
認
に

よ
る
人
と
文
化
と
自
然
の
交
換
す
る
国
際
的
な
リ
ゾ

ー
ト
を
実
現
さ
せ
、
良
好
な
自
然
条
件
の
も
と
本
格

的
な
観
光
･
リ
ソ
ー
ト
エ
リ
ア
を
形
成
さ
せ
て
い
ま

す
。美

し
い
環
境
づ
く
り
は
県
民
の
美
化
道
徳
の
向
上



に
つ
な
が
り
、
豊
か
に
し
て
創
意
と
工
夫
に
富
む
人

情
あ
る
人
づ
く
り
に
つ
な
が
る
重
要
な
施
策
と
し
て

位
置
づ
け
、
道
路
を
初
め
と
し
た
環
境
整
備
に
努
め

て
い
ま
す
。

本
県
で
は
、
こ
の
よ
う
に
、
｢宮
崎
県
沿
道
修
景
美

化
条
例
｣
を
基
本
と
し
て
沿
道
の
美
化
に
力
を
注
い

で
き
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
が
、
行
政
に
よ
る
推
進
事

業
だ
け
で
な
く
民
間
に
よ
る
美
化
活
動
も
活
発
に
行

わ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
そ
の
一
端
を
紹
介
し
た
い
と

思
い
ま
す
。

さ
る
、
昭
和
五
四
年
に
宮
崎
国
体
が
開
催
さ
れ
、

そ
の
際
、
各
県
選
手
団
や
応
援
の
方
々
が
気
持
よ
く

宮
崎
を
訪
れ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
と
い
う
趣
旨

で
、
競
技
が
行
わ
れ
る
各
市
町
村
の
住
民
が
中
心
と

な
り
道
路
沿
線
で
花
の
植
裁
、
道
路
清
掃
を
行
っ
た

資料 2 道路愛護デー実績一覧

年 度 延実延長(km) 参加人員(人)

56
57
郭
脚
鋤
錠
乾
留
元

2
3
4
5
6
7

和

成

昭

平

055
265
篤
鰯
鱗
253
816
144
425
幻
郷
瑯
634
735
647

郡
躍
183
窓
076
747
229
325
920
169
235
総
695
632
戦

即
85
78
85
104
143
137
204
182
150
219
芻
246
芻
220

と
こ
ろ
、
選
手
団
等
か
ら
非
常
に
感
謝
さ
れ
、
住
民

の
道
路
美
化
へ
の
気
運
が
盛
り
上
が
り
ま
し
た
。
昭

和
五
六
年
に
は
こ
れ
を
契
機
に
、｢宮
崎
県
道
路
愛
護

運
動
推
進
協
議
会
｣
が
発
足
し
ま
し
た
。

こ
の
協
議
会
は
、
建
設
省
、
県
、
県
内
四
四
市
町

村
、
建
設
業
協
会
等
の
民
間
五
○
団
体
等
で
構
成
さ

れ
、
県
民
の
道
路
に
対
す
る
関
心
と
公
共
心
を
高
揚

す
る
た
め
、
道
路
愛
護
の
啓
発
宣
言
を
行
い
、
県
民

の
参
加
を
求
め
て
、
道
路
愛
護
の
県
民
運
動
を
推
進

す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
設
立
さ
れ
た
も
の
で
す
。

こ
の
協
議
会
で
は
、
毎
月
の
第
一
日
曜
日
を

｢道

路
愛
護
デ
ー
｣
と
位
置
づ
け
、
県
内
の
国
県
道
、
市

町
村
道
の
路
面
、
側
溝
の
清
掃
、
沿
道
の
空
缶
等
の

ゴ
ミ
拾
い
を
、
民
間
団
体
を
中
心
と
し
て
実
施
し
て

き
て
い
ま
す
。

特
に
、
毎
年
八
月
に
は
、
｢道
路
を
ま
も
る
月
間
｣

と
呼
応
し
て
、
県
内
各
地
域
で
大
々
的
に
道
路
清
掃

奉
仕
作
業
を
行
っ
て
い
ま
す
。

昭
和
五
六
年
か
ら
平
成
七
年
ま
で
の
活
動
状
況
は

資
料
2
の
と
お
り
で
す
が
、
発
足
時
の
参
加
人
員
は

約
三
万
人
、
実
施
延
長
約
四
、
0
0
0
皿
が
、
現
在

で
は
、
参
加
人
員
約
二
二
万
人
、
実
施
延
長
約
一
0
、

○
○
○
畑
と
、
こ
の
一
五
年
間
で
、
参
加
人
員
が
約

七
倍
、
実
施
延
長
が
三
倍
近
く
に
な
っ
て
お
り
、
参

加
人
員
で
見
る
と
、
平
成
三
年
度
以
降
は
二
〇
万
人

台
が
続
い
て
い
る
状
況
で
す
。

ま
た
、
県
内
の
市
町
村
道
を
含
め
た
、
総
管
理
延

長

(
一
八
、
八
一
一
如
)
で
年
間
の
実
績
を
換
算
し

ま
す
と
、
半
分
以
上
の
距
離
で
清
掃
等
の
作
業
が
何

等
か
の
形
で
実
施
さ
れ
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
れ

は
、
県
民
の
道
路
愛
護
に
対
す
る
意
識
が
高
ま
っ
て

い
る
こ
と
の
現
れ
だ
と
頼
も
し
く
思

っ
て
い
る
と
こ

ろ
で
す
。

県
に
お
き
ま
し
て
は
、
こ
れ
ら
民
間
の
方
々
の
活

動
が
ス
ム
ー
ズ
に
い
く
よ
う
、
事
務
局
と
し
て
の
立

場
か
ら
、
協
議
会
が
発
足
し
た
当
初
か
ら
、
道
路
愛

護
デ
ー
参
加
者
包
括
保
険
に
加
入
し
、
第
一
日
曜
日

の
道
路
愛
護
デ
ー
に
お
け
る
奉
仕
作
業
だ
け
で
な
く

こ
れ
に
準
じ
た
奉
仕
作
業
に
参
加
し
た
者
の
事
故
へ

の
対
応
を
し
て
い
ま
す
が
、
幸
い
に
も
保
険
の
適
用

は
過
去
数
回
程
度
で
、
大
き
な
事
故
も
生
じ
て
い
な

い
状
況
に
あ
り
、
内
心
ほ
っ
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
で

す
。ま

た
、
こ
の
協
議
会
に
お
い
て
は
、
県
内
各
地
域

で
、
道
路
の
美
化
清
掃
に
功
績
の
あ
っ
た
個
人
や
団

体
を
対
象
と
し
、
各
地
域
で
の
活
動
の
核
と
な
る
人

材
、
団
体
を
育
て
る
べ
く
表
彰
を
行
っ
て
い
ま
す
が
、

こ
の
一
五
年
間
で
約
一
六
〇
の
個
人
、
団
体
が
そ
の

栄
誉
を
受
け
、
こ
の
中
か
ら
長
年
に
わ
た
る
功
績
の

あ
る
個
人
や
団
体
に
つ
い
て
は
建
設
大
臣
表
彰
を
受

賞
し
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
協
議
会
の
活
動
は
、
県
内
各
地
域



に
広
が
り
、
そ
の
根
を
下
ろ
し
て
い
ま
す
。

た
だ
、
こ
の
活
動
も
一
五
年
間
を
経
過
し
、
数
字

的
に
は
、
あ
る
程
度
の
結
果
は
み
ら
れ
る
も
の
の
、

協
議
会
の
構
成
員
間
で
の
取
り
組
み
が
一
部
マ
ン
ネ

リ
傾
向
が
み
ら
れ
、
県
民
へ
の
啓
蒙
活
動
が
頭
打
ち

の
状
況
に
あ
り
ま
す
。
こ
の
た
め
、
協
議
会
発
足
の

原
点
に
立
ち
返
っ
て
活
動
を
再
構
築
す
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。

国道219号沿線での花の植栽

県
に
お
き
ま
し
て
も
、
こ
の
協
議
会
の
活
動
に
力

を
注
ぎ
な
が
ら
、
平
成
四
年
度
か
ら
は
チ
ェ
リ
ッ
シ

ュ
ロ
ー
ド
助
成
事
業
を
新
設
し
、
各
地
域
で
道
路
美

化
に
取
り
組
ん
で
い
る
団
体
や
、
今
後
取
り
組
み
を

始
め
よ
う
と
す
る
団
体
に
対
し
て
、
植
裁
物
や
植
裁

地
の
提
供
等
の
助
成
を
行
う
こ
と
と
し
て
各
土
木
事

務
所
で
団
体
の
育
成
･
指
導
を
行
っ
て
い
ま
す
。

な
お
、
助
成
対
象
と
な
っ
た
団
体
に
つ
い
て
は
、

そ
の
活
動
状
況
が
市
町
村
の
広
報
紙
等
に
掲
載
さ
れ

る
よ
う
手
配
し
、
あ
わ
せ
て
道
路
愛
護
運
動
の
啓

蒙
･
P
R
が
図
れ
る
よ
う
努
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ

り
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
事
業
は
始
ま
っ
た

ば
か
り
で
あ
り
、
土
木
事
務
所
の
取
り
組
み
に
軽
重

が
あ
り
、
実
績
と
し
て
は
ま
だ
、
四
〇
団
体
に
満
た

な
い
数
字
と
な
っ
て
お
り
、
今
後
と
も
積
極
的
な
育

成
、
掘
り
起
こ
し
を
必
要
と
し
て
い
ま
す
。

五

お
わ
り
に

道
路
は
、
単
に
交
通
施
設
で
あ
る
こ
と
に
と
ど
ま

ら
ず
町
並
み
に
潤
い
を
与
え
る
風
景
で
あ
り
、
情
景

を
創
る
空
間
で
も
あ
り
、
た
だ
単
に
安
全
か
つ
便
利

で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
そ
の
目
的
が
達
成
で

き
る
も
の
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
特
に
、
｢
ゆ
と

り
｣、
｢や
さ
し
さ
｣
と
い
っ
た
精
神
的
充
足
感
に
対

す
る
ニ
ー
ズ
に
答
え
る
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

こ
う
い
う
意
味
に
お
い
て
も
、
親
し
み
の
あ
る
道

路
環
境
の
整
備
を
図
る
こ
と
と
し
て
、｢人
に
や
さ
し

い
道
づ
く
り
事
業
｣、
｢ふ
れ
あ
い
の
道
づ
く
り
事

業
｣
等
に
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
が
、
や
は

り
、
行
政
サ
イ
ド
だ
け
で
は
そ
の
目
的
を
達
成
す
る

こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
道
路
を
利
用
す
る
一
人
一
人

が
、
｢道
路
を
ま
も
る
｣
、
｢大
事
に
す
る
｣
と
い
っ
た

意
識
を
も
た
せ
道
路
愛
護
思
想
の
普
及
･
啓
蒙
に
力

を
今
以
上
に
注
ぎ
、
道
路
愛
護
団
体
の
育
成
を
図
っ

て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

今
後
と
も
、
チ
ェ
リ
ッ
シ
ュ
ロ
ー
ド
助
成
事
業
の

充
実
、
道
路
愛
護
運
動
推
進
協
議
会
の
発
展
の
も
と

に
、
行
政
と
県
民
が
一
体
と
な
っ
た
道
路
愛
護
運
動

の
着
実
な
展
開
を
図
り
、
｢住
み
よ
い
ふ
る
さ
と
宮
崎

づ
く
り
｣
を
目
指
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
と

こ
ろ
で
す
。

な
お
、
道
路
愛
護
運
動
推
進
協
議
会
で
は
毎
年
年

度
当
初
に
総
会
を
開
催
し
、
事
業
結
果
報
告
、
年
間

活
動
計
画
を
決
定
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
平
成
八

年
度
は
、
第
一
五
回
を
記
念
し
て
、
歌
人
の
伊
藤
一

彦
氏
を
迎
え
、
｢日
向
路
の
歌
｣と
い
う
演
題
で
、
宮

崎
を
訪
れ
た
歌
人
と
道
路
と
の
関
わ
り
合
い
を
作
者

毎
に
、
詠
ま
れ
た
短
歌
に
ま
つ
わ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
を

ま
じ
え
講
演
を
い
た
だ
き
、
大
変
好
評
を
博
し
、
道

路
愛
護
運
動
の
啓
蒙
･
P
R
に
役
立
っ
た
こ
と
を
付

記
し
ま
す

(資
料
3
参
照
)。



　　

　道

霧
島
は
馬
の
辞
に
た
て
て
ゆ
く
埃
の
な
か
に
遠
ぞ
き
に
け
り

按
塚

朝
ま
だ
き
す
ず
し
く
わ
た
る
橋
の
上
に
霧
島
ひ
く
く
流
み
た
り
兄
ゆ

う
る
わ
し
き
鵜
矛
の
入
江
の
撥
に
か
へ
る
舟
か
も
絆
に
帆
は
満
っ

ヒ
こ
し
へ
に
弛
も
る
人
も
あ
ら
な
く
に
枕
に
湖
の
を
ら
ぷ
夜
は
愛
し

む
ら
ぎ
、も
の
爬
傾
も
ヒ
な
姿
勢
を
ヒ
め
の
こ
ヒ
は
暫
し
撚
ら
ず

床
漿
痿
柑
花
盛
り
に
て
回
向
路
は
律
し
て
行
く
に
風
肴
に
満
て
り

水
下

こ
こ
ら

^
門
床
祭
の
本
を
の
薙
ぎ
か
り
空
気
澱
も
り
ヒ
ん
ろ
り
に
は
ふ

回
向
路
の
街
逡
埃
灰
ぼ
こ
り
馬
車
に
て
物
ね
も
す
南
し
南
す

拌
式
天
皇
の
鱒
腰
か
け
老
あ
り
天
皇
も
つ
か
れ
稔
ひ
げ
む
わ
娘
等
の
如
く
に

馬
車
ヒ
a
鍬
ば
ヒ
み
に
ひ
そ
り
し
た
そ
が
叙
の
野
中

の
せ
せ
ら
ぎ
飼
辺
に
か
鳴
り

資料 3 講演 ｢日向路の歌｣ 資料 伊藤 一彦

樹
は
妙
に
塗
う
る
雄
し
き
奮
の
岡
目
向
は
夏
の
肴
に
か
を
る
か
忍

者
山

城
郡
樹
の
舌
禍
を
旭
へ
そ
の
鬘
絵
獲
見
て
る
に
似
る
幻
を
も

回
向
の
岡
部
芥
の
坪
の
青
湖
に
入
り
ゆ
く
瑞
に
独
り
海
聴
く

ふ
る
き
ヒ
の
足
鈴

の
あ
の
か
な
し
さ
よ
秋
も
か
す
み
の
た
な
び
き
て
居
り

故
郷
に
帰
り
氷
り
て
先
づ
開
く
ほ
か
の
城
山
の
時
を
ぐ
る
鐘

義
に
膿
み
て
綏
よ
り
刻
の
玄
で
け
叙
ば
謳
い
ふ
ヒ
な
く
簇
に
亥
謀
り

小
野

ピ
ピ
ヒ
服
ひ
て
老
寝
に
波
は
は
き
か
へ
る
か
く
あ
姐
か
く
あ
娘
>
し
こ
る
お
び
え
ず

〉
、
こ
ろ
ふ
た
た
び
眩
ひ
い
で
ょ
か
し
孤
独
鼠
蛇

の
眼
の
ご
ヒ
く
さ
び
し

あ
雄
叡
火
山
灰
ふ
る
國
方
の
閤
球
わ
か
す
降
る
か
か
る
目
こ
そ
雄
父
猾
篭
し

よ
そ
閻
の
ご
と
く
な
つ
か
し
孜
を
こ
め
て
ふ
る
き
ヒ
の
野
は
燃
ゆ
る
な
り
け
り

春
お
ぼ
ろ
夏
き
ら
き
ら
ヒ
秋
冬
は
盗
み
に
澄
む
な
り
わ
が
青
目
向

伊
藤

か
が
や
く
を
さ
ま
た
ぐ
る
も
の
何
あ
ら
ぬ
冬
物
向
滋
風
が
研
ぐ
な
り

た
だ
く
ら
く
何
も
見
え
ぬ
に
見
籠
か
ぎ
る
世
の
は
U
め
な
る
高
十
瀦
の
闇

舜
の
を
ほ
諭
、
子
の
姦
ほ
癈
な
り
き
宣
を
し
づ
か
に
下
る
野
裝
馬

朝
露
の
す
べ
り
烙
ち
た
る
羊
歯
の
紫
の
鱒
橇
年
の
青
の
ひ
そ
げ
し

館
桜

【
務
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“ 月
･日

世
界
の
動

き

○
ベ
ル
リ
ン
で
開
催
の
主
要
七
力
匡
蔵
桂
･
中
央
銀
行
総
裁
会
議

(G
7
)
は
ド
ル
高
阻
止
で
合
意
、
｢過
度
の
変
動
は
望
ま
な
い
｣

と
の
議
長
総
括
を
発
表
し
て
閉
幕
し
た
。

○
朝
鮮
民
主
主
義
人
民
共
和
国
(北
朝
鮮
)
の
黄
長
農
(フ
ァ
ン
･

ジ
ャ
ン
ョ
ブ
)
労
働
党
中
央
委
員
会
書
記

(七
三
)
が
中
国
･
北

京
の
韓
国
大
使
館
に
亡
命
を
求
め
た
。

○
日
本
赤
軍
関
係
者
八
人
が
レ
バ
ノ
ン
の
治
安
当
局
に
身
柄
を
拘

束
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
、
政
府
は
レ
バ
ノ
ン
政
府
に
身
柄

の
引
き
渡
し
を
求
め
た
。

○
米
商
務
省
発
表
の
一
九
九
六
年
貿
易
統
計
に
よ
る
と
、
米
国
の

貿
易
赤
字

(速
報
)
は
季
節
調
整
後
で
一
、
一
四
二
億
二
、
九
〇

○
万
ド
ル
と
な
り
、
前
年
度
比
八
･
七
%
の
増
加
で
八
年
ぶ
り
の

高
水
準
と
な
っ
た
。

○
中
国
は
最
高
実
力
者
、
都
小
平
氏
(九
二
)
の
死
去
に
つ
い
て
、

公
式
に
発
表
し
た
。
同
氏
は
一
九
七
〇
年
代
末
か
ら
改
革
･
開
放

路
線
を
進
め
、
中
国
を
発
展
さ
せ
た
。

事

項

.

,鰤
月
･日

国
内
の

動

き

○
東
京
地
検
は
関
西
国
際
空
港
会
社

(本
社
大
阪
)
の
関
連
事
業

参
入
に
絡
む
利
益
供
与
事
件
で
、
元
運
輸
事
務
次
官
の
服
部
経

治
･
前
同
社
社
長

(六
四
)
を
収
賄
容
疑
で
逮
捕
、
ま
た
泉
丼
石

油
商
会
代
表
の
泉
井
純
一
容
疑
者

(六
○
)
を
贈
賄
容
疑
で
再
逮

捕
し
た
。

○
警
視
庁
、
広
島
県
警
、
北
海
道
轡
の
合
同
捜
査
本
部
は
、
オ
レ

ン
ジ
共
済
組
合
詐
欺
事
件
で
、参
院
議
員
の
友
部
達
夫
容
疑
者
(六

八
)
を
詐
欺
容
疑
で
逮
捕
、
議
員
会
館
内
の
事
務
所
な
ど
を
捜
索

し
た
。

○
総
務
庁
発
表
の
労
働
力
調
査
に
よ
る
と
、
一
九
九
八
年
平
均
の

完
全
失
業
率
は
三
･
四
%
で
、
現
行
調
査
開
始
の
五
三
年
以
来
の

最
悪
記
録
と
な
っ
た
。

○
公
安
審
査
委
員
会

(堀
田
勝
二
委
員
長
)
は
、
オ
ウ
ム
真
理
教

に
対
し
て
破
壊
活
動
防
止
法
に
基
づ
く

｢解
散
の
指
定
｣
の
処
分

を
す
る
よ
う
公
安
調
査
庁
長
官
か
ら
出
さ
れ
て
い
た
請
求
を
棄
却

す
る
決
定
を
し
、
公
安
調
査
庁
と
教
団
に
通
知
し
た
。

○
政
府
は
閣
議
で
新
総
合
土
地
政
策
要
綱
を
閣
議
決
定
し
た
。
地

価
が
五
年
連
続
で
下
落
し
た
こ
と
も
あ
り
、
｢地
価
抑
制
｣
か
ら

｢土
地
の
有
効
利
用
｣
に
政
策
を
転
換
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

○
三
井
石
炭
鉱
業
が
臨
時
取
締
役
会
で
、
三
池
鉱
業
所

(大
牟
田

市
)
を
三
月
三
一
日
で
閉
山
す
る
こ
と
を
決
め
た
。

○
運
輸
省
は
神
戸
市
が
建
設
を
計
画
し
て
い
る
神
戸
空
港
に
つ
い

て
、
申
請
通
り
許
可
し
た
。
同
空
港
は
、
ポ
ー
ト
ア
イ
ラ
ン
ド
沖

を
埋
め
立
て
て
滑
走
路
を
建
設
す
る
。

事

項

翔鯰
月
･日

道
路
行
政
の

動

き

事

項

セ

五

行道

が
ク
レ

三
箇
所



を
う
ま
く
掘
り
当
て
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
清
洌
な
水

か
んせん

が
涌
く
井
戸
を
寒
泉
と
言
っ
て
、

′時
代
を
超
え
て
引

き
継
が
れ
大
切
に
扱
わ
れ
て
来
た
。
井
戸
は
水
を
汲

む
と
い
う
本
来
の
機
能
ば
か
り
で
な
く
、
冒
頭
の
よ

う
に
子
々
孫
々
に
恵
み
を
も
た
ら
す
も
の
･
代
名
詞

と
も
な
り
、
同
時
に
水
に
よ
っ
て
命
を
保
つ
わ
れ
わ

れ
の
運
勢
を
占
う
易
の
場
に
も
登
場
す
る
の
で
あ
る
。

水
風

易
六
四
卦
の
一
つ
薑
嚢
井
(す
い
ふ
う
せ
い
)
は
、

水
と
風
を
組
み
合
わ
せ
て
井
戸
の
卦
の
印
象
と
す
る
。

水霊
は
丼
底
の
水
。
そ
の
水
を
一
定
の
水
位
に
押
し
上

風

げ
て
い
る
水
脈
こ
れ
を
霊
で
表
す
。
水
脈
と
風
と
は

関
係
な
さ
そ
う
だ
が
、
作
用
す
る
と
こ
ろ
は
同
じ
な

の
で
あ
る
。
例
え
ば
物
体
は
移
動
さ
せ
れ
ば
も
と
の

場
所
か
ら
は
消
え
る
。
風
は
空
気
の
流
れ
を
言
っ
た

も
の
だ
が
、
風
に
よ
っ
て
空
気
が
移
動
し
た
か
ら
と

言
っ
て
も
、
他
の
場
所
に
あ
っ
た
空
気
が
自
然
に
そ

こ
に
流
れ
込
ん
で
く
る
だ
け
で
あ
る
。
井
戸
の
水
が

汲
め
ど
も
尽
き
な
い
の
は
、
水
脈
と
い
う
流
れ
の
中

に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
流
れ
と
い
う
面
か
ら
見
れ
ば
、

風
も
水
脈
も
同
じ
働
き
を
す
る
の
で
あ
る
。
易
は
物

す
いふう
せ
い

理
学
で
は
な
い
か
ら
、
水
風
丼
を
説
明
し
た
文
章
は

せ
い
む
らをあら
ためせ
いは
あ
ら
た
め
ず

次
の
よ
う
に
観
念
的
で
あ
る
。丼
。
改
し邑
不
し改
し井
。

うしなうこともなしうることもなし
おうらいせいをせいとず
ほとんどいたらんとしていまだつるべせず

元
し喪
元
し得
。
往
来
井
し井
。
乾
至
亦
未
し緘
し井
。

羸
二其
瓶
一、
凶
。
字
句
に
従
う
と
長
く
な
る
の
で
、

私
流
に
こ
れ
を
意
訳
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

｢中
国
人
民
は
、最
初
に
井
戸
を
掘
っ
て
く
れ
た
人

の
名
を
忘
れ
な
い
｣
こ
う
言
っ
て
中
国
政
府
の
要
人

達
は
、
日
中
国
交
正
常
化
に
尽
し
た
田
中
角
栄
氏
の

名
を
今
も
讃
え
て
い
る
o

井
戸
は
地
表
の
土
砂
や
汚
水
が
流
れ
込
ま
な
い
よ

う
、
穴
の
囲
り
を
木
材
や
石
材
で
四
角
に
囲
む
。
漢

字
の
丼
は
こ
の
井
桁
の
形
を
そ
の
ま
＼
文
字
に
し
た

の
だ
と
い
う
。
丼
の
古
字
丼
は
真
中
に
黒
点
が
あ
る
。

こ
れ
は
井
戸
の
水
を
汲
み
上
げ
る
器
、
釣
瓶
を
指
し

て
い
る
。
井
戸
は
水
を
汲
み
上
げ
て
こ
そ
人
の
役
に

立
っ
の
だ
か
ら
、
釣
瓶
の
あ
る
其
の
方
が
本
来
の
機

能
を
表
し
た
文
字
だ
と
言
え
よ
う
。
と
こ
ろ
が
我
が

国
で
は
こ
れ
を
ド
ン
ブ
リ
と
読
ま
せ
る
。
辞
書
で
は

釣
瓶
を
投
げ
入
れ
た
と
き
、
丼
底
の
水
と
の
衝
突
音

が
言
葉
に
な

っ
た
の
だ
と
解
説
し
て
い
る
。
そ
れ
が

ぐ

ぎゆう“とん

てんど
ん

うな

な
ぜ
、
ご
飯
の
上
に
具
を
乗
せ
た
牛
丼
、
天
井
、
鰻

丼
に
結
び
つ
く
の
か
詮
索
し
た
い
が
時
間
が
な
い
。

原
始
の
時
代
、
他
の
動
物
達
は
飲
み
水
を
求
め
て

地
上
を
あ
ち
こ
ち
と
さ
ま
よ
っ
た
。
が
人
類
は
井
戸

を
掘
っ
て
土
地
に
定
着
す
る
智
慧
を
得
た
。
と
言
っ

て
も
無
暗
に
穴
を
掘
っ
て
も
、
う
ま
い
水
は
出
な
い
。

地
下
に
は
常
温
の
水
脈
が
走
っ
て
い
る
か
ら
、
そ
こ

生
活
す
る
の
に
都
合
が
悪
く
な
れ
ば
、
住
居
は
他

に
移
す
こ
と
が
で
き
る
。
だ
が
よ
い
水
が
出
る
井
戸

は
移
せ
な
い
。
田
畑
を
耕
し
て
生
活
す
る
農
民
は
井

戸
と
同
じ
よ
う
に
そ
の
土
地
に
へ
ば
り
つ
い
て
生
活

し
て
い
る
。
だ
か
ら
領
主
の
政
治
が
よ
く
な
い
か

ら
、
と
言
っ
て
逃
げ
出
せ
な
い
。
領
主
は
そ
れ
を
よ

い
こ
と
に
し
て
、
井
戸
か
ら
用
も
な
い
の
に
大
量
の

本誌は、執筆者が個人の責任において自由に
書く建前をとっております。したがって意見
にわたる部分は個人の見解です。また肩書は
原稿執筆及び座談会実施時のものです。

水
を
汲
み
上
げ
る
よ
う
に
農
民
を
搾
取
す
れ
ば
、
農

民
達
は
釣
瓶
を
壊
し
水
を
汲
め
な
く
す
る
よ
う
に
、

一
揆

(革
命
)
を
お
こ
す
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
政

治
を
す
る
者
は
国
民
に
労
役
を
課
し
、
或
い
は
税
を

と
る
と
き
は
必
要
な
量
だ
け
を
汲
み
出
す
井
戸
の
よ

う
に
、
細
く
長
く
共
存
共
栄
の
心
構
え
を
持
た
な
い

と
、災
い
そ
の
身
に
及
ぶ
と
い
う
の
で
あ
る
。
象
曰
。

くんしもってたみをねぎらいすすめてたすく

君
子
以
等
し民
勘
相
。

水
風
丼
は
易
経
の
四
八
番
目
に
あ
る
卦
で
、
次
は

沢
火

蓋
薑
革
(
た
っ
か
か
く
)
と
言
い
革
命
に
な
っ
た
と

き
の
身
の
処
し
方
を
述
べ
た
卦
と
な
っ
て
い
る
。

くんし
ひ
よう
へん
しょうじんめんを参らたむ

こ
･
に
は
、
君
子
豹
変
、
小
人
革
し面
。
と
の
有
名
な

言
葉
が
出
て
く
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
本
誌
一
五
号

の
本
欄
を
ご
覧
い
た
だ
き
た
い
。
そ
れ
に
し
て
も
井

戸
と
い
う
古
く
か
ら
あ
る
言
葉
で
日
中
友
好
に
万
感

の
思
ひ
を
託
す
と
こ
ろ
な
ど
、
中
国
の
人
は
奮
え
が

)フ
ー孑い
い
。

-
未
済
-

〔政府刊行物サービスセンター取扱〕
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｢道
路
行
政
セ
ミ
ナ
ー
｣
一
九
九
六
年
度
既
刊
号
目
次

(肩
書
は
執
筆
時
ま
た
は
座
談
会
実
施
時
の
も
の
で
す
)

○
道
路
一
一
九
番

○
世
界
都
市
金
沢
の
道
づ
く
り

○
｢道
の
駅
｣を
災
害
時
の
情
報
拠
点
に

○
｢道
の
日
｣
シ
ン
ボ
ル
マ
ー
ク
に
思
う

○
｢社
会
資
本
｣
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
総
合
化

○
道
を
魅
力
あ
る
空
間
に

0
I
T
S
時
代
の
交
通
管
理

○
年
頭
の
あ
い
さ
つ

○
休
日
雑
感

○
パ
ソ
コ
ン
事
始
め

○
日
本
に
明
日
を
つ
く
る
た
め
に

○
郭
公

0
あ
な
た
の
ふ
る
さ
と
は
?

○
都
市
圏
活
断
層
図

○
ザ
イ
ー
ル
の
危
機

○
備
え
あ
れ
ば
憂
い
な
し

増
本
自
動
車
研
究
斯

井

ロ
雅

一

山
出

保

博
報
道
生
活
総
合
研
究

所
客
員
研
究
員

道
路
広
報
セ
ン
タ
ー

会

長

㈱
長
銀
総
合
研
究
所

主

任

研

究

員

消
費
科
学
連
合
会

事

務

局

次

長

藤
原
ま
り
子

杉
岡

浩

竹
内
佐
和
子

原

早
苗

8
年
4
月
号
(第
得
号
)1
頁

8
年
6
月
号
(第
偽
号
)1
頁

8
年
7
月
号
(第
陀
号
)l
頁

8
年
8
月
号
(第
"
号
)1
頁

8
年
9
月
号
(第
盤
号
)1
頁

8
年
10
月
号
(第
"
号
)1
頁

8
年
12
月
号
(第
税
号
)1
頁

9
年
1
月
号
(第
靴
号
)1
頁

8
年
4
月
号
(第
符
号
)3
頁

8
年
5
月
号
(第
囮
号
)1
頁

8
年
6
月
号
(第
万
号
)3
頁

8
年
7
月
号
(第
番
号
)3
頁

8
年
8
月
号
(第
"
号
)3
頁

○
エ
イ
ジ
レ
ス
時
代
に
向
け
て

○
雪
の
季
節

-平
成
九
年
度
道
路
関
係
重
点
施
策
一

〇
平
成
九
年
度
重
点
施
策
に
つ
い
て

0
I
T
S
(高
度
道
路
交
通
シ
ス
テ
ム
)
の
研
究
開
発

及
び
実
用
化

○
情
報
通
信
基
盤
の
整
備

○
路
上
工
事
の
縮
減
対
策

○
円
滑
な
交
通
の
確
保
に
向
け
た
総
合
的
な
交
通
政

策
の
推
進

○
地
域
経
済
構
造
の
改
革
を
支
援
す
る
道
路
整
備

一平
成
九
年
度
道
路
関
係
予
算
一

の
概
算
要
求

○
平
成
九
年
度
道
路
関
係
予
算
概
算
要
求
の
概
要

○
一
般
国
道
関
係
予
算
の
概
要

○
有
料
道
路
関
係
予
算
の
概
要

○
地
方
道
関
係
予
算
の
概
要

②
予
算

○
平
成
九
年
度
道
路
関
係
予
算
の
概
要

○
一
般
国
道
関
係
予
算
の
概
要

道
路
局
企
画
課

道
路
経
済
調
査
室
長

道
路
局
企
画
課

道
路
防
災
対
策
室
長

道
路
局
道
路
総
務
課
企
画
係

道
路
局
企
画
課

道
路
局
国
道
課

道
路
局
国
道
課

道
路
局
企
画
課

道
路
経
済
調
査
室

道
路
局
国
道
課
道
路
整
備
調
整
室

藤
本

貴
也

宮
本

泰
行

9
年
2
月
号
(第
斑
号
)1
頁

9
年
3
月
号
(第
税
号
)1
頁

8
年
9
月
号
(第
捲
号
)3
頁

8
年
9
月
号
(第
窕
号
)的
頁

8
年
9
月
号
(第
推
号
)お
頁

8
年
9
月
号
(第
盤
号
)路
頁

8
年
9
月
号
(第
禿
号
)"
頁

8
年
9
月
号
(第
78
号
)盤
頁

三
菱
重
工
業
㈱
顧
問

渡
邊

修
目

佐
藤

信
彦

道
路
局
企
画
課
長

道
路
局
道
路
環
境
課
長

道
路
局
有
料
道
路
課
長

道
路
局
高
速
国
道
課
長

道
路
局
地
方
道
課
長

井
上

啓
一

大
石

久
和

佐
藤

信
秋

菊
地

賢
三

荻
原

達
朗

道
路
局
□
本
道
路
公

姻
,琳
州蛔
回蔑絡
認
小
坂

…裕
男

8
年
10
月
号
(第
“
口E
3
頁

道
路
局
道
路
総
務
課

道
路
資
金
企
画
室
長

道
路
局
地
方
道
課

市
町
村
道
室
長

小
山

亮
一

岡
山

和
生

8
年
11
月
号
(第
卸
号
)1
頁

8
年
12
月
号
(第
税
号
)3
頁

道
路
局
道
路
総
務
録

日
原

洋
文

8
年
齢
月
号
第
"
号
)5
頁

企

画

巍
講
話
も国
隧
謙
下
保

修

8
年
m
月
号
(第
"
豆
“
頁

　
　
　　　
　
　
　
　
　
　

路
局
有
料
道
路
課

長

補

佐

路
局
高
速
国
道
課

長

補

佐

道
路
局
地
方
道
課

建

設

専

門

官

道
路
局
地
方
道
課
市
町

村
道
室
建
設
専
門
官

増
田

博
行

奥
谷

正

8
年
10
月
号
(第
"
号
)“
頁

道
路
局
道
路
終
務
齦

日
原

洋
文

9
年
2
月
最
第
総
邑
3
頁

企

画

9
年
2
月
号
(第
都
号
)“
頁

o
高
速
自
動
車
国
道
関
係
予
算
の
概
要

閼
路
虚
品選
噸
道
齦
奥
谷

正

9
年
2
月
号
第
鞘
ロE
器
頁



o
有
料
道
路
関
係
予
算
の
概
要

鰡
曙
料縦
嶺

増
田

博
行

9
年
2
月
曼
第
鉛
母
芻
頁

0
地
方
道
関
係
予
算
の
概
要

増
鴫
瑞
轆
録
尾
藤

勇

9
年
2
月
号
(第
鞘
蘂

頁

　　
　　
　
　　
　
　

　

道
路
関
係
法
令

の
法
令
解
説

○
踏
切
道
改
良
促
進
法
の
改
正

道
路
局
路
政
課

8
年
5
月
号
(第
74
号
)鷁
頁

○
交
通
安
全
施
設
等
整
備
事
業
に
関
す
る
緊
急
措
置

法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

交
通
安
全
施
設
等
整
備
事
業
に
関
す
る
緊
急
措
置

道
路
局
道
路
交
通
管
理
課

8
年
5
月
号
(第
"
号
)錐
頁

法
施
行
令
及
び
道
路
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す

る
政
令

○
本
州
四
国
連
絡
橋
公
団
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
及
び
本
州
四
国
連
絡
橋
公
団
法
施
行
令
の
一
部

道
路
局
路
政
課

8
年
6
月
号
(第
お
号
)第
頁

を
改
正
す
る
政
令
に
つ
い
て

0
林
野
庁
所
管
の
国
有
林
野
を
地
方
道
の
道
路
敷
と

蟻
瀞
鴎
鞭
録
水
野

良
則

8
年
8
月
号
(第
g

贄

し
て
使
用
す
る
場
合
の
取
扱
い
に
つ
い
て

○
道
路
法
違
反
車
両
の
通
行
に
関
す
る
指
導
取
締
り

道
路
局
道
路
交
通
管
理
課

8
年
m
月
号
(第
"
号
)凱
頁

の
強
化
に
つ
い
て

○
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
施
設
の
道
路
占
用
の
取

道
路
局
路
放
課
道
路
利
用
調
整
室

8
年
12
月
号
(第
税
号
)靴
頁

扱
い
に
つ
い
て

②
沿
道
法
解
説

○
幹
線
道
路
の
沿
道
の
整
備
に
関
す
る
法
律
等
の
一

道
路
局
路
政
課

8
年
6
月
号
(第
偽
号
)5
頁

部
を
改
正
す
る
法
律
に
つ
い
て

都
市
局
都
市
計
画
課

へ沿
道
法
改
正
･
関
連
記
事
〉

道
路
交
通
公
害
対
策
関
係
省
庁
連
絡
会
議

道
路
局
道
路
環
境
課

丼
熊

亨

8
年
6
月
号
(第
お
号
)“
頁

道
路
交
通
騒
立対
策

囃蠕
繃
飜綴
憲
勝
美

康
生

8
年
6
月
曼
死

号
)“
頁

○
沿
道
整
備
促
進
の
た
め
の
支
援
措
置
の
詳
細
に
つ

道
路
局
路
政
課

8
年
12
月
号
(第
税
号
)5
頁

い
て

道
路
局
道
路
環
境
課

0
沿
道
環
境
対
策
に
係
る
税
制
上
の
特
例
措
置
に
つ

鑓
寧
昂穐
鰍
隷
荒
井
寿
夫
8
年
#

号
(第
俎
号
)n
頁

　
　

　　
　
　　
　
　
　

　

0
道
路
楚

財
源
制
度
の
意
義
と
役
割

㈱
道
路
経
済
研
究
噺

岡
野
行
秀

8
年
7
月
曼
第
鬱

5
頁

理

事

○
道
路
特
定
財
源
制
度
に
つ
い
て

道
路
局
道
路
総
務
課
道
路
資
金
企
画
室

8
年
7
月
号
(第
花
号
)9
頁

○

料
道

業
の
財
源

道
路
局
有
料
道
路
課

8
年
7
月
号
(節
花
号
)蜷
頁

○
有
料
道
路
事
業
の
財
源

0
地
方
自
治
体
の
道
路
財
源
-
神
奈
川
県
よ
り
-

皺
滕
誹顯
畦
熱
螂
水
上

甲
次

8
年
7
月
号
第
元
号
死
頁

｢各
種
道
路
の
最
近
の
動
向
一

〇
各
種
道
路
事
業
の
概
要

8
年
4
月
号
(第
“
号
)5
頁

0
農
道
整
備
事
業
の
特
徴
と
概
要

醸憲
議
癈
數
川
嶋

久
義

8
年
4
月
景
第
奪
)7
頁

農
道
整
備
調
査
官

0
林
道
事
業
の
概
要

鮴許
断褻
滕
鰤
河
野

元
信

8
年
4
月
号
第
“
号
)影
頁

0
港
湾
の
円
滑
な
輸
送
を
支
え
る
臨
港
道
路

鎚輸
酩港讓
局
擶画鍬
西
尾

保
之

8
年
4
月
号
(第
符
号
)れ
頁

第

一
調
査
係
長

○
長
巨
離
自
然
歩

環
境
庁
自
然
保
護
局
計
画
課

8
年
4
月
号
(第
鷹
号
)鴉
頁

○
長
距
離
自
然
歩
道

魅
力
と
活
力
あ
ふ
れ
る
地
域
づ
く
り
の
推
進

○
魅
力
と
活
力
あ
ふ
れ
る
地
域
づ
く
り
の
推
進

道
路
局
国
道
課
道
路
整
備
調
整
室

8
年
5
月
号
(第
覆
号
)3
頁

○
道
路
開
発
資
金
制
度
に
よ
る
地
域
づ
く
り
の
推
進

道
路
局
道
路
総
務
課
道
路
資
金
企
画
室

8
年
5
月
号
(第
獺
号
)6
頁

0
置

の
駅
｣
に
つ
ぃ
て

薙許
銅
婉箒
隷
大
村

敦

8
年
5
月
曼
第
閑
曼
め
頁

○
開
か
れ
た
S
A
･
P
A

道
路
局
高
速
国
道
課

8
年
5
月
号
(第
贋
号
)即
頁

○
ハ
イ
ウ
ェ
イ
オ
ア
シ
ス
の
整
備
事
例

日
本
道
路
公
団
計
画
部
計
画
第
二
課

8
年
5
月
号
(第
盟
号
)第
頁

--
ら
し
の
中
の
道
路
一

詢軸鉢賊攪舩靴蝋毀
宮
沢

格

8
年
8
月
号
(第
"
号
)
5
頁

○
観
光
交
通
の
道
路
整
備



0
く
ら
し
に
役
立
つ
道
路
交
通
情
報

○
道
路
整
備
と
休
憩
施
設
利
用
の
変
化

○
道
路
整
備
と
青
果
物
流
通
の
変
化

一冬
期
の
道
路
管
理
一

〇
安
心
と
活
力
の
あ
る
雪
国
づ
く
り

○
冬
期
の
道
路
交
通
対
策

○
冬
期
の
道
路
交
通
確
保

○
冬
期
の
道
路
維
持
管
理

○
首
都
高
速
道
路
の
積
雪
凍
結
対
策

○
冬
期
の
安
全
運
転
を
考
え
る

一人
に
や
さ
し
い
道
づ
く
り
一

節
日
本
道
路
交
通
情
報
セ
ン
タ
ー
業
務
部

　　
　
　
　
　
　
　
　
　

鱗
が
競
箒
競
保
坂

正

道
路
局
企
画
課
道
路
防
災
対
策
室

東
北
地
方
建
設
局
青
森
工
事
事
務
所

道

路

管

理

第

二

課

新
潟
県
土
木
部
道
路
維
持
課

鷲
離籍
榊諌
山
本

維
持
第

一
係
長

首
都
高
速
道
路
公
団

　
　
　
　
　
　
　

間
自
動
車
安
全
運
転

　
　
　
　
　
　
　

山
本

茂
樹

今
村

幸
一

瀧
上

勝
義

斉
藤

満
邦

御
代
川
邦
博

田
所

清
人

辰
野

剛
志

8
年
8
月
号
(第
"
号
)国
頁

8
年
8
月
号
(第
"
号
)=
頁

8
年
8
月
号
(第
"
号
)鋤
頁

8
年
11
月
号
(第
80
号
)6
頁

8
年
11
月
号
(第
卸
号
)蛇
頁

8
年
11
月
号
(第
80
号
)聡
頁

8
年
11
月
号
(第
割
号
)%
頁

8
年
11
月
号
(第
卸
号
)靴
頁

8
年
11
月
号
(第
卸
号
)範
頁

9
年
1
月
号
(第
靴
号
)3
頁

9
年
1
月
号
(弟
靴
号
)8
頁

9
年
1
月
号
(第
艘
号
)第
頁

9
年
1
月
号
(第
乾
号
)盤
頁

8
年
10
月
号
(第
"
号
)第
頁

8
年
10
月
号
(第
"
号
)認
頁

○
道
路
の
防
災
･
震
災
対
策
に
つ
い
て

○
み
ん
な
の
安
心
･
み
ん
な
の
防
災

O
J
H
日
本
道
路
公
団
に
お
け
る
地
震
防
災
対
策

道
路
局
企
画
課

道
路
防
災
対
策
室

北
海
道
開
発
局

道

路

維

持

課

日
本
道
路
公
団
保
全

交
通
部
保
全
企
画
課

阪
神
高
速
道
路
公
団

総
務
部
総
務
課

岡
崎

守

藤
島

勝
利

今
村

勉

藪

久
則

竹
田

敏
憲

9
年
3
月
号
(第
鋭
号
)3
頁

9
年
3
月
号
(第
雛
号
)9
頁

9
年
3
月
号
(第
雛
号
)蛭
頁

9
年
3
月
号
(第
椒
号
)幼
頁

9
年
3
月
号
(第
鋭
号
)盤
頁

8
年
6
月
号
(第
巧
号
)口
絵

8
年
7
月
号
(第
符
号
)器
頁

8
年
7
月
号
(第
符
号
)"
頁

8
年
9
月
号
(第
窕
号
)口
絵

8
年
9
月
号
(第
鵺
号
)"
頁

8
年
9
月
号
第̂
盤
号
)“
頁

8
年
9
月
号
(第
榴
号
)卸
頁

8
年
5
月
号
(第
覆
号
)姫
頁

8
年
8
月
号
(第
"
号
)備
頁

9
年
3
月
号
(第
損
号
)姫
頁

8
年
物
月
号
(第
税
号
)艶
頁

9
年
1
月
号
(第
観
号
)"
頁

○
福
祉
空
間
形
成
の
た
め
の
道
路
交
通
環
境
の
整
備

道
路
局
道
路
環
境
課

0
東
京
解都
福
…祉
の
ま
ち
づ
く
り
“条
…例

｢施
設
ち整
備
…マ

-

欲蘂鰤囃鱗
議

ニ
ュ
ア
ル
｣
道
路
編
に
つ
い
て

課

長

補

佐

○
横
浜
市
の
高
齢
者
･
障
害
者
に
や
さ
し
い
道
路
施

横
浜
市
道
路
局

設
整
備

道
路
部
施
設
課

o
車
い
す
に
よ
る
東
京
横
断
に
同
行
し
て

関
東
地
方
建
設
局

東
京
国
道
工
事
事
務
所

交

通

対

策

課

○
平
成
八
年
度
｢道
路
防
災
週
間
｣

o
朧

洞〕
髭
道
路
防
災
“
'
ポ
ジ
ウ
“
群
馬
]

道
路
局
企
画
課

道
路
防
災
対
策
室

防
災
第

一
係
長

実
行
委
員
会
事
務
局

建
設
省
高
崎
工
事
事
務

所

副

所

長

松
本

豊
和

上
條

良
久

淡
路
大
震
災
の
教
訓
と
阪
神
高
速
道
路
の

臘
神
高
齢
薦
路
公
醸

総
務
部
総
務
課

O

A

推

進

室

東
京
都
建
設
局

道
路
管
理
部
保
全
課

道
路
局
道
路
交
通
管
理
課

道
路
局
道
路
総
務
課

道
路
局
道
路
総
務
課

道
路
局
道
路
交
通
管
理
課

各
地
方
建
設
局

北
海
道
開
発
局

沖
縄
総
合
事
務
局

道
路
局
道
路
交
通
管
理
課
訟
務
係

道
路
局
道
路
交
通
管
理
課
訟
務
係

道
路
局
道
路
交
通
管
理
課
訟
務
係

道
路
局
道
路
交
通
管
理
課
訟
務
係

道
路
局
道
路
交
通
管
理
課
訟
務
係

○
阪
神
･
淡
路
大
震
災
の
教
訓
と
阪
神
高

、

防
災

○
東
京
都
に
お
け
る
道
路
防
災
対
策
の
現
状

　
　
　

○
平
成
八
年
度

｢道
路
を
ま
も
る
月
間
･
道
の
日
｣

ポ
ス
タ
ー

○
｢道
路
を
ま
も
る
月
間
｣
に
つ
い
て

○
｢道
の
日
｣
(八
月
一
〇
日
)に
つ
い
て

○
｢道
の
日
｣
ロ
ー
ド
ジ
ャ
ン
ボ
リ
ー

○
平
成
八
年
度

｢道
の
日
｣
中
央
行
事
報
告

○
平
成
八
年
度

｢道
路
を
ま
も
る
月
間
｣
行
事
報
告

○
地
方
行
事
報
告

｢道
路
関
係
争
訟
一

○
平
成
六
年
度
の
道
路
関
係
の
判
例
紹
介
(そ
の
二
)

○
平
成
六
年
度
道
路
管
理
瑕
疵
実
態
調
査
結
果
に

つ
い
て

○
平
成
七
年
度
道
路
管
理
瑕
疵
実
態
調
査
結
果
に

つ
い
て

○
平
成
七
年
度
に
言
い
渡
さ
れ
た
判
決
に
つ
い
て

(そ
の
一
)

○
平
成
七
年
度
に
言
い
渡
さ
れ
た
判
決
に
つ
い
て

(そ
の
二
)



○
若
戸
大
橋
不
当
利
得
返
還
請
求
事
件
第
二
審
判
決

日
本
道
路
公
団
総
務
部
総
務
課

8
年
7
月
号
(第
お
号
)船
頁

の
概
要

○
東
京
大
気
汚
染
公
害
訴
訟
に
つ
い
て

道
路
局
道
路
交
通
管
理
課

8
年
8
月
号
(第
"
号
)卿
頁

0し熱ー烟競泳腸獄類
鞭蕗翻鷲敷蒔ひ機掴値
道
路
局
道
路
交
通
管
理
課
訟
務
係

8
年
M
月
号
第
"
号
)爵
W頁

○
新
潟
国
道
八
号
路
肩
バ
イ
ク
転
倒
事
件
控
訴
審
判

道
路
局
道
路
交
通
管
理
課
訟
務
係

8
年
11
月
号
窮
め
号
)麩
頁

決一闘嗣圏開門一

の
道
路
管
理
事
務
担
当
者
便
り

0
高
知
県
安
田
東
洋
線
落
石
死
亡
事
故

鵡癪
鰈
噛蟷
隷
横
田

雄
ニ

8
年
5
月
号
(第
翹
詑

頁

○
｢日
本
で
一
番
住
み
や
す
い
生
活
県
ひ
ろ
し
ま
｣

広
島
県
土
木
部
道
路
維
持
課

8
年
6
月
号
(第
お
号
)“
頁

づ
く
り
を
支
え
る
道
路
の
維
持
管
理

0
国
道
四
三
号
の
環
境
問
題

灘
纏
朧
纖
朗
櫛
田

泰
宏

8
年
7
月
号
第
鬱

"
頁

0
紀
見
ト
ン
ネ
ル
防
災
訓
練
の
実
施

叢
箒
麓
暮
騎
大
和
久
建
ニ

8
年
8
月
号
第
"
号
)$
頁

o
地
域
と
の
交
流
を
活
か
し
た
道
路
管
理

調
鼻
挫藁

鵜
峰光
正郎
8年
9暴

弩
湧
頁

○
道
路
管
理
に
お
け
る
県
民
の
参
加
と
情
報
の
収
集

岐
阜
県
土
木
部
道
路
維
持
課

8
年
10
月
号
(第
"
号
)執
頁

･
処
理

○
井
内
川
橋
事
件
第
二
審
判
決
の
概
要
と
イ
ン
タ
ー

四
国
地
方
建
設
局
道
路
都
路
放
課

8
年
11
月
号
(第
卸
号
)鋭
頁

ネ
ッ
ト
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
案
内

○
吉
田
ロ
登
山
道

(
一
般
県
道
富
士
上
吉
田
線
)
の

山
梨
県
土
木
部
道
路
維
持
課

8
年
12
月
号
(第
税
号
)脳
頁

管
理

○
道
路
管
理
事
務
改
善
の
取
組
み

九
州
地
方
建
設
局
道
路
都
路
政
課

9
年
1
月
号
(第
靴
号
)斑
頁

○
太
平
洋
岸
大
規
模
自
転
車
道
の
建
設
と
管
理

静
岡
県
土
木
部
道
路
維
持
課

9
年
2
月
号
(第
83
号
)琉
頁

○
道
路
愛
護
運
動
の
推
進

宮
崎
県
土
木
部
道
路
保
全
課

9
年
3
月
号
(第
雛
号
)鑪
頁

②
道
路
管
理
事
務
に
係
る
事
例
研
究

○
道
路
の
敷
地
の
権
原
が
不
明
な
ま
ま
供
用
開
始
さ

道
路
局
路
政
課

8
年
11
月
号
(第
卸
号
)麩
頁

れ
て
い
る
道
路
に
出
さ
れ
た
占
用
許
可
の
是
非

○
震
災
時
に
お
け
る
緊
急
輸
送
道
路
の
確
保

道
路
局
路
放
課

8
年
12
月
号
第
税
号
)"
頁

○
道
路
の
占
用
許
可
を
偽
造
し
て
道
路
工
事
を
行
っ

道
路
局
路
政
課

9
年
1
月
号
(第
靴
号
)引
頁

た
者
に
対
す
る
罰
則

の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
･
審
議
会
な
ど

○
道
路
に
つ
い
て
三
日

畑
,ワト靴
経酪
･影

日
下
･
公
で人

8
年
11
月
号
(第
80
号
)3
頁

ィ
ン
タ
ピ
ュ
ア
ー

加
藤

宣
利

○
第
三
o
回

国
土
開
発
幹
線
自
動
車
道
建
設
審
議

道
路
局
高
速
国
道
課

長
谷
川
朋
弘

9
年
2
月
号
第
鞘
号
)“
頁

会
に
つ
い
て

○
今
後
の
有
料
道
路
制
度
の
あ
り
方
に
つ
い
て
の
中

道
路
局
有
料
道
路
課

9
年
2
月
号
(第
都
号
)髓
頁

間
答
申

o
広
範
な
意
見
を
聞
き
な
が
ら
簑
疋
す
る
新
た
な
道

灘
鑿
融
蹴
攪
中
神

陽
一

8
年
6
月
号
第
鬱

邱
頁

路
計
画

○
｢キ
ッ
ク
オ
フ
.
レ
ポ
ー
ト
｣
に
寄
せ
ら
れ
た
意
見

21
世
紀
の
み
ち
を
考
ぇ
る
委
員
会

9
年
1
月
号
(第
艘
号
)銘
頁

の
と
り
ま
と
め
概
要

o
規
制
緩
和
推
進
計
画
の
改
定

繭路鯛
畷
礎灘

鈴
木

康
夫

8
年
4
月
号
第
“
鉈

頁

0
地
方
分
権
惟
進
委
員
会
中
間
報
告
に
つ
い
て

繭
路晩
群
政
隷
増
田

圭

8
年
4
月
号
(第
"
号
)"
頁

○
｢行
政
改
革
プ
ロ
グ
ラ
ム
｣
等
に
つ
い
て

道
路
局
路
放
課

9
年
2
月
号
(第
鞘
号
)め
頁

○
地
方
分
権
推
進
委
員
会
第
一
次
勧
告
に
つ
い
て

道
路
局
路
政
課

9
年
2
月
号
(第
艶
号
)靴
頁

②
あ
の
道

こ
の
道

福
井
県
土
木
部

8
年
4
月
号
(第
符
号
)邱
頁

越
前
･
若
狭

歴
史
の
道
あ
れ
こ
れ

道

路

建

設

課

神
奈
川
の
東
海
道

鯏
鱗
瑞
穐
蹠
螂
橘
田

敏

8
年
4
月
号
莢̂

号
)鋭
頁

③
道
,
探
訪

繃
路掬
中
政
録
山
崎

篤
男

8
年
5
月
号
第
麹
号
涌
頁

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
道
路
環
境
対
策

@
第
6
次
交
安
五
計
な
ど

○
第
6
次
特
定
交
通
安
全
施
設
等
整
備
事
業
五
箇
年

道
路
局
道
路
交
通
管
理
課

9
年
3
月
号
(第
税
号
)蜷
頁

計
画
の
概
要
に
つ
い
て

○
一
般
国
道
二
二
九
号
豊
浜
ト
ン
ネ
ル
崩
落
事
故

道
路
局
企
画
課
道
路
防
災
対
塞
至

8
年
4
月
号
(第
ね
号
)“
頁

0
第
“-二
期
電
線
類
地
中
-化
五
箇
【年
‐計
"画

繃繊渇頬稲壕鰯

萩
三原

市
-彦

8
年
4
月
号
(第
ね
号
)搏
頁

○
都
道
府
県
道
の
路
線
認
定
基
準
改
正
後
の
路
線
認

道
路
局
路
政
課

8
年
4
月
号
(第
ね
号
)第
頁

定
状
況

○
道
路
交
通
情
報
通
信
シ
ス
テ
ム

(V
I
c
s
)
の

道
路
局
道
路
交
通
管
理
課

8
年
6
月
号
(第
秀
号
)郎
頁

導
入

○
平
成
六
年
度
道
路
交
通
管
理
統
計

道
路
局
道
路
交
通
管
理
課
企
画
係

8
年
7
月
号
(第
符
号
)邱
頁

○
平
成
八
年

国
土
建
設
の
現
況

(建
設
白
書
)
の

道
路
局
道
路
総
務
課
企
画
係

8
年
9
月
号
(第
麹
号
)姥
頁

概
要



○
｢日
本
･
E
U
に
お
け
る
道
路
政
策
の
新
た
な
展

開
｣
を
考
え
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

○
〔投
稿
〕

ハ
ン
デ
ィ
を
持
つ
人
の
花
に
よ
る
社
会
参
加

地
域
活
性
化
促
進
道
路
事
業

○
福
井
の
魅
知
(み
ち
)
づ
く
り

○
香
川
県
に
お
け
る
｢地
域
活
性
化
道
路
事
業
｣

○
千
葉
県
に
お
け
る
｢地
域
活
性
課
促
進
道
路
事
業
｣

○
ま
ち
を
生
き
い
き
と
信
濃
の
道
づ
く
り

○
長
崎
県
に
お
け
る
｢地
域
活
性
化
促
進
道
路
事
業
｣

○
｢人

は
ば
た
く

ゆ
と
り
都

山
形
｣
の
道
づ

○
山
ロ
県
に
お
け
る

｢地
域
活
性
化
道
路
事
業
｣

道
路
局
道
路
総
務
課
企
画
係

8
年
10
月
号
(第
"
号
)第
頁

大
垣
市
立
障
害
者
か
わ

繊
み
小
癪

授
産
斯

石
金
み
え
子

8
年
9
月
号
第
琴
)%
頁

福
井
県
土
木
部
道
路
建
設
課

香
川
県
土
木
部
道
路
建
設
課

千
葉
県
土
木
部
道
路
計
画
課

長
野
県
土
木
部
道
路
建
設
課

長
崎
県
土
木
部
道
路
建
設
課

山
形
県
土
木
部
道
路
整
備
課

山
口
県
土
木
建
築
部
道
路
建
設
課

8
年
7
月
号
(第
袴
号
)“
頁

8
年
8
月
号
(第
"
号
)鋭
頁

8
年
10
月
号
(第
"
号
)鋭
頁

8
年
11
月
号
(第
卸
号
)60
頁

8
年
12
月
号
(第
税
号
)鋤
頁

9
年
1
月
号
(第
銘
号
)邸
頁

9
年
2
月
号
(第
鞘
号
)靴
頁




